
 - 145 - 

決算特別委員会記録（第１号） 

 

 

平成２８年９月９日 金曜日 午後０時０２分開議 

 委員長 森   儀 一     副委員長 奥 山 省 三 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   叶  内  恵  子  委員 

  ３番   星  川     豊  委員     ４番   小  関     淳  委員 

  ５番   山  科  正  仁  委員     ６番   佐  藤  卓  也  委員 

  ７番   今  田  浩  徳  委員     ８番   清  水  清  秋  委員 

  ９番   遠  藤  敏  信  委員    １０番   奥  山  省  三  委員 

 １１番   小  野  周  一  委員    １２番   髙  橋  富 美 子  委員 

 １３番   下  山  准  一  委員    １４番   新  田  道  尋  委員 

 １５番   森     儀  一  委員    １６番   石  川  正  志  委員 

 １７番   小  嶋  冨  弥  委員    １８番   佐  藤  義  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

局 長 森   隆 志  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 沼 澤 和 也  主 査 早 坂 和 弥 

 

本日の会議に付した事件  

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

新田道尋臨時委員長 ただいまから委員会条例第

10条第１項の規定に基づき決算特別委員会を開

き、委員長の互選を行います。 

  なお、委員会条例第10条第２項の規定により、

委員長が互選されるまでの間、私、新田道尋が

臨時に委員長の職務を行いますので、よろしく

お願い申し上げます。 

  ただいまの出席委員は18名です。欠席通告者

はありません。 

  これより決算特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

新田道尋臨時委員長 委員会条例第９条第２項の

規定により委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員長の互選の方法につきましては、会議規

則第126条第５項の規定により指名推選にする

こととし、臨時委員長において指名したいと思

います。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋臨時委員長 御異議がありませんので、

よって臨時委員長において指名することに決し

ました。 

  委員長に森 儀一委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました森 儀一委員を委

員長の当選人と定めることに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋臨時委員長 異議なしと認めます。よっ

て、森 儀一委員が委員長に当選されました。 

  それでは委員長と交代いたします。御協力あ

りがとうございました。 

   （臨時委員長退席、委員長着席） 

森 儀一委員長 ただいま決算特別委員長に当選

いたしました森 儀一です。皆様の御協力よろ

しくお願いいたします。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

森 儀一委員長 これより委員会条例第９条第２

項の規定により副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  副委員長の互選の方法につきましては、会議

規則第126条第５項の規定により指名推選にす

ることとし、委員長において指名いたしたいと

思います。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に奥山省三委員を指名したいと思い

ます。 

  ただいま指名いたしました奥山省三委員を副

委員長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました奥山省三委員が副委

員長に当選されました。 

  奥山省三副委員長、よろしくお願いします。 

 

 

散      会 

 

 

森 儀一委員長 それでは、９月16日金曜日午前

10時より決算特別委員会を本議場において開催

いたしますので御参集お願いします。 
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  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後０時０６分 散会 
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決算特別委員会記録（第２号） 

 

 

平成２８年９月１６日 金曜日 午前１０時００分開議 

 委員長 森   儀 一     副委員長 奥 山 省 三 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   叶  内  恵  子  委員 

  ３番   星  川     豊  委員     ４番   小  関     淳  委員 

  ５番   山  科  正  仁  委員     ６番   佐  藤  卓  也  委員 

  ７番   今  田  浩  徳  委員     ８番   清  水  清  秋  委員 

  ９番   遠  藤  敏  信  委員    １０番   奥  山  省  三  委員 

 １１番   小  野  周  一  委員    １２番   髙  橋  富 美 子  委員 

 １３番   下  山  准  一  委員    １４番   新  田  道  尋  委員 

 １５番   森     儀  一  委員    １６番   石  川  正  志  委員 

 １７番   小  嶋  冨  弥  委員    １８番   佐  藤  義  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 小 野 茂 雄 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 田 宮 真 人 

市 民 課 長 加 藤 美喜子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 佐 藤 信 行 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 井 上   章 

健 康 課 長 小 松   孝  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 渡 辺 安 志  都 市 整 備 課 長 土 田 政 治 

上 下 水 道 課 長 松 坂 聡 士  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 伊 藤 洋 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 荒 川 正 一  学 校 教 育 課 長 齊 藤 民 義 

社 会 教 育 課 長 関   宏 之  監 査 委 員 大 場 隆 司 

監 査 委 員 
事 務 局 長 髙  山  学  

選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 滝 口 英 憲  農 業 委 員 会 

会 長 職 務 代 理 髙 橋   眞 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 荒 澤 精 也    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 森   隆 志  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 沼 澤 和 也  主 査 早 坂 和 弥 

 

本日の会議に付した事件  

 

議案第５４号平成２７年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 
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開      議 

 

 

森 儀一委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は18名です。欠席通告者

はありません。 

  なお、本日、農業委員会より会長職務代理者

髙橋 眞君が出席しておりますので、よろしく

お願いいたします。 

  これより決算特別委員会を開きます。 

  本特別委員会に付託されました案件は、議案

第54号平成27年度新庄市一般会計歳入歳出決算

の認定についてから議案第62号平成27年度新庄

市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いてまでの９件であります。 

  審査に入る前に、審査及び本委員会の進行に

関しての主な留意点を申し上げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。質問は、決算

に関する資料の名称とページ数、款項目、事業

名などを具体的に示してから質問されるようお

願いいたします。 

  また、会議規則第116条第１項に、発言は全

て簡明にするものとして、議題外にわたり、ま

たはその範囲を超えてはならないと規定してお

りますので、これを遵守お願いいたします。 

  なお、本日は午後４時ごろの終了をめどに進

めてまいりたいと考えておりますので、委員の

皆様方の御協力、切にお願いを申し上げる次第

であります。 

  以上、ただいま申し上げました点につきまし

て、特段の御理解と御協力を申し上げまして、

ただいまから審査に入ります。 

 

 

議案第５４号平成２７年度新庄市

一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

 

森 儀一委員長 それでは、初めに議案第54号平

成27年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてを議題といたします。 

  一般会計の審査につきましては、歳入と歳出

を分けて質疑に入ります。質疑は、答弁を含め

歳入と歳出それぞれ１人30分以内といたします。 

  それでは質疑に入ります。 

  一般会計の歳入について質疑ありませんか。 

５ 番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

森 儀一委員長 山科正仁委員。 

５ 番（山科正仁委員） １款と12款、20款、13

款もですけれども、不納欠損額が計上されてお

ります。平成25年、26年、27年とありましたけ

れども、トータルでこの３カ年で約１億6,500

万円の不納欠損になっております。平成27年度

におけるこの不納欠損の処理状況はどうなって

いるかをお聞きいたします。８ページでした。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 おはようございます。 

  それでは、御質問にお答えいたします。 

  私ども税務課にとりましては、適正公平な課

税と収納が目標でございますが、とりわけ収納

部門におきましては、不納欠損額・収入未済額

の削減を最大の目標・課題として取り組んでい

るところでございます。どちらもなかなか一気

に削減することは難しい部分がございますので、

毎年少しずつ削減することを目標にしまして

日々の業務に取り組んでいるところでございま

す。 

  ただいま御質問ありました不納欠損額でござ

いますが、不納欠損額につきましては、そのほ

とんどが滞納繰越額から発生いたしますので、

そのもとを絶つ滞納繰越額を削減することが重

要であると考えております。平成27年度の現年
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課税分の収納率につきましては、ほぼ前年並み

でございましたが、平成26年度までは７年連続

で向上しておりましたので、そのことが翌年度

の滞納繰越額の削減につながり、ひいては不納

欠損額の減少につながっているというような形

で考えておりますので、このたびの平成27年度

の不納欠損額の減少については、昨年度、平成

26年度と同様に過去からの取り組みの成果であ

るというような形で捉えているところでござい

ます。 

  具体的に平成27年度の不納欠損額の部分でご

ざいますが、不納欠損額、人数とも毎年減少し

ております。平成27年度につきましては、延べ

624人で前年度と比べまして26％減少し、額に

つきましても3,473万3,694円で34％ほど減少し

ております。 

  減少の要因としましては、ただいま申し上げ

ました滞納繰越額が減少していることに加えま

して、個人市民税・法人市民税・固定資産税の

滞納繰越分の収納額が向上したことによるもの

だと捉えているところでございます。 

  税目別では、不納欠損額のうち固定資産税・

都市計画税で72％を占めまして、以下個人市民

税が26％となっております。 

  欠損の理由としましては、５年の時効により

ます納税義務の消滅が432人で74％を占めてお

ります。滞納処分の執行停止による３年経過で

の消滅が175人で23％を占めております。即時

による消滅が17人で３％を占めているような形

となっております。 

  以上でございます。 

５ 番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

森 儀一委員長 山科正仁委員。 

５ 番（山科正仁委員） ということは、時効に

かかったものはないということでしょうか。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 平成27年度は不納欠損のほう、

延べで624人を不納欠損扱いとしておりますが、

そのうち５年の時効による納税義務の消滅者が

延べで432人おりました。以上でございます。 

５ 番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

森 儀一委員長 山科正仁委員。 

５ 番（山科正仁委員） 国税徴収法によった法

的措置っていろいろあると思うんですけれども、

その法的措置をとった事例はございますか。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 不納欠損につきましては、税

法で基準が定めておりまして、ただいま申し上

げました５年の時効で落ちるやつ、執行停止３

年で落ちるやつ、あと即時の欠損で消滅、即時

欠損扱いで消滅するやつと３通り定めてあるわ

けなんですけれども、５年の時効という部分に

ついては、法的措置という部分は特にしていな

いような形になっているんですが、この部分に

ついて特に何もしていないということではなく

て、５年の時効については、一時的に税を納め

る能力を喪失していても再就職等々で担税力を

回復する場合もありますので、その間我々税務

課職員が徴収に向けて努力、あるいは滞納者も

方も収入確保のために５年間努力していただい

た結果、その状況が好転せず、財産もないため

に、結果的に不納欠損扱いとなったというよう

な形でございます。以上でございます。 

５ 番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

森 儀一委員長 山科正仁委員。 

５ 番（山科正仁委員） ということは、平成27

年度においても特化した、特別な、例年と変わ

ったような徴収の努力というのをなさったとい

う判断でよろしいでしょうか。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 不納欠損する場合ですと、通

常財産とかを所有している方が、追って税金を

納められないという状況であれば私どものほう
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では財産調査をして、その上で法的に可能であ

れば財産差し押さえをすることによって欠損を

防ぐというような措置をとっているところでご

ざいます。以上でございます。 

５ 番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

森 儀一委員長 山科正仁委員。 

５ 番（山科正仁委員） わかりました。どうし

ても収入の未済というのが後々の不納欠損につ

ながってるケースがほとんどだと思います。か

なり長期にわたった５年の短期消滅時効もある

んでしょうけれども、長期にわたった管理等、

執行が必要かと思いますので、その点は今後も

御留意ください。 

  次、質問させていただきます。 

  ページ数が10ページ、18款の２基金繰入金で

ございます。これは私、また平成25年度・26年

度・平成27年度ということで、ざっと目を通し

たんですが、予算現額、これが非常に常に過大

になって、実際の収入済額との格差が非常に大

きい。平成27年度においては、３億円近い格差

あるんですけれども、これは何か思惑があって、

この基金に対してかなりの歳入の剰余金等を見

込まれておらない、入れないで決めておられる

んでしょうか。国庫支出金とか県支出金に関し

ては、かなり不透明な部分が多いもんですから、

これは少々過大に見るのも普通なんでしょうけ

れども、この基金に関しては今後明倫中等学校

建設もいろいろ始まるわけで、基金に関しては

かなりリアルに見ていく必要があるんではない

かなと思っております。つまり、過大にしてい

る理由は何でしょうか。 

小野 享財政課長 委員長、小野 享。 

森 儀一委員長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 基金繰入金の予算現額、当初

予算額と最終計の額がちょっと相違があるんで

ないかというような御質問でございますが、基

本的に現在の予算編成に当たって、財源につい

て見ながら予算編成行っているわけですけれど

も、事業に対して現行の予算編成の状況では一

般財源が足りないという状況にございます。こ

の何年か続いておりますけれども、基金を財源

として事業を組まざるを得ないという状況が続

いております。ひとつ確実な財源については、

厳しく見積もっているという状況もございます

けれども、その分の余波が基金の繰入金に出て

きているのかなと思っております。 

  したがって、例えば交付税につきましても、

確実な部分について当初見積もりいたします。

実際の交付額はそれを上回るという部分もござ

いますので、基金、その差額を当初はいわゆる

基金繰入金、財調で見ておるわけですけれども、

最終的には繰り入れをする必要がなくなったと

いうことも一つの要因かと思います。 

  また、全体的に事業の執行に関して精査を行

っておりますので、不用額、これらについては

当然一般財源を充てる必要はなくなりますので、

こういう形からいわゆる当初に見積もっていた

財調からの繰り入れが最終的には不要になった

という部分が、この額の中では非常に大きい部

分を占めてるというところでございます。 

  実は平成28年度の予算編成を見ても、今回３

億円近く基金の繰入金を見ております。最終計

としてはなるべく繰り入れはしたくないんです

が、今後の財政の中でそういうふうな良好な結

果になれば、この部分については、むしろ結果

的には繰り入れしなくてもよかったと、留保の

部分が残ったということでお考えいただきたい

と思います。 

  基金の考え方でございますけれども、やはり

冒頭に申し上げましたように予算編成の中で基

金を繰り入れしながら編成するということ自体

がまず非常に厳しい、本当は異例な状況なわけ

です。したがって、一般財源、別区分で確保で

きればこういう問題はないわけですけれども、

財政の部分で今後の歳入確保に関する部分でそ

ういう解消できていければと思っております。
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以上です。 

５ 番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

森 儀一委員長 山科正仁委員。 

５ 番（山科正仁委員） わかりました。単純に

考えれば予算自体が枠配分になっていますので、

余りにもざっぱな枠配分をしてしまうとほかに

回るべき予算が回らないんじゃないかなという

考えがあったものですから、質問しました。 

  次ですが、同じく10ページ、20款の３項です。

貸付金元利収入になりますけれども、平成27年

度においては、貸付金の未回収というのは全然

なかったのでしょうか。 

小野 享財政課長 委員長、小野 享。 

森 儀一委員長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 まとめてお答えいたします。 

  基本的には、未回収部分についてはないとい

うことで御了解いただきたいと思います。 

５ 番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

森 儀一委員長 山科正仁委員。 

５ 番（山科正仁委員） 何よりですけれども、

基本的に保証協会等の負担している部分がある

と思いますので、この辺の管理もしっかりして

いっていただきたいと思います。 

  私の質問は、以上で終わります。 

森 儀一委員長 ほかにありませんか。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

森 儀一委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） 審査意見書の22ページ、

むすびの部分なんですが、「収入未済額は、一

般会計では、市税が２億1,000云々」とありま

して、その次、「収入未済額に関しても歳入確

保のためでなく市民の受益者負担の公平性を高

める観点からも、改善に向けてより一層努力を

期待する」というような部分なんですけれども、

実は市民の方々が市税の申告に参りました。市

民プラザに行くわけですけれども、そのときに、

ある市民の方が申告に行ったそうです。そした

ら、その窓口の職員がやりとりの中で中座しま

して、しばらくたったら、また来てマニュアル

を、マニュアル本を持ってきて、マニュアル本

の中に赤線を引っ張った。ですから、このとお

りですというような説明をなさったそうです。

それでは余りにも納税者に対する理解がなくて

非常に憤慨して、こういうことあったんだとい

うような方が、私のところに参りました。 

  その辺のやりとりは、一方的な市民の方の声

だったかもしれませんけれども、そういう税金

を申告する場合は、納税者としてもやはりある

程度節税とかいろんな観点で説明するわけです。

やはり取るほうは幾らでも取りたいと言ったら

失礼ですけれども、これは義務ですからね。税

金を納めるのは義務ですけれども、その中でや

はり気持ちよく納めていただいて、回収率を上

げるために、もう少し市民に対する温かい、市

民側から見た場合、職員は執行者、執行者とい

うか収入を取るほうですから、理論上で言うん

ですけれども、これでは市民の方々に対して温

かくないんじゃないですかなと思うのですが、

そういったことの積み重ねが行政への信頼にも

なるわけでありますので、審査報告のむすびに

もありますように、そういった市民に対すると

いうことの教育が、どのようになさっているか

お聞きしたいと思います。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 職員に対する教育という部分

なんですが、私のほうからも税務課の職員につ

いては、常日ごろから市民の方と応対するケー

スが多いわけですので、市民課・税務課につい

ては、市役所の最前線というような形で考えて

おりますので、常日ごろから親切丁寧、わかり

やすいような説明を行うように、今、委員のほ

うから御指摘ありました市民の立場に立って対

応するようにということは常日ごろから指導し

ているところでございます。 

  特に税務の部分におきましては、非常に専門
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用語がございますので、その専門用語について

は、やはり市民の方にはなかなかわかりにくい

部分がございますので、市民の方と対応する際

は専門用語は使わないように、その専門用語を

そしゃくして、市民の方にわかりやすくお話す

るようにということでは指導しているところで

ございます。 

  このたび、申告会場でそのような件があった

ということですので、そういったことを、もう

一度職員のほうに伝えまして、全員でそういっ

たことを共有した上で、さらに一層市民の立場

に立って一層スムーズな対応できるように指導

して心がけてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

森 儀一委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） 次に、税務課だけじゃ

なくて、やはりこれは全般、行政の窓口の皆さ

ん方も心していただかなければならない点では

ないかなと思うんです。 

  その方は、マニュアルの、条例書かれた本を

持ってきて、本というか冊子持ってきたんです

ね。そのとき、私、年いって字見えないから、

その本どこで売ってんのやと聞いたそうです、

頭さ来て。今後はそんなことないように、やは

り業務やってる方は毎日やってるわけですから、

スペシャリストですから、わかるべなあという

ようなことでなくて、市民の方々はわからない

から聞いてるというような観点を、ぜひお願い

したいと思います。終わります。 

森 儀一委員長 ほかにございませんか。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

森 儀一委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 先ほどの山科委員と重

複しますので、重複するところは割愛します。 

  毎年決算のときに欠損額と収入未済額、これ

しかないんですけれども、ことしになってから

収入未済額は、税務課の努力、市役所の職員の

努力によってどれだけ回収なったんでしょうか。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 収入未済額につきましては、

平成27年度実績で２億1,353万5,451円でござい

ますので、1.0％ほど減少しているところでご

ざいます。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

森 儀一委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 平成28年度になってか

ら、どれだけ回収したんだとお尋ねしています。

平成27年度の決算締めたわけです。その中で２

億何ぼという収入未済額があるわけです。それ

を今年度になってから、４月１日からどのぐら

い回収できていますかというお尋ねをしていま

す。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 大変失礼いたしました。 

  平成28年３月末でただいま申し上げました２

億1,353万何がしだった金額が平成28年８月末

で２億2,000万円ほどになっておりますので、

大体ここ５カ月で1,100万円ほど回収したとい

うような形となっております。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

森 儀一委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） いや、私どもは民間で

長いこと勤めていたので、債権・債務っていう

考え方するんですよ。それで市でも職員が回収

努力をされていると思いますけれども、そうい

った債権・債務という、山科委員も言いました

けれども、差し押さえ等の法的手段も私はある

程度やむを得ないと思います。特に、もう一回

だけお尋ねしますけれども、固定資産税が突出

しているわけです。１億何ぼですから。それで

前はありましたね、その大きいところがあって

不納欠損額がずっと続いてきて、それがさっき

課長のお話のとおり５年で時効してなくなると。
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でも、それでもあるわけです。ですから常態化

していると、常に払わないという常態化してい

る人方と、あるいは会社と、あるいはそれらに

ついての把握はなさっていますでしょうか。特

別大きいところがあるんでしょうかということ

です。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 今、委員のほうから御指摘あ

りました固定資産税の大口滞納案件の部分です

が、今お話があったとおり過去には大きい案件

ございましたが、そちらのほうはほぼ解消され

ておりますので、現在はいわゆる大口はござい

ませんので、積み重ねが現在の滞納額、滞納状

況になっているというような形でございます。 

  私どものほうで固定資産税だけでなく全体で

把握している分がございまして、個人で100万

円以上の未納となっている方については、現在

94人おられます。法人で100万円以上の未納と

なっている事業者が31事業所とおられるという

形でございます。以上でございます。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

森 儀一委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 大変大きい数字だと思

います。債権・債務という立場から考えてみれ

ば、当然国民の義務でもあります、納税の、そ

れらについて市と市民との関係ですので対比す

るわけにいかないんでしょうけれども、本当に

払えないのか、払う意思がないのか。ある意味

でこういううがった見方はよくないんですけれ

ども、市役所から５年間催促・請求受けて、５

年過ぎればそれがなくなるんだという意識を持

ってらっしゃる方、いらっしゃるとは思いませ

んけれども、そういうふうな常態化していって、

本当に94名と31社というのは、会社にとっては

決算書見たら当然わかるはずですので、当然個

人の方は申告なさっているんでしょうから、そ

れを勘案して払えないというのはやむを得ない

だろうなというところもあるでしょうけれども、

これだったら払えるんじゃないのというところ

は見当たった経過はありませんか。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 今、委員のほうから御指摘あ

りましたとおり、中にはそういった納められる

のに納めていただけない方もおりますので、そ

ういった方については、当然私どものほうで滞

納処分の対象としまして差し押さえ等々の処分

を行っているところでございます。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

森 儀一委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 市の収入にとって一番

大きいわけです。収入未済額の約半分以上です

ね、国庫金が１億円あるんですが、それらは当

然ですけれども、要するに財源というのは、財

源という言い方はおかしい、私よく言いますけ

れども、市税は新庄市で暮らす人々の会費だよ

と。我々なんか酒を飲むときに5,000円会費、

俺金ないから1,000円にまけてくれという人、

普通いないですよ。そういう会費だという認識

の中で税金支払っていかないとなかなか難しい

わけです。一生懸命不納欠損金も少なくなって

きて未済額も少なくなってきたという努力は認

めますけれども、これからも頑張って回収に努

めていただきたいと。以上で終わります。 

森 儀一委員長 ほかにございませんか。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） 私のほうから若干ちょ

っとわからないところがあるもんですから、ち

ょっとお聞きしたいと思います。 

  ページ数でいいますと、これは決算書53ペー

ジになります。52・53ページ、市たばこ税にな

りますけれども、最近この額は減ってきていま

して、皆さん健康に留意されているのかなと思

います。その中でも今電子たばこってあります



 - 157 - 

けれども、電子たばこはどういう扱いになって

いるのか、歳入に対してどの辺にあるか、そこ

をお聞きします。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 市のたばこ税につきましては、

製造業者である日本たばこあるいは卸売業者の

ほうからそれぞれ申告・納付というような形で、

たばこ税を納めていただいているという形にな

っておりますので、今申し上げました部分につ

いても、それぞれ製造業者なり卸売業者なりの

申告の中に含まれているというような形で理解

しているところでございます。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） 私の勘違いでなければ

なんですけれども、電子たばこの本体のほうは

多分県内で売ってないんですよね。そしてフィ

ルターっていうんですか、根っこの部分は新庄

市で売ってまして、その配分的には県内で売っ

てなければ結局何も新庄市には税収が入らない

ということだったので、その点についてどうい

うことになっているのか、仕組みなんか、もし

わかりましたら教えていただければなと思いま

す。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 詳細については、ただいま資

料が手元にございませんので、確認しまして後

ほど御回答したいと思いますので、よろしくお

願いします。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） わかりました。 

  あと、成果表の40ページになります。上のほ

うで説明ありますけれども、平成25年度からの

軽自動車税のコンビニ収納率なんですけれども、

これもまた去年と比べまして少しずつ上がって

いると思いますけれども、そこら辺の効果とま

た前から納税相談員の４名の体制がずっときて

いまして、多分この成果が少しずつ上がってき

ているのかなと思います。その成果として市全

体の収納率が前年度より0.29％なんですが、上

がってきていると思います。この納税相談員の

役目が非常に重要だと思っております。ですか

ら、いろんなところで徴収、要は公営住宅だと

かそこら辺にもいっていると思うんですけれど

も、その効果と、要は、逆に言えば人数をもう

少しふやしても逆に効果あると思うんですけれ

ども、それらの対策を聞かせていただければと

思います。よろしくお願いします。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 まず、軽自動車税のコンビニ

収納の成果の部分でございますが、平成27年度

の利用率については、 26.58％で前年より

2.62％ほど増加しております。軽自動車税の納

期内納付率も76.75％で前年より4.44％ほど増

加となっておるところでございます。納税通知

書で納める方の約４分の１がコンビニを利用し

て納めているような状況となっております。 

  コンビニ収納につきましては、金融機関が営

業してない時間、夜間・土・日の時間での納付

が2,017件で約６割を超えておりますので、や

はり納税者の利便性の向上や納期内納付の向上

に寄与している、貢献しているという成果を上

げているというような形で考えているところで

ございます。 

  納税相談員の部分でございますが、こちらの

ほうは平成27年度で４年目を迎え、４名体制に

なって４年目を迎えるような形となっておりま

す。４年目を迎えまして知識、税務知識・スキ

ルも向上しているところでございます。 

  業務としましては、未納となっている初期の

段階、督促状でも納めていただけない方に対し

ての電話や催告書での催告、あるいは訪問など、
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迅速な初動態勢をまずしいておりまして、おく

れを見逃さない対応をすることで滞納繰り越し

をさせないというようなことで日常業務を行っ

ているところでございます。それが今委員のほ

うでお話がありました未納額の圧縮、収納率の

向上につながっているというような形で私ども

のほうも捉えているところでございます。 

  費用対効果の部分でいいますと、４名の人件

費が660万円に対しまして平成27年度実績では、

まず訪問件数が1,685件で前年より1.6倍ほどふ

えております。あと、徴収件数も529件で前年

の1.8倍となっております。徴収額が1,207万円

ということで1.3倍となっているということで、

数字的にも成果が上がってるというような形で

捉えているところでございます。以上でござい

ます。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） わかりました。 

  このように成果が上がっていますので、やっ

ぱり相談員の方の役割が非常に大切だと思いま

すので、その方に対しても非常に重要なんだな

と改めて感じました。 

  なので、逆に言えばなり手が今度どのくらい

いるのかなと思うんです。というのは、その方

たちもやっぱりいなくなりますといろんな方が

こういう役割を背負わなければいけないでしょ

うし、そういったノウハウを、逆に税務課の方

がもっとノウハウを知っていただければ、要は

納税しやすいような態勢もつくれると思うんで

すけれども、それをやっぱり庁内全体に広げて

いくことも必要だと思うんですけれども、そこ

ら辺の、要は対策とか効果を、皆さんに広げて

いくということは考えてますでしょうか。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 ただいま税務課納税室のほう

で嘱託の納税相談員が４名、職員が８名配属と

なっておる形となっております。それぞれ相互

にスキルアップといいますか、お互いのノウハ

ウを共有、情報共有しながらお互い収納率向上

に向けて取り組んでいるような状況となってお

りますので、当然相談員の方も先ほど申し上げ

ましたとおり年を経るたびにスキル、知識は蓄

えられていきますが、我々職員のほうは人事異

動でかわる部分がございますので、新しく来た

職員へは納税相談員のほうから蓄えている知識

なりスキルなりを伝達するという、相互交流と

いいますか、相互に高めていく形で収納率向上

に向けて取り組んでいきたいなと考えていると

ころでございます。以上でございます。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） ぜひとも広げていただ

きたいと。これは税の公平性もありますし、財

源確保もございますので、この取り組みを広げ

ていっていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。以上です。 

森 儀一委員長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 主要施策の成果に関す

る説明書の成果の41ページに、ただいまの市税

の収納のあり方の一つとして差し押さえ処分と

いうのが出ております。この差し押さえ処分の

件数が合計で前年よりも２倍以上となっていま

す。充当金額というのもプラス500万円以上と

いうことで、この成果もかなり税の収納を上げ

るための力になっているんだなと感じるわけで

す。 

  そこでお聞きしたいんですけれども、差し押

さえするときの給料の差し押さえ禁止事項、給

料差し押さえということで債権、特に預金なん

ですが、給料、それから退職金、年金などのお

金が預金に振り込まれて、貯金通帳に振り込ま

れている方が多いと思います。それらの給料、
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退職金、年金などの差し押さえ禁止額というの

があると思います。それらはどのように捉えて

おられるのか。そして、それが預金に入った場

合、やはり同じように給料、退職金、年金など

の差し押さえ禁止額になっていないかどうか。

これに当たる場合は違法とされているわけです

が、そういったことはないのかお聞きしたいと

思います。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 ただいま御質問ありました給

料、退職金、年金等が一旦預金となった場合の

差し押さえについてでございますが、一旦預金

となりますとそういった給料、退職金、年金に

ついては預金扱いとなりますので、通常の預金

と変わらないということで、預金・債権という

ことで私どものほうで差し押さえするわけなん

ですけれども、私どものほうの実務に当たって

は取引明細などで、まず預金に入っている、積

まれている残高が何なのかを確認するところで

ございます。その結果、今積まれている残高が

給与、あるいは退職金、あるいは年金というよ

うな形で確認できれば、そちらのほうは国税徴

収法のほうで定められております差し押さえ禁

止額というものがございますので、そちらのほ

うを除外した形で預金差し押さえを実施してい

る形となっております。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 預金差し押さえが平成

27年度も55件あったわけですが、児童手当の差

し押さえやそれから年金、給料などが入金され

た預金口座の差し押さえも、これは平成25年の

11月27日広島高等裁判所判決で児童手当の差し

押さえについては違法だと出ておりますし、そ

れからその立場は給料やその他年金、退職金に

ついても最低生活費などのお金、差し押さえ禁

止額というのがあるんですが、それらを押さえ

た上で、それを超えたような額を差し押さえと

いうのは違法となっております。新庄市ではそ

ういったことはないとはっきり言えるでしょう

か。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 今委員のほうからお話しあり

ました広島高等判決のニュースについては認識

しております。平成27年度の預金差し押さえの

ほうは55件で、金額にしますと約421万円ほど

差し押さえしておりますが、その中には給与、

退職金、年金、児童手当などの福祉関係の給付

金は一切入ってございません。以上でございま

す。 

森 儀一委員長 ほかにございませんか。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

森 儀一委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） 私のほうから、１点だ

け質問させてください。 

  決算書の81ページ、20款諸収入、コミュニテ

ィ助成事業助成金について説明をお願いします。 

小野茂雄総合政策課長 委員長、小野茂雄。 

森 儀一委員長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 お答え申し上げます。 

  コミュニティ助成事業につきましては、宝く

じを財源としまして財団法人自治総合センター

から出しております。昨年度につきましては、

コミュニティ助成事業の中で集会施設の建設と

いうことで1,500万円、それから一般コミュニ

ティ助成事業ということで250万円支出してい

るところでございます。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

森 儀一委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） 私の場合は、そのこと

で質問というよりも、その1,500万円で鳥越公

民館建設に当たって助成をいただいたというこ

とで、この場をおかりしてお礼を言いたいとい

う観点から発言します。 
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  振り返ると、鳥越公民館が浄化槽にひびが入

っているということで都市整備課のほうに相談

して見てもらったという中で耐震構造が非常に

悪いということ、傾いているということでもあ

り、公民館の使用ができなくなり、新たな建設

を迫られました。その際に、そういう助成措置

があるということを伺い、総合政策課の担当者

のほうから非常に努力して県にプレゼンしてい

ただいて助成措置をいただくことができたとい

うことがありました。 

森 儀一委員長 遠藤委員、今回は決算というこ

とで……。 

９ 番（遠藤敏信委員） だから、そういうこと

で収入に向けたアンテナを広く張っていただき

たいということと、改めてこの場をかりて努力

にお礼を申し上げたい。ありがとうございまし

た。 

森 儀一委員長 ほかにございませんか。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） それでは、58ページ・

59ページの12款１項１目の社会福祉費負担金の

ところで質問させていただきたいんですが、収

入未済額が昨年度を見ても今年度を見ても、昨

年度だと10万8,000円、今年度15万387円と毎年

少しずつ未済がふえてきて、その累積が今年度

だと滞納額141万9,687円となっているかと思う

んですが、この未済になる理由と、そして収入

済額を見ると滞納繰越分について昨年度も今年

度もゼロという形になっているものですから、

その辺の理由をお伺いしたいなと思いました。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

佐藤信行。 

森 儀一委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長佐

藤信行君。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 御質問の

件は養護老人ホーム入所者費用徴収金のことで

あると思いますけれども、現年度分、滞納繰越

分ともに収入未済額がございまして、年々ふえ

ているというような状況がございます。 

  これは、内容としましては神室荘に入所して

いた方の扶養義務者の方からいただくべきお金

というふうに捉えていただきたいんですが、対

象となる方は３名ございます。３名のうち、お

一人は行方不明状態でして、ちょっと対策がと

れないということになってございます。もうお

二方については、一応毎年督促、それから電話

等での催告、それから自宅に訪問しまして、あ

るいはこちらのほうに来ていただいて納付を催

告するということをやってございますけれども、

片方の方につきましては、月々のローンの支払

いが終われば納付できるというようなことで、

その後の分納を約束して、なかなか守っていた

だけないという事例。それからもう一方につい

ては、なかなか仕事につけないというようなこ

とで収入が入らないことが多いということで、

それも再就職等をもって一部納付するようにす

るという約束があったんですが、これもなかな

か守っていただけないという状況でございます。 

  年々ふえるということにつきましては、この

３名の方のうちお一人だけがまだ親御さんが入

所されているという状態で、その分が毎年徴収

金として発生しまして、その分も入らないもの

ですから、この分がふえてくるというようなこ

とになってございます。 

  ちょっともう一段階少し突っ込んだ話し合い

を今後進めていくということで、何とか解決し

たいなというふうに思っております。以上です。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） この行方不明になった

場合の部分、どこにも書類を送りようもないと

いう方の場合、これはどのような手続というか

進め方をされるのでしょうか。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

佐藤信行。 
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森 儀一委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長佐

藤信行君。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 この方に

つきましては、お兄さんがかなり遠方にいらっ

しゃるということは確認してございます。ただ、

その方も非常に生活が困難な状態にありまして、

その方に請求するというのはちょっと難しいの

かなと思っているところです。今現在御本人が

どこにいらっしゃるかということについては、

把握できていないということなものですから、

残念でありますけれども、手の施しようがない

という状況になっています。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 市民の方の生活の苦し

い状況等を考えると身につまされてしまう部分

が本当にあるんですが、その方の生活を変えて

いくというのは難しい、アドバイスして変えて

いくというのは難しいことかとも思うんですが、

徴収に向けて努力をしていっていただきたいな

と思っております。 

  次なんですが、同じ58ページ・59ページの12

款、衛生使用料のところなんですが、夜間休日

診療所使用料で昨年１万3,530円が収入未済額

でそのまま今年度繰り越して、ことしになって

そちらが収納しているのを見て、これは何か私

はすごいなと思ったんですが、どのような形で

未済になって、また徴収されたのかお伺いでき

たらなと思いました。 

小松 孝健康課長 委員長、小松 孝。 

森 儀一委員長 健康課長小松 孝君。 

小松 孝健康課長 夜間休日診療所の使用料、滞

納繰り越しで平成27年度に回収した額が１万

3,530円でありますけれども、５月末に診療所

を訪れた方がちょっと手持ちがなくて、そのと

きは払えないということだったんですけれども、

６月に入りまして職員がやりとりして納めてい

ただいた額が、この額ということになっていま

す。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 私も仕事柄お金を徴収

しなければいけないパターンがあるんですが、

年度を超えて少数、少額といっても、やはりそ

れは少額ではなくて払うべきものはちゃんと払

う、その義務を果たさなきゃいけない、徴収す

る側はその義務を果たさせなきゃいけないとい

う関係があると思ったもんですから、この金額

を年度を超えてきちっと徴収されたということ

を話したかったので質問させていただきました。

ありがとうございます。 

  次になんですが、14款２項１目の総務費国庫

補助金の中の地域活性化・地域住民生活等緊急

支援交付金（地方創生先行型）、こちらのほう

の歳入の775万3,707円という金額なんですが、

こちらのほうは総合戦略を策定したところに国

の補助金があったのではないかと理解している

んですが、総合戦略策定で国に上げた場合、交

付金の限度額が1,000万円と理解しているんで

すが、この1,000万円を国から取るというと言

い方変ですけれども、受けるために総合戦略を

策定していたかと思うんですが、1,000万円に

満たなかったんですが、775万3,707円でとどま

ったというか、そこら辺の理由があればお聞か

せいただきたいなと思います。 

小野茂雄総合政策課長 委員長、小野茂雄。 

森 儀一委員長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 65ページの地域活性化・

地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行

型）、これにつきましては、下段のほうに２つ

ほどございます。下段のほうにつきましては、

平成26年度の３月補正でありまして、繰り越し

分ということで繰り越しなった部分でございま

す。それで、追加という形で昨年の12月補正で

上がった分が一番上のほうになってございます。 

  それで、1,000万円という額ではなくて、基
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準は各いろいろな事業の中で限度がございます

けれども、いろいろな事業を組み合わせてする

ということになります。それのいわゆる見積も

り額を合わせた金額でもって申請しているとこ

ろでございます。この775万3,707円につきまし

ては、それの実質的な精算額という形になりま

すので、さまざまな交付金の中で限度額という

のは違ってまいりますけれども、その範囲の中

でできることを申請してこの交付金を利用させ

ていただいたということになってございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 今質問させていただき

ました、この775万3,707円というのは、総合戦

略策定をして国に上げていただいた交付金とし

ておりてきた金額、単体ではないということで

よろしいのでしょうか。 

小野茂雄総合政策課長 委員長、小野茂雄。 

森 儀一委員長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 ちょっと歳出のほうにも

絡んでまいりますけれども、当然昨年10月に総

合戦略を立てたということで、この先行型の事

業が交付なったということでございますので、

繰り越し明許の部分につきましては、総合戦略

を立てる前からの経済政策の部分と、それから

総合戦略の部分ということで交付なったわけで

すけれども、委員おっしゃるように10月に総合

戦略を立てたということで交付なったというこ

とでございます。 

  これにつきましては、今回歳出の部分になり

ますけれども、10分の10ということで活用させ

ていただいたという形になります。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 国の、例えばこの地方

創生関連予算を見ると、例えば交付要件、国で

決めた限度額が1,000万円ではあるんですけれ

ども、こちら側の例えば自治体で策定していた

内容に対して限度額1,000万円までの中で国か

ら補助金がという内容で自分は理解してしまっ

たんですが、その総合戦略に基づく事業の内容

がよりすぐれたものであるとまた上乗せがある

というものを、内容見たものですから、そうい

ったより一層取っていくという言い方は変です

けれども、そういったものが自分たちが事業し

ていく中で必要なのではないかと思って質問さ

せていただいたんです。以上です。 

森 儀一委員長 ただいまより、10分間休憩いた

します。 

 

     午前１０時５９分 休憩 

     午前１１時０８分 開議 

 

森 儀一委員長 それでは、休憩を解いて再開い

たします。 

  税務課長より発言の申し出がありますので、

発言を許可します。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 先ほど佐藤卓也委員より御質

問ありました、たばこの課税の件でございます。

確認いたしまして、たばこを喫煙する際に使う

器械そのものについては、器械ですのでたばこ

税は課税ならないというような形でございます。

その器械の先につけるたばこについては、たば

こですので、そちらについてはたばこ税課税な

りますので、それぞれの製造業者、卸売業者か

ら申告していただいている分に入っているとい

うことでございます。以上でございます。 

森 儀一委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、歳入について質疑を終結します。 

  次に、一般会計の歳出について質疑ありませ

んか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
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森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 139ページの４款衛生

費２項２目でエコプラザもがみ費ということで

約５億円が載っております。これは２年前と比

べますと、２年前4.8億円ぐらいだったので

４％支出が伸びています。ごみの量については、

延べで１万309トン、家庭ごみと事業ごみ合わ

せて、このようになっているわけです。２年前

に比べると１割ほどごみの量が減っております。

ごみの量は減っているのですが、負担するお金

は伸びているということで、かなり苦労してな

さっているんだろうなということは想像してお

ります。この料金というか、この出している合

計に対してごみの量で割ってみると、206キロ

を１万円で処理しているということで、１万円

もかかっているんだなと、206キロのごみを焼

くためにという今の現状だなと思いました。 

  そこで、今後の焼却のごみ対策、どのような

考えでおられるのかということをお聞きします。 

  それから、成果の、決算書の139ページの４

款２項し尿処理がここに載っていますが、これ

を資源として活用はされているのか、どのぐら

いされているのか、お願いします。 

井上 章環境課長 委員長、井上 章。 

森 儀一委員長 環境課長井上 章君。 

井上 章環境課長 まず、最初にごみのほうから

答弁させていただきたいと思います。 

  支出経費がかさんでおりますが、これはごみ

の処理直接の経費ではということではなくて、

基幹改良工事を行っております。基幹改良工事

というのは焼却の窯そのものが２つ炉があるわ

けですけれども、煙突部分でありますとかセラ

ミック部分とか、今までは部分的な補修をして

きたんですけれども、エコプラザを延命化する

ということで大規模な工事をしていますので、

この費用がそのまま加算になっております。今

年度、昨年度とも５億円ぐらいの工事が見込ま

れておりますので、その分の増になっておりま

す。 

  エコプラザの延命を図る上では直しているだ

けではイタチごっこになりますので、根本的な

家庭から出るごみ、事業所から出るごみを減ら

さないと結局は市税で賄わなくてはいけないと

なりますので、先ほど佐藤委員のほうから１万

円かかるという数字が出たわけですが、人件費

以外のもので計算をしますと10キロ当たり300

円ちょっとかかっております。現在10キロ持ち

込みですと140円の負担金をいただいているわ

けですが、実際燃やすことだけ考えますと300

円を超えてしまっている。その差額を一般市税

で賄いますので、広域の分担金の中に含まれて

きますから、家庭から出るごみを減らさないと

分担金が下がらないという結果になります。そ

のため、延命化を図るためでもあるんですが、

家庭からのごみを減らしていきたいと思ってお

ります。ごみ袋の料金制もそのために導入した

一つでございますが、生ごみの回収であります

とかで絶対量を減らす努力をしているところで

す。 

  ２つ目ですが、し尿処理場の再利用といいま

すか、有効活用はということだったんですけれ

ども、現在全量ではないわけですが、終末処理

場の脇にありますＢＳＥのほうで処分できるも

のについては、脱水後のものについてはＢＳＥ

のほうに搬入をしてペレット化して処分をして

いるという状態でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今の根本的にはごみの

量を減らさないとということで、私もそのよう

に思います。ごみの資源化率を私なりに計算し

てみますと、平成27年度はリサイクル率はごみ

の量と資源ごみにしたやつの比較をするとリサ

イクル率は13.4％かと。そういうふうに見てお

ります。去年の場合は15.45％でリサイクル率

が下がってきております。これからの考え方な
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んですが、焼却炉建設費ということになります

と、この間2010年から2015年の５年間で価格が

53％も高騰しております。ですから、これから

焼却炉を建設すると、今のところですが、前の

建設費の1.5倍もの大きな支出になることは間

違いないわけなので、思い切って焼却ごみを減

らす対策が必要だと思います。 

  そこで、どのようにかということなんですが、

まず私は事業系一般廃棄物、事業系の生ごみを

やはり排出者責任で再生利用に誘導すべきだと

思います。しかし、１日10キロ未満という少量

排出の事務所もありますので、そういう少量排

出事業所には細かい配慮が必要だと思いますが、

それらは今10キロ当たり300円かかっていると

いうわけですから、厳格化、処理価格の適正化

で比較的大きな事業所の一般廃棄物は300円以

上で処理価格をいただくという立場に立ってい

ただいて、できれば再生利用を事業所ごと頑張

ってもらうようにするということが事業所ごみ

に対して私は必要だと思います。 

  東京都では、ことしからスーパーなどの売り

場で消費期限が迫った食品に対して「つれてっ

て！それ、フードレスキュー」というシールを

張ることを始めたそうで、そしてなるべく食べ

残し、食べられるのに食べないで捨てられるこ

とのないように指導しているということがあり

ます。そういったことも市で考えてもいいだろ

うし、フランスのように大型スーパーには売れ

残りの食品廃棄を禁止すると、そして社協とか

それから市民団体などに生活困窮者に配給する

事業も私は聞いておりますが、そういった団体

に寄附を義務づけるといったやり方で排出その

ものを使えるものは徹底的に事業ごみ関係の分

を減らさせるという取り組みがどうかなと思う

んですが、それはどうでしょうか。 

  そして、生ごみについて、これは鹿児島県の

志布志市や福島県の大木町などでは徹底的に生

ごみを再利用しています。特に大木町、ここは

すばらしい取り組みをやっております。生ごみ

を100％資源化ということをやっており、2005

年のときのリサイクル率は14.9％で、新庄市と

同じぐらいだったようですが、2014年には

62.2％のリサイクル率になっています。その間

燃やすごみが57.6％減少しております。 

  そして、何をしているかといいますと浄化槽

から出るし尿などの汚泥を使い、生ごみも集め

てメタンガス発酵して発電をしていると。さら

に液肥と堆肥を、それぞれ町が農家に安く提供

できるようにしていると。においは一つも出な

い。総事業費は2005年から2009年で11億2,000

万円だそうです。１万4,000人の人口の町でそ

れをやっておりまして、新庄市も広域になるの

か新庄市独自になるのかわかりませんが、とに

かく独自にエネルギーを生み出し、そして徹底

的にリサイクルする…… 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員、質問は簡明にお

願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） はい。そういう方向で

考えていないかお願いします。 

井上 章環境課長 委員長、井上 章。 

森 儀一委員長 環境課長井上 章君。 

井上 章環境課長 現在最上管内といいますか、

新庄市を含めて８市町村でごみの減量化を考え

る委員会を立ち上げておりますので、その中で

検討させてもらっております。 

  佐藤委員のほうからは、さまざまな政治的な

御意見をいただきましたので、御意見として賜

りたいと思いますが、私のほうからは今エコプ

ラザの抱えている課題なども、先ほどの基幹改

良工事とは別にごみの質の問題が１点ございま

す。つくった当初と現在の中では乖離のあるも

のがプラスチック系のごみで、できたときには

埋め立てをしていたわけですけれども、最終処

分場の延命とエコプラザのカロリー量の問題で

す。現在はエコプラザで焼却処分をしているわ

けですが、その質といいますか量が全体の30％
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近くになっております。年々プラスチックとか

合成樹脂がふえてきておりますので、これを投

入しますとカロリーオーバーになって焼却がま

の損傷にもつながりますので、これを何とか最

上郡内全体で抜き取る方法が延命化にはかなり

いい手段だと思っておりますので、そんな方法

も考えさせていただきたいと思っております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今のプラスチックのお

話ですが、私もこの間自分で持ち込んで、そこ

の職員の方からお聞きしました。本当にそのこ

とについては頑張ってもらいたいし、真剣に取

り組んでいけば、それが資源化として住民の協

力を得てきれいなもので回収することができれ

ば資源として再利用に持っていけるということ

がありますので、ぜひ市民の皆さんに協力いた

だきながら最大限資源化に向けて努力を、お願

いしたいと思います。生ごみについても、ぜひ

検討をしていただきたいと思います。 

  次に、決算書の123ページの３款１項５目に

養護老人ホーム入所者措置費１億2,632万円余

りが載っております。平成27年４月から消費税

が５％から８％に上がりました。その分を加味

して地方交付税に措置していると国から３月に

市町村に通達があったと聞いております。それ

は実行されている内容なのかお願いします。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

佐藤信行。 

森 儀一委員長 佐藤信行成人福祉課長兼福祉事

務所長。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

の御質問でございますけれども、平成27年11月

26日に県の健康長寿推進課長から消費税率の引

き上げに伴う老人保護措置費支弁基準の見直し

について適切に改定するようにするという通知

がございました。これについて、実は８月の上

旬に県内13市の福祉事務所長会議がございまし

て、これについての対応が議題になって、それ

ぞれ情報交換してきたところでございます。そ

の結果ですね、平成26年４月から消費税が８％

に上がったわけですが、その後の対応として、

この措置費を引き上げるという措置をとったと

ころは13市中どこもございませんでした。 

  今後どうするかということでございますけれ

ども、それぞれ市によって考え方は微妙な違い

がございます。ただ、おおむね一致しているの

は養護老人ホーム、例えば新庄市にある神室荘

のことが例に挙げられますけれども、ここは新

庄市民だけが入所しているわけではなくて、管

内の町村の住民の方も入所されてる、それから

少し離れていますが、北村山の方も入所してい

るということで、１市だけで対応しているわけ

ではございません。 

  したがって、１市だけの判断で、この措置費

をどうするかということはなかなか決めにくい

のではないかということから広域的な対応、あ

るいは県が間に指導に入っての一斉の対応とい

いますか、そういう方向で進めたほうがいいの

ではないかというのが全体的にはおおむね共通

した意見でございました。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 家族に恵まれない高齢

者の方々が入所しておられる養護老人ホームだ

と思います。高齢者の生活を圧迫させないよう

に、また安定した経営のためにも先ほど平成27

年４月からと言ったのは間違いでした。平成26

年４月からでした。さかのぼって消費税増分

３％を支給して安定経営をさせていただけるよ

うにしていただければなと要望して終わります。 

  次に、決算書の173ページの10款１項３目、

ここに謝金ということで1,575万5,430円載って

います。これは図書館の地域コーディネーター

の給料というか謝金かなと思っていますが、そ

うでしょうか。 
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齊藤民義学校教育課長 委員長、齊藤民義。 

森 儀一委員長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 さまざまな謝金というこ

とでございます。例えば市の教職員の研修会を

しましたときの講師謝金、それから最近発達障

害等がふえておりまして、山形大学から三浦光

哉教授を招きながら巡回相談等をしていただい

ております。昨年度15回ほど来ていただいたわ

けですが、その巡回相談等の謝金といったもの、

それから探求型プロジェクトということを県の

ほうから受けておりますので、そういった講師

謝金等、さらには地域コーディネーターの謝金

等も含まれているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 成果の129ページの教

育費、教育総務課のところの一番目に学校図書

館図書整備事業ということで、その下の成果と

いうところを見ますと「地域コーディネーター

の配置との相乗効果により、学校図書館の環境

がより充実し、さらに蔵書冊数も増加し、児

童・生徒の読書意欲が高まった」ということで、

地域コーディネーターは、学校では図書館の先

生と言われている方々なんですが、その先生の

配置が非常に大きな図書環境というか読書意欲

を高める力になっていることは、私も間違いな

いということで効果を非常に感じております。

親としては非常にありがたいと思っております。

教科書などを見ますと必ず、図書館に行って本

を読んでみましょう、こんな本読んでみましょ

うという、そういう図書館を利用しなければい

けない場面がたくさんあります。そこで子供が

みずから学ぶ力を育てねばならないんだなとい

うことを感じさせる図書館の重要性を、非常に

感じさせる内容となっています。 

  そこで、コーディネーターと言われますと図

書館教育に専念できるのだろうかという、図書

館というのは非常に重要になっているわけです

が、そこに専念できる名前だろうかと私思うん

です。というのは、学校によっては職員室の留

守番してもらいたいみたいな話になったり事務

のいろんな別の事務のお手伝いをさせていると

いうことになったりといろいろ聞いております。

そうではなくて、やはり図書館の重要性を考え

たときに専念できるようにすべきじゃないかと

考えます。 

  それから研修を積まなければ、とても深めら

れないのではないか。私など素人にとっては図

書館に行けと言われると、どこに何があるとい

うのを、分類の仕方もよくわからないんですが、

子供にそれらを教えて、自分で本を探せるよう

にするなんてことは、とても私など素人は考え

られないわけでありまして、そういう意味で司

書の資格に近いような研修、そして行く行くは

司書の資格に近いものが取れるような状況に持

っていってスキルを高めさせる必要があると私

は思うんです。専念できるように、それから専

門性を高められるような研修を進めさせ、備え

ていただく必要があるということ。 

  それから、もう一つはこれほど重要な仕事な

のに雇用保険もない、社会保険もないと聞いて

おります。やはり安定して働いていただく、ス

キルを高めていただくためには最低でも雇用保

険、社会保険などをつけられるようにして安心

して働いていただいて学校に貢献していただき

たいなと思うんですが、そういったことについ

て、どうお考えでしょうか。 

齊藤民義学校教育課長 委員長、齊藤民義。 

森 儀一委員長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 このコーディネーターに

つきましては、学校支援地域本部事業という国、

県の補助事業を受けながら対応させていただい

ているところでございます。その内容等により

地域のコーディネーターもということも含まれ

てくるということ、要綱によりまして含まれて

くるということでございます。７割ほど図書館、
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２割ほどを地域コーディネート、さらには学校

事務等１割ぐらいというように考えながら、こ

のコーディネーターの配置をさせていただいて

いるところです。補助事業ということで対応等

がございますので、それにも従いながら活用さ

せていただいているというところでございます。 

  また、スキルアップということについてです

が、新庄市の図書館等とあわせながらさまざま

な図書館の方に来ていただいて研修をしていた

だいて、研修をさせていただいたりということ

で徐々に図書館の司書に近いような形でスキル

アップを図っているというところでございます。 

  また、雇用保険等につきましても、補助事業

ということで、それに従いながら活用している

ということでございますので、このような形に

なっていると御理解いただければと思っており

ます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 市の教育委員会として

は研修にも取り組んでいるんだということだし、

補助の要綱に従いながらということもやっぱり

考えなきゃならないということで仕方がないの

かなと聞きながら思いましたが、今の図書館の

重要性、学校で図書館の先生がいなかったら学

校の先生はとても多忙をきわめておりまして、

校務なりなんなり図書館の内容を子供たちに指

導するという余裕は全くないんじゃないかと思

われます。ですから、図書館の先生がいて、よ

うやく先生たちも授業、図書館の部分が補われ

て助けられていると私は思いますので、図書館

の先生の配置を続けながら、できるだけ図書館

に専念できるようにさせていただきたいと思い

ます。 

  そして、スキルアップなんですけれども、時

間をかけてでも資格を取らせるように持ってい

っていただきたいと思いますが、その点はどう

でしょうか。今のところ雇用保険もない、社会

保険もない、これでは安定してそこに胸を張っ

てといいますか、学校の生徒たちに指導する立

場でもありますし、そういう立場として安定し

て働けるようにすることは、ただ雇用保険も何

もないということでは安定して働けないような

気がするので、その点もう一度考えていただき

たいと思いますが、どうでしょうか。 

齊藤民義学校教育課長 委員長、齊藤民義。 

森 儀一委員長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 基本的には短期の嘱託職

員ということになりますので、できるだけ安定

した形で雇用はしていきたいと思っているとこ

ろです。特にスキルアップ等を図りながらとい

うことで、できるだけそういったスキルを積み

上げながら、当然学校のほうではやっていくと。

そのことによって委員のおっしゃるように喫緊

の教職員の負担軽減にもつながっていくんだろ

うと思っています。どんな形でできるか、今後

研究していく必要があると思っているところで

ございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ただいまの丁寧な答え、

ありがとうございます。 

  次にいきます。決算書163ページの８款４項

１目住宅リフォーム総合支援事業費補助金

2,593万1,000円、147件の経済効果はどうだっ

たのか。成果では、かむてんプレミアム建設リ

フォーム商品券が経済効果5.72倍だったなと見

ております。これを今後どのように考えていく

かも含めてお願いします。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

森 儀一委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 リフォーム補助金の件で

ございますけれども、147件交付決定額が2,500

万円ほどとなっておりまして、それに関する事

業費というのが３億3,000万円ぐらいが見込ま

れております。したがいまして、補助金の10倍
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以上の事業費がそこで発生しているということ

が言えると思います。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 住宅リフォーム総合支

援事業というのは10倍以上の事業効果があると

いうことで、これは経済波及効果としてはすば

らしいものがあると私は思います。市民の皆さ

んに仕事をつくり、そしてそのお金が、市内の

業者の皆さん、働いている皆さんの仕事になる

ということで市民が喜び、業者が喜び、そして

市税も入るから市も喜ぶという、そういうこと

ですので、私はこれはもっと広く使いやすいよ

うに、かむてんプレミアム建設リフォーム商品

券が２割補助だったような気がしますが、何で

も使えたような気もしますが、何でも使えると

いうように広げてやる必要があると思いますが、

いかがでしょうか。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

森 儀一委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 リフォーム補助金の使い

方につきましては、県が定めます何通りかの要

綱に沿った形で利用することになっております

ので、市としましては、それに沿った形で現在

利用させていただいているということでござい

ます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） それの効果も書いてあ

りました。かむてんプレミアムの２割リフォー

ム商品券、これも使い勝手がよくて大変市民に

喜ばれたような気がします。しかし、県の要綱

に定められたこと以外にも使いたいということ

があります。特に屋根のペンキ塗りとか壁のペ

ンキ塗りがありますが、そういったところは住

宅を少しでも長くもたせるという意味で比較的

お金は少なく、しかし必要だと、畳もそうです。

畳がえにも使えると市民の方が喜ぶと思います。

そのように広げていただけませんか。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

森 儀一委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 県でも、毎年その使い方

を拡大しているという状況にあります。しかし

決められた中で私どもも運用させていただきた

いと思っております。 

森 儀一委員長 ほかに質疑ありませんか。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

森 儀一委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） それでは、私から決算

書192・193ページの10款教育費４項社会教育費

の13目山屋セミナーハウス費についてお伺いい

たします。そこの機能強化基本調査業務委託料

についてお伺いしたいんですが、現在のところ

の調査の内容であったり、その進捗ぐあい、も

しくは経過等があれば、それをお知らせお願い

したいと思います。 

関 宏之社会教育課長 委員長、関 宏之。 

森 儀一委員長 社会教育課長関 宏之君。 

関 宏之社会教育課長 山屋セミナーハウスの機

能強化事業についての説明ということでござい

ます。こちらのほうの調査は平成27年度に終了

いたしまして、４月13日に総務文教委員協議会

のほうに調査内容を報告しております。 

  その調査内容といたしましては、項目は４点

ほど、１点目は送湯調査、２点目は浴室調査、

３点目は概算工事費の算出、そして４点目が関

係機関との協議という項目でございます。 

  まず、送湯調査でございますけれども、こち

らは源泉から山屋セミナーハウスまでかなりの

距離があるわけですけれども、送湯管を通して

の送湯が可能だという報告を受けております。 

  また、浴室調査につきましては、どのような

浴室を設置するか。今の現状は１つしかない浴

槽を２つにするということが大きな目的でござ

いますので、３パターンほどお示しして、どの

ような浴室にしていったらいいかということを、
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今後検討していくという説明を行っております。 

  また、概算工事費につきましては、約9,900

万円ほどかかるという見込みが出ております。 

  また、関係機関との協議ということで、最上

保健所や消防署などのさまざまな協議が必要に

なってきますので、そういった事前協議が必要

だという調査内容の報告がございました。以上

でございます。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

森 儀一委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） それでは、送湯、浴室、

概算金と、あと関係機関という４つの内容で検

討がされているという話なんですけれども、送

湯について、まずお伺いしたいのですが、最低

限どのぐらいの湯量が必要なのか、最高でどの

ぐらいの湯量が必要なのか、この２つの浴室の

内容によるとは思うのですが、そういうところ

までの検討がされているのでしょうか。 

  あと、送湯することは可能ではあるんですけ

れども、温度が下がったりとか入湯する際での

対応、そういうところに対しての検討とかとい

うのはされていたんでしょうか。 

関 宏之社会教育課長 委員長、関 宏之。 

森 儀一委員長 社会教育課長関 宏之君。 

関 宏之社会教育課長 まず、１点目の送湯量の

問題でございますが、今奥羽金沢温泉で使用し

ている源泉の送湯量というのは毎分60リットル

あります。こちらのほうは、もし山屋セミナー

ハウスに引くとすれば、ほぼその全部が必要に

なってくるのではないかと考えているところで

ございます。 

  あと、温度の問題でございますけれども、源

泉の下のほうは70度以上ございまして、源泉の

入り口で５月時点で確認したところ54度程度に

なります。そして奥羽金沢温泉まで引っ張って

くることによって53度ぐらいまで下がるという

ことですので、そのままでは温泉としては使え

ませんので、水道水を足して利用という形にな

るかと思います。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

森 儀一委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） それでは、この概算の

ところでおよそ9,900万円というように今おっ

しゃられたんですけれども、果たしてこの

9,900万円という金額で機能強化していく場合

を考えると、山屋セミナーハウスでその温泉を

利用することの割合というか、そのお金をかけ

るところでの考え方であったり、さまざま協議

しなければならない関係機関との話があるとは

思うんですけれども、この9,900万円でゴーサ

インが出せるか出せないかというところをお伺

いしたいんですが、いかがですか。 

関 宏之社会教育課長 委員長、関 宏之。 

森 儀一委員長 社会教育課長関 宏之君。 

関 宏之社会教育課長 今回の調査の内容につき

ましては、このような形であれば可能だという

ことの調査内容でございますので、このような

形で今後市として持っていくべきかということ

を、今後協議しなければならないということで

あると思っております。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

森 儀一委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） ありがとうございまし

た。 

  そうであれば、我々議会とのもちろん話し合

いも持つべきでありますし、よりよい方向性へ

進むために、さらなる検討をしていただくこと

が大事だと思います。また、そういう関係機関

との話し合いも大切だと思いますので、その辺

を鑑みながら話を進めていただきたいと思いま

す。 

  それで、今は検討段階であるということです

ので、実際にそういう着手するとなればどうい

うような考えをお持ちでしょうか。 

関 宏之社会教育課長 委員長、関 宏之。 

森 儀一委員長 社会教育課長関 宏之君。 
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関 宏之社会教育課長 山屋セミナーハウスに源

泉を引っ張ってくるためには今後奥羽金沢温泉

がどういうふうになっていくのかということが

大変重要であるかと思います。この調査をした

段階では奥羽金沢温泉が厳しいという状況でし

たけれども、営業再開し始めて８月１日には営

業時間を拡大して営業しているという状況もご

ざいますので、奥羽金沢温泉と山屋セミナーハ

ウスが２つ、源泉を利用するというのは無理が

あるかと考えておりますので、奥羽金沢温泉の

状況を見守ってまいりたいと思っております。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

森 儀一委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） それでは、相手のある

ことですので、よく話し合った上でさまざまな

検討結果を出してほしいと思います。よろしく

お願いします。 

  次に、質問させていただきます。136ペー

ジ・137ページの４款衛生費の１項保健衛生費

の６目環境衛生費です。有害鳥獣捕獲等対応業

務委託料についてお伺いいたします。 

  近年は私の地域も含めてなんですけれども、

大変有害獣が頻繁に出没し被害に遭うところに

なっております。現在のそういう捕獲頭数であ

ったり、そういうところの推移は、ここ数年か

なり多くなっていると思いますけれども、把握

している分で構いませんので、そういうところ

を数字をお教え、お願いしたいと思います。 

井上 章環境課長 委員長、井上 章。 

森 儀一委員長 環境課長井上 章君。 

井上 章環境課長 主要施策の86ページに昨年度

の捕獲数を記載させていただきました。カラス

で27羽、ノウサギで19羽ということであります

が、このほかに熊の捕獲が今年度ありました。

本年度・昨年度、ブナの実が豊作だったという

こともあって熊の出没があり、つい先日、土内

のほうで捕獲されております。以上です。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

森 儀一委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） さらに質問なんですけ

れども、そういう目撃情報があったり、駆除の

願いがあった場合の出動する要請された回数で

あったり、実際に出動した回数と、あとどうい

うところにどういう方々が出動しているのかと

いうことをお教えください。 

井上 章環境課長 委員長、井上 章。 

森 儀一委員長 環境課長井上 章君。 

井上 章環境課長 昨年度の数字は残念ながら記

載していないわけですが、カラス・ウサギにつ

いては随時ということになっております。熊に

ついては出没したとき。昨年度、珍しいことに

ニホンジカが福田、飛田方面で１頭出ましたの

で、そのときは２日間捕獲を行いました。残念

ながら捕獲できなかったわけですけれども、そ

の免許を持っている方、つまり、猟友会の方で

ないとできないということもあって、委託先は

全て新庄市猟友会になります。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

森 儀一委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） 猟友会に出動願いをす

るということになりますと、当然自分の仕事を

休んでということになると思うんですけれども、

そういう方々に対して日当などというのはある

んでしょうか。 

井上 章環境課長 委員長、井上 章。 

森 儀一委員長 環境課長井上 章君。 

井上 章環境課長 大がかりな場合には別になり

ますけれども、現在、先ほど委員のほうから御

質問ありました137ページのところの委託料と

して、多くても少なくても現在年間３万円でお

願いしているということでございます。この中

で日当を払えるかどうかはわかりません。申し

わけないんですが、猟友会の中での経費にさせ

てもらっております。 

森 儀一委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 
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     午前１１時５２分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

森 儀一委員長 それでは、再開いたします。 

  今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） それでは、続けて質問

させていただきます。 

  猟友会の方々についてお尋ねしたいと思いま

す。現在の会員の推移とあと年齢等がわかれば、

そこをお伺いしたいのですが、どうでしょうか。 

井上 章環境課長 委員長、井上 章。 

森 儀一委員長 環境課長井上 章君。 

井上 章環境課長 会員数ということでございま

すので、現在、平成27年末で50名の方でござい

ます。平均年齢が約63歳になっております。会

員の方の50名という御質問でしたけれども、

年々減っておりますので、いっときから見れば

半減という形になります。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

森 儀一委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） それでは、現在のこう

いう有害鳥獣の出没する回数等に今のこの猟友

会の50名の方で対応しているというわけですけ

れども、その方々の高齢化、平均の63歳という

ことですので、なかなか50名がそろって出ると

いうことは当然ないと思います。数名かに分か

れて出動するということにはなると思うんです

が、その方々が今平均63歳ですので、山を歩い

たり川を歩いたりという大変過酷なところでそ

ういう仕事になると思うんですが、そういう高

齢化している状況につきまして猟友会からの要

望であったりとか、環境課側からの思いであっ

たりとかというところで大変難儀をしていると

感じ取られるんですが、その点についてはいか

がお考えでしょうか。 

井上 章環境課長 委員長、井上 章。 

森 儀一委員長 環境課長井上 章君。 

井上 章環境課長 50名いらっしゃいますが、必

ずしも皆がそろって行けるということでないで

すし、熊に至っては最低１班５名ぐらいで行っ

て、２班ぐらいがいないと行けないという現状

もございます。63歳、平均でございますが、上

の方もいればちょっと若い方もいらっしゃるわ

けですけれども、銃を構える方はいても追って

くる人がなかなか難しいということも伺ってお

ります。そういう意味では非常に御苦労をおか

けしているところでございます。 

  県内の状況でいいますと、鶴岡市であります

とか山形市でも会員が減ってカラスの駆除もで

きないという状態が続いておりました。さまざ

まな助成制度をつくりながら猟友会の方々を確

保しているというのが現状でございます。 

  また、最上郡内の中でいいますと平成20年度

で260名の会員がいらっしゃいましたが、現在

174名と、ここも減ってきております。動物は

行政境を越えて移動いたしますので、新庄市だ

けのことではないと思いますが、会員が減って

いることについては非常に憂慮しているという

ことでございます。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

森 儀一委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） それでは、新しく免許

を取得したいという希望を募るなりそういう若

い方々がそういうところに猟友会に参加できる

ような環境をつくることが今後大切なことにな

ると思います。免許取得に関してはどういうプ

ロセスがあるか、よく理解できていないのです

が、そういう若い方々をそういう免許取得に導

くような施策であったり方針であったりという

のは、現在考えているのでしょうか。あれば、

どういうふうにしていきたいかというところま

で聞かせてください。 

井上 章環境課長 委員長、井上 章。 

森 儀一委員長 環境課長井上 章君。 

井上 章環境課長 決算委員会でございますので、
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今ある制度は申し上げられますが、来年度につ

いてはなかなか今後の話だと思っております。 

  現在、免許を取得したいという方には市から

ということではなくて県がブロックを分けて講

習会をしております。その中で、ジビエのおい

しさを体験していただくとか狩猟の心得を講習

会として行っております。それを受けた後に免

許の試験というのが出てきます。かなりの費用

がかかるわけですが、初年度にしますと７万か

ら８万ぐらいの登録、さまざまな手続がありま

すけれども、個人負担が伴うと。それに対して

現在県のほうでは、その免許とは別に銃を買っ

たときの保管庫の補助金として猟友会のほうに

１人５万円ほど助成をしているということでご

ざいます。最上管内でもさまざまな手法が出て

くると思いますけれども、新庄市では現在、ラ

イセンスについての助成は行っておりません。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

森 儀一委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） ありがとうございまし

た。次年度ということにはなる話になることも

理解できました。 

  この中に委託料３万円となっております。で

きれば、この額をふやしていただいて猟友会の

もっと活動を活発にできるようなことを考えて

いくのも、その中の一つではないかと思います。

これから先、どんどんふえる傾向にある有害鳥

獣ですので、そのことを考えれば、やはり猟友

会のメンバーの更新であったり、若い方々がど

んどん入ってくる環境をつくるということが、

今後課せられた課題にもなってくると思います

ので、そういうところにしっかり応援できるよ

うな態勢をお願いして、私の質問を終わりたい

と思います。ありがとうございました。 

森 儀一委員長 ほかにございませんか。 

５ 番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

森 儀一委員長 山科正仁委員。 

５ 番（山科正仁委員） ページ数90ページ、１

款と２款とちょっとダブって同じ項目になるん

ですが、この備考欄の職員給与費であります。

それは各款全て共通していることですが、この

給与費の中には給料と職員手当等と共済費と、

この３つを含んで表記されております。なぜ、

この２、３、４の節が一括表記されているのか

というのはちょっと疑問でありましたが、決算

審査意見書の37ページになりますが、集計表が

ございます。ここで非常に分けられて表記され

ているんだなということを発見しまして、なる

ほどなと見ていますが、この給料と職員手当等

の比率ですが、議会費と総務費を除く費用に関

しては、全てが職員手当等が下である、少額で

あるんですけれども、議会費と総務費に関して

は、職員手当等のほうが大きくなっております。

この辺の職員手当等、「等」となっていますの

で、かなりいろんな種類が入っているかと思い

ますので、なぜに職員手当のほうが大きいのか

というのを御説明願いたいと思います。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

森 儀一委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 職員給与費、この２款１項の

ほうに掲載してございますのは、実は２款の支

弁職員のみの給与でございます。手当に対して

は一部全職員の手当を、ここに入れ込んでいる

ということでございまして、給料と、給与、給

料については２款１項で支弁している職員全員

についてですが、手当については一部全職員を

そこに含めているということから、給料が若干

２款１項のほうでは少なくなっているというこ

とになっております。 

５ 番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

森 儀一委員長 山科正仁委員。 

５ 番（山科正仁委員） ということは、ちょっ

と語弊があるかもしれませんが、職員手当等に

関してはほかの職員と重複して発生していると

いうケースもあるんでしょうか。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 
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森 儀一委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 この２款１項のほうで見てい

る給料と、その重複があるかということですけ

れども、重複はございません。ほかの款項目で

出ているものについて、２款１項で見ている部

分については除外されておりますので、その重

複はないと御理解いただきたいと思います。 

５ 番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

森 儀一委員長 山科正仁委員。 

５ 番（山科正仁委員） あらを探すというわけ

じゃないんですけれども、37ページの職員手当

等となって、その「等」の手当の内容を、大ま

かな大きな点で結構ですので、その手当の内容

を教えてください。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

森 儀一委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 手当の中には期末勤勉手当、

時間外勤務手当、扶養手当等10項目ぐらいの手

当の項目がございます。それを２款１項のほう

で見ている分と、それ以外の分で見ている分と

いうことで若干わかりにくいところがあります

けれども、37ページに出てくるものについては、

例えば退職手当組合とかも２款１項のほうをご

らんになっていただくとわかりますけれども、

91ページの決算書を見ていただくと退職手当組

合負担金として２億4,972万8,000円ほどの支出

がございます。これについては、全職員の退職

手当負担金をここで見ていると。上のほうの職

員給与費３億3,400万円というのは２款１項で

出ている職員の給与費、これのみを掲載してい

るということで、会計上の表記となっていると

ころであります。 

５ 番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

森 儀一委員長 山科正仁委員。 

５ 番（山科正仁委員） わかりました。つまり

総務費のほうにかなり集約されている部分が多

いという判断でよろしいですね。 

  次は、決算書の194ページと195ページの12款

公債費１項の公債費、目とすれば１・２合わせ

てですが、今日本の現状としてはかなり低金利

という経済状況になっているので、日銀もある

程度金利を抑えようという流れでありますが、

過去には新庄市で市債を起債した内容で今回の

ように金利が低いということで市債の借りかえ

等によって金利の圧縮を図ったというケースは

ございますか。 

小野 享財政課長 委員長、小野 享。 

森 儀一委員長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 ただいまの御発言のとおり、

借りかえにつきましては国の指導もございまし

て、かつて借換債を利用しながら利息の軽減を

図ったという時期はございます。 

５ 番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

森 儀一委員長 山科正仁委員。 

５ 番（山科正仁委員） それは平成27年度に行

ったということでしょうか。 

小野 享財政課長 委員長、小野 享。 

森 儀一委員長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 借りかえにつきましては、非

常に厳しい時代、平成15～16年から指導を受け

まして借りかえを行っておりまして、この数年

については、借りかえについては利率も低いと

いうことでございますので、該当はございませ

ん。 

５ 番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

森 儀一委員長 山科正仁委員。 

５ 番（山科正仁委員） わかりました。今後の

金利の動向もあるんでしょうけれども、借りか

えするにはただじゃできないと、恐らく借りか

えの手数料等かかってくるでしょう。その辺の

バランスを考えてやっていただきたいと思いま

す。 

  次は、126ページ・127ページになります。３

款民生費の２項の備考欄になりますが、前から

ほかの委員の方々もおっしゃっていますけれど

も、わらすこ広場の賃借料ですね。ほかより高
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いんじゃないかという話がちらほら聞かれてお

りました。月に直しますと163万5,000円、平成

27年度の実績になりますけれども、これは毎月

払っているわけです。対してわらすこ広場の使

用料、これは歳入のほうにありましたが、年で

115万3,800円、別に収支のバランスとか民間の

考え、余りにももうけがないんじゃないかとか、

そういうような話じゃなくて、かなりの乖離が

あるというように捉えられるんです。 

  私も民間の業者の方に知り合いがおりまして、

こんな状況なんですよと話したら、そんな高い

んですかという話が多々ありました。その方が

おっしゃるには、それでは私が所有している土

地に建てて、それを貸してもいいよと、もっと

安くというような話もありました。 

  確かに主要な施策のほうに地域中心街の活性

化が目的なんだということが表記されておりま

す。その効果たるものがどうか、ちょっと私は

わかりませんが、今までのわらすこの使用状況、

どのぐらい上向きできているのか、もしくはど

のぐらい下がってきているのかということをお

聞きします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

森 儀一委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 わらす

こ広場の御質問でございます。従前より確かに

この賃借料に関してはさまざまな御意見をいた

だいておりますが、このたび平成27年度の事業

といたしまして地域活性化の事業を使わせてい

ただきまして遊具の２台、中型遊具でございま

すが、更新をさせていただいたということがご

ざいます。その結果でございます。４月につき

ましては、対前年度でございますが、32％の増、

５月につきましては13％程度の増、６月につき

ましては15％程度の増とおおむね15％ぐらいの

前年比で伸びがあるといったところでございま

す。 

５ 番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

森 儀一委員長 山科正仁委員。 

５ 番（山科正仁委員） 伸びがあるという御回

答でしたので、効果はというか、施設としては

必要だという判断になります。見直すという方

向があるかどうかですけれども、基本的にこれ

は素人、私の考えも入っていますが、月100万

円以上の賃借料ということであればその分を市

の市街地活性化のために100万円を使う、残り

を家賃にして別のところに、公園に近いところ

は外でも遊べるように移転してとか、そういう

ような考えを持つのがこれから見方じゃないか

なと考えるんですが、いかがでしょうか。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

森 儀一委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 今のわ

らすこ広場のあるところといいますか、今のわ

らすこ広場がそこにある理由としては委員おっ

しゃったとおりで、中心市街地活性化というと

ころを含んだ形であそこにつくったということ

でございますけれども、今後そのままであそこ

を運営していくのかというところは、確かに議

論になるところではあると思います。これから

公共施設等の見直し等図られていく予定になっ

てございますが、その中でわらすこ広場の場所

についても、あわせて検討していければという

考えでおります。 

５ 番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

森 儀一委員長 山科正仁委員。 

５ 番（山科正仁委員） 私が言いたかったのは

そこ、ずばりそこなんですよ。これから複合的

な施設ということで考えていかなきゃならんと

いう時期がもう来ていますので、ぜひともそう

いった方向でなるべく経費削減につながるよう

な施策として考えていただきたいと思います。
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私からは以上です。 

森 儀一委員長 ほかにございませんか。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

森 儀一委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） よろしくお願いいたし

ます。 

  決算書145ページ、農林水産業費、農業費の

農業振興費、その中の市青年就農給付金、それ

からちょっと成果表になりますが、成果表108

ページ、経営所得安定対策の状況というところ

と、決算書167ページ、土木費、雪対策費のう

ちの雪対策費のうち生活道路排雪事業補助金、

それから成果表14ページ中段、克雪備品モニタ

ー事業費、以上４点について、初めに農林関係

のほうからお伺いいたします。 

  初めに、成果表のほうがわかりやすいもんで

すから成果表の108ページ、大きな７番の中に

人・農地プラン策定事業というところの中で先

ほど申し上げました青年就農給付金、支給者28

名ありまして、事業費もあるのですが、この事

業は恐らく平成24年から募集を開始して今年度

も続いておりますけれども、現在28名の方が支

給されているということですが、平成24年から

の各年度の推移と大体何名の方が手を挙げて該

当しているのか、推移を最初にお伺いいたしま

す。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

森 儀一委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 青年就農給付金については平

成24年度からスタートしまして、24年度が11名、

25年度が5名、26年度が５名、27年度が７名と

いうことで、合計28名ということでございます。 

  しかしながら、28年に入って一定の所得を超

えたということで支給から外れたという方が１

名、それから家庭の事情で辞退という方が１名

ということで、現在は26名の対象者ということ

になってございます。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

森 儀一委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） 一番最初に手を挙げた

方が11名ということで、毎年５名前後、ことし

は若干目的を達成したという捉え方と条件が合

わなかったという方でおやめになった方が２人

いらっしゃるということになっていますが、私

の中で、もう少し手を挙げる方がいらっしゃっ

て、多分審査は県知事のほうにあるのかなと思

うんですが、これまで平成27年度までの過程の

中で申請しながら認められなかったという件数

あるいはまた申請したにもかかわらずハードル

が高かったというような、なぜ申請が採択に至

らなかったのかということを把握してらっしゃ

ればお願いしたい。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

森 儀一委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 確かにこの事業が始まったと

きは県が認定するということでスタートしてお

りますが、昨年の基盤法の改正でもって10月か

ら市町村が認定することということで移ってご

ざいます。新庄市にその認定の権限がおりてき

てからは該当にならなかったという方はおりま

せん。 

  現在、平成28年の話をしますと２名申請して

ございますが、農地の関係で少し手続がおくれ

ているということが２件ございます。以上です。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

森 儀一委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） わかりました。 

  これは後継者の確保という観点から非常に有

用な事業でありまして、しかも市からお知らせ

する必要もないというところで、言い方は変な

言い方になりますが、おいしい事業であります。

それから、よその準備型というやつ聞いたこと

あると思うんですが、それを加えますと新庄市

出身の方ではない方が新庄市において営農でき

る機会の一つと捉えておりますので、その辺も

う少し応募する方が多くなるような周知の方法
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の徹底でございますとかその辺の考え、もしあ

ればお伺いしたい。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

森 儀一委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 この事業については、私ども

も浸透しているという理解をしておりますが、

さらに浸透を深めるためにいろんな情報を伝え

る形で、例えば農業だよりといったものを使い

ながら、あるいはＪＡの窓口等にも備えながら、

さらに進めていきたいと思っております。 

  若者園芸実践塾勇気塾ですが、これが平成24

年からですね、準備型の対象になったというこ

とで、これまで７名の方が、この準備型を活用

して農業を学んで、今は農業を頑張ってもらっ

ていますので、こういった準備型活用もして、

塾の経営も押さえながら両方推進してるところ

でございます。以上です。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

森 儀一委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） それでは、次の同じく

成果表103ページの一番下の表になりますが、

戦略作物というところで麦から始まりまして飼

料用米というところで、今脚光を浴びておりま

すのが今申し上げました飼料用米、それからＷ

ＣＳ、ホールクロップサイレージかと思うので

すが、今年度の対象面積は表に出ておりますが、

この辺を見ますと主要作物に続きまして加工用

米というところが非常に大きな面積を占めてお

りますが、今申し上げました飼料用米、あるい

はホールクロップサイレージに取り組んでいる

面積の経過、今年度のやつは出ておりますが、

大体一定量できているのか、それともふえてき

てるのかお伺いします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

森 儀一委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 まず、加工米ですが、平成27

年度の実績は328ヘクタールと出ておりますが、

平成26年度が295ヘクタール、ちなみにことし

が410ヘクタールということで転作の配分率が

高くなっている分、伸びているという状況です。 

  また、ホールクロップサイレージにつきまし

ては、平成26年度が43ヘクタール、昨年度は53

ヘクタール、ことしが50ヘクタールということ

で若干落ちぎみでございます。 

  飼料米については、平成26年度が46ヘクター

ル、平成27年度が109ヘクタールということで

伸びてございますが、ここについては米の持ち

越し在庫が非常に多くなると米価が下落すると

いうことがありまして全国的に飼料米生産拡大

キャラバンが入っていまして、７月いっぱいま

で主食用米から飼料米への転換を図られたとい

うことで、ここはぐんと伸びてございます。こ

としについては、76ヘクタールということで落

ちぎみというような、このような推移になって

ございます。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

森 儀一委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） なぜこのような質問を

するかと申し上げますと、最近特に、ことしも

ありましたが、生産調整ということで主食用の

部分が大体乱暴な言い方をすると50％というこ

とで、新庄市の専業農家の方が、園芸の部分に

関しては市のかさ上げもあって順調に産地が進

んできている。おかげさまで、今、ニラとネギ

に関しては、ほぼ当初の目的を達成しているの

ではないかと。 

  一方ではリタイアする農家の方の農地が、や

はり大規模経営のほうに集まっているというパ

ターンを捉えると、主食用米としては半分程度

のものしか見込めない。しかも、土地利用型と

いうことを踏まえますと飼料用作物、これ多分

牧草だと思いますが、それから今言った畜産の

餌となるような飼料米あるいはホールクロップ

サイレージ、これが補助率、補助金も高いとい

うことで、もう少し私の中ではふえていくのか

なという思いがありました。米以外の部分の土
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地利用型の部分の経営の基盤をしっかりして農

家の方考えられるように再生産できるような補

助単価になっていますけれども、ふえてこない。

飼料米あるいはホールクロップサイレージもそ

うかと思いますが、市内の畜産あるいは新庄・

最上の中の畜産農家の方とある程度連携した作

付の配分になっているのかと思うんですが、例

えば牛１頭当たり牧草としての面積のカウント

は多分基準があるがために、本当はもう少し牧

草をふやしたいんだけれどもふえていかない、

あるいは飼料用米もホールクロップサイレージ

も同じように頭数がどんどん減っている。全体

的には減ってきている中で、１頭当たりのそう

した基準というものが多分あると思うんですが、

今どのように捉えておられますか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

森 儀一委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 牧草については、牛１頭当た

り、たしか50アールぐらいで計算していると記

憶してございました。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

森 儀一委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） 今後恐らく再生協議会

という話し合う場所でおおむねそのようなこと

の確認及び見直し等考えられるんですが、餌を

ですね、輸入してくる飼料も高どまりにあると

いうことで、管内における自給率の向上あるい

は畜産との連携ですね、後のほうに耕畜連携と

いう事業もありますが、その辺がもう少しスム

ーズにいってようやくこういった制度が生きて、

逆にいうと主食用の単価も安定してくるのでは

ないかなと思いますので、今後のそういった例

えばさっき牧草１頭当たり50アール程度ではな

いかなという話もありましたが、私はそれより

も食べると聞いておりますので、その辺の見直

しを図るおつもりはあるのかなとお伺いいたし

ます。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

森 儀一委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 反収どれぐらいの牧草がとれ

るかということ、これ、条件によっても違うわ

けで、一概に一律に１頭50アールだよというわ

けにもいかないのかなと思います。米価を守る

ために転作がこれまで50年近くやられてきたわ

けで、この中で特に土地利用型作物について国

が進めているのが、この戦略作物と位置づけて

いる作目でございます。 

  こういったものを推進するために、やはり排

水対策も当然していかなきゃならないし、再生

協の中で今後米価を守るための転作、そして転

作から米並みの所得を得るための方策、また自

給飼料を高めるための、例えば子実用トウモロ

コシ、これをこの地域でできないかというよう

なこともございます。これは普通のコンバイン

と違って相当頑丈なコンバインでないと刈り取

りできないような作物ですが、この子実用トウ

モロコシが地元で自給できるとすれば国外から

入ってくる農耕飼料の代替にもなりますので、

そういったトータル的なところで国全体のいわ

ゆる持ち越し在庫の適正水準を守っていけるよ

うな誘導策もトータル的に再生協の中で協議し

ていきたいと思っております。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

森 儀一委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） 非常にですね、子実ト

ウモロコシあるいは排水対策の部分、触れてい

ただいたので、あとは私どももきちんと今課長

の答弁が実行されるかされないか今後ともチェ

ックしていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  それでは、成果表の14ページになりますが、

克雪備品モニター事業費というところで、これ

まで再三にわたりまして予算委員会等でもこの

事業の有効性、平成27年度から始まった最初の

事業ですが、事業内容並びに決算に関しまして

は表に載っております。それで成果というとこ
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ろで、約２カ月間の情報を収集し、広報等を通

じてとありますが、昨年度、まあ１年目という

こともあっておくれているとは思いますが、最

終的に申請された方々に融雪マットが届いたの

が何月だったのでしょうか。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

森 儀一委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 昨年度、６名の方から御

利用いただいておるわけですけれども、使用状

況の確認をしたのが、一番最初の方が１月の12

日で、一番遅い方で２月17日となっております。

したがいまして、この少し前にお手元のほうに

届いたものと考えております。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

森 儀一委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） 今年度、平成28年度は

２年目ということで地域創生の中の大きな枠組

みの中の一つでもあるということなので、もう

少し早目の申請と納品ということをしないと本

当の目的達成できないかと思いますが、これか

らの対応、どうされていく予定ですか。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

森 儀一委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 今年度のこの事業の進め

方でございますが、８月の市報に既にモニター

の募集記事を掲載させていただいております。

それで今月の15日、きのうですね、きのうから

１カ月間ということで募集の開始を行っており

ます。既に５件ほどその情報を知りたいという

ことで都市整備課にお越しになった方もいらっ

しゃいます。ここでそのモニターの方を選びま

して、その後、早い段階でお手元にお届けした

いと考えております。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

森 儀一委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） それでは最後の質問に

なります。生活道路に係る排雪補助金というこ

とで議会の中でもちょっと制度を見直してよ、

というような意見寄せてまいりましたが、５年

を目安に制度をもう一回考えると明確な答弁い

ただいておりますので、補助の仕掛けに関して

は、できるだけさわらないつもりではいたいの

ですが、今年度14万3,000円の補助出ておりま

すが、もととなる事業費、つまり市民生活道路

に暮らす方々が排雪のために要した費用という

ものを承知しておられればお伺いしたいと思い

ますが。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

森 儀一委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 平成27年度、昨年度のそ

の状況でございますが、補助額14万3,000円の

ベースとなっております排雪経費なんですが、

トータルで73万6,000円ほどとなっております。

したがいまして、かかった経費の約20％を補助

金としてお支払いしているという状況になって

おります。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

森 儀一委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） わかりました。 

  平成27年度は幸いにも雪が大雪にならずに済

んだというところで、恐らく昨年度、平成26年

度の決算ベースでいくと30万円まではいってな

いものの平成27年度の倍ぐらいは補助があった

のかなと記憶しておるんですが、そうすると事

業費でいったとして、残念ながら大雪になった

場合でも今年度の生活道路に暮らす市民の方が

排雪に要した費用が73万6,000円と。ですから、

ちょっと大きな雪が降っても150万円ぐらいか

かる。やはりここは一般会計ぎりぎりの中は十

分承知しているんですけれども、やはり制度を

若干改正を急いでいただければ生活道路に暮ら

している方も新庄の冬というものに対して安心

感が持てるのではないかなと思いますので、今

後とも前向きな協議いただきますようにお願い

申し上げます。終わります。 

森 儀一委員長 ほかにございませんか。 
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１１番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

森 儀一委員長 小野周一委員。 

１１番（小野周一委員） 何点か質問させていた

だきます。実は最初に款項目がどこにあるかわ

かりませんので、成果表の８ページの総務費の

総合政策課に当たる行政評価に関することで若

干お聞きしたいと思います。 

  実はこれ行政評価というのは平成15年度から

実施されてきたわけですけれども、決算時に資

料によりますと今回ですけれども、平成27年度

における行政評価に関しては平成26年度となっ

ております。ホームページ見ますと二、三日前

に平成27年度の行政評価に差しかえされたと聞

いておりますけれども、やはり決算時に合わせ

た年度の事務事業評価というか行政評価を我々

議会のほうに示していただければ、さらなる決

算をしていけるんじゃないかと思うんですけれ

ども、その点、課長どうですか。 

小野茂雄総合政策課長 委員長、小野茂雄。 

森 儀一委員長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 事務事業評価の公表につ

きましては、昨年度まで決算委員会の審査を受

けた後に公表していたという状況でありました。

今回は決算委員会に合わせてというわけではご

ざいませんけれども、なるべく早く市民の方、

議員の方も含めてですけれども、公表すべきだ

ということで事務を急いできたところでござい

ますが、今回ホームページ、それから議会事務

局と議長席に各１冊ずつ置きましたけれども、

公表という形で早めたというところでございま

す。 

  これにつきましては、決算委員会の中で資料

にしたいという議員の方もいらっしゃると思い

ますので、今後はなるべく早く公表したいと考

えてございます。 

  なお、10月の市報には、この決算に合わせま

して事務事業評価とともに市報のほうに特集記

事として上げたいと考えてございます。 

１１番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

森 儀一委員長 小野周一委員。 

１１番（小野周一委員） 大変職員も削減されて

いる、そういう中で仕事量もふえているわけで

すけれども、どうかそのように来年度からお願

いしたいと思います。 

  それで、91ページの２款総務費の職員人件費

に関して、それも主要成果の３ページの定員管

理についてお聞きしたいと思います。 

  定員管理については、ここに書かれているよ

うに平成27年度から32年度までですか、５年間

の新たな定員管理が作成されたわけですけれど

も、これを見ますと毎年正職員の職員数が削減

されているわけなんです。その前に平成27年度

の事務事業評価の概要を見ましても昨年度より

は５つほど事業数が減っていますけれども、過

去５年間で相当数事業数がふえているわけです

ね。正職員数がいろいろな財政的な考えから数

が減っている。しかし、事業数は反対にふえて

いる。やはり幾ら正職員を減らして、そのかわ

り、かわりの非正規職員ですか、言葉悪いです

けれども、その数で補っているわけなんですけ

れども、この正職員と非正規職員の割合という

のはどのぐらいになっているんですか、新庄市

は。７月１日付でお願いしたいと思います。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

森 儀一委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 平成27年度の４月１日付で申

し上げますと、職員数が287人、嘱託職員数が

90人、日々雇用職員が84人でございますので、

日々雇用・嘱託を合わせますと37.7％の非正規

職員数の割合ということになっております。 

１１番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

森 儀一委員長 小野周一委員。 

１１番（小野周一委員） 実は先般、ある新聞で

地方自治体の平均が正規の職員数の２割ぐらい

ですよと公表されました。そうすると37％とい

うことはおおむね２倍ですよね。平均すればで
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すよ、各地方自治体から比べると、私はその辺

バランスからいって果たしてこれでいいのかと

いう思いがします。同じ仕事を37.7％の嘱託職

員や日々雇用職員が市民のために頑張っている

わけでございますけれども、これぐらい定員管

理とかに５年間の実施するという計画うたわれ

ているんですけれども、ほかの地方自治体は平

均で２割ぐらい、新庄市は37.7％、その辺どの

ように思っておりますか。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

森 儀一委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 確かに事務事業について委託

化を図ったり、もしくは保育所等を初めとして

施設の民営化等行いながら事務事業等を一方で

は減らしながら進めてきている。 

  ただ、事務事業数になりますと、やはり一つ

の事務事業のボリュームの違いというものがご

ざいます。単純に事務事業数がふえたから、そ

の分がそのままストレートに人の人数の必要性

にいくかというと、当然多くなれば多くなるほ

どそうはなるんですが、比例的に人員が足りな

いということには一概には言えないのではない

かと。 

  これまで我々がやってきましたのは、施設の

指定管理でありますとか民営化といったところ

での施設管理運営上の人件費を中心にやってき

たというところもでございまして、当然そうい

った面では非常に効率化した職員体制となって

ございます。 

  県内の13市の中でも上山市ですともう少し人

数が低くなってくるというところがございます

し、それぞれの自治体がそれぞれの知恵を絞り

ながら何とか効率的な行政運営を行っていきた

いというところでございます。 

  なお、定員管理計画につきましては、従前御

質問にお答えしたと思いますけれども、このた

びについても既にその民営化している保育所で

あるとか、神室荘の分を見込んだだけの数値で

ございまして、その分が減っているということ

で、新たに事務事業を委託化する分にというと

ころまでカウントはしてございません。したが

って、今の定員管理計画そのものが非常に困難

をきわめるということではなくて、少し努力す

れば達成可能な数字だと思っているところであ

ります。 

１１番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

森 儀一委員長 小野周一委員。 

１１番（小野周一委員） 実はこの定員管理計画

にも、あと今年度の事務事業の評価にも書かれ

ているんですけれども、それを見ますと今課長

言ったとおり「職員数の削減により行政財政運

営の効率化を進めるとともに……」、次なんで

すよね、「適所に嘱託・日々雇用職員を配置し

た行政サービス水準の維持に努める」となって

います。また、同じく定員管理のほうにも同じ

ような言葉で嘱託職員や日々雇用職員の活用を

進める。そしてより効率的な行政サービスの向

上につなげると、同じようなことが書かれてい

ます。 

  しかし、私は先ほど言いましたけれども、全

国的にほかの自治体は２割程度の嘱託職員や

日々雇用職員で賄っている。まして新庄市は事

務事業をある程度もっともっと精査してふやす

のではなくて効率的な事務事業のあり方という

ものを精査していく必要があると思うんですけ

れども、そうしなければ正規の職員や、また適

所に配置されておるとうたっております嘱託職

員や日々雇用職員に、恐らく難儀がかかってい

くんではないかと思うんですけれども、再度聞

くんですけれども、嘱託職員や日々雇用職員、

いわゆる非正規職員の割合がほかの地方団体で

２割なのに、新庄市は私は突出していると思う

んですね、37.7％ということは。その辺のこと

を、再度お聞きしたいと思います。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

森 儀一委員長 総務課長野崎 勉君。 
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野崎 勉総務課長 全国平均の20数％だったと思

いますけれども、たしか総務省の調査がこの間

発表された数値をおっしゃっているのかなと思

います。自治体という平均レベルで言っていま

すので、県、都道府県・市町村含めて全体の平

均ということになっております。そういったと

ころで、そこから平均するとやはり新庄市の非

正規の雇用率が高い、そこはやはり事実だと思

っています。確かに平成27年度については

37.7％ということになってございますが、平成

28年４月１日現在でいいますと33.6％まで若干

減ってきております。これについての主な要因

は保育所が民営化つまり移管したことでござい

ます。そこの方々が非正規から正規雇用されて

いるというところで、実態としては民間の雇用

となっています。 

  そういったことで、今後大幅に事務事業その

ものが減るというようなことはございませんで

しょうから、それほど多くの職員を減らせると

いう状況ではないだろうと思っていますし、行

政職の職員数をこの10年で見ますと、例えば平

成18年ですと308名の行政職の職員が今現在260

名ということで、50名弱、その間職員数につい

ては370名から280名ということです。90名減っ

ております。90名減る中で行政職職員数の減と

いうのはそのうちの約50名弱なんです。という

ことで、一定の行政職を担う職員については維

持してきている、少し減率を低めているという

ようになっております。今後についても、行政

職の職員数についてはそれほど減らないと感じ

ております。 

  そういったことで、なかなか専門職とれない

というようなこともあるんですが、行政職職員

数については今後についてはそれほどもう減る

ところまでいかないだろうと見込んでおります。 

１１番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

森 儀一委員長 小野周一委員。 

１１番（小野周一委員） 私、お願いするのは、

今課長言いますけれども、行政職の職員が減ら

ないだろうというんですけれども、まあ市民か

らみればやはり正規職員は減って、かわりに嘱

託職員などの非正規職員ですね、それで仕事間

に合うと、賄うということは、やはり市民の行

政サービスの低下につながるんだという思いで

私は質問をさせていただいたわけでございます。

サービスの低下につながらないように、よろし

くお願いしたいと思います。 

  次はページ数139ページ、４款の２項の合併

処理浄化槽の設置の整備補助金についてお聞き

します。 

  実は今年度の事務事業評価を見ますと、事業

名・合併処理浄化槽設置整備事業、その補足説

明によりますと以前は合併浄化槽の補助金とい

うのは一旦新庄市も財政難で取りやめられまし

たが復活したわけなんですけれども、下水道の

認可区域に指定されてる区域に関しては合併浄

化槽の補助金はありませんよという、議会なり

に、我々はそういう理解を示していたわけなん

ですけれども、そして住民も議員としてそのよ

うな説明をやってきました。しかし、この補足

説明によりますと補助対象地域新庄市公共下水

道事業計画区域及び新庄市農業集落排水処理施

設計画区域以外の新庄市全域とする、これは今

まで我々が説明受けてきた事柄です。 

  しかし、ただし新庄市公共下水道事業計画区

域及び新庄市農業集落排水処理施設計画区域外

であっても当分の間整備実施予定のない区域に

ついては、補助対象地域とするという内容であ

ります。恐らくこれは下水道課と話し合ってこ

のような市民に対して認可区域外であっても当

分の間整備計画がない場合は補助金の対象とし

ますよという事項だと思うんですけれども、環

境課長にお聞きするわけなんですけれども、こ

の案件で対応された案件はどのくらいあります

か。 

  また、当分の間というのは恐らく、私も都市
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整備課の審議審査委員になっているんですけれ

ども、その間常に早く整備計画を上げてくださ

いと言っているんですけれども、どのような横

のつながりで話し合いをなされてこのような文

言を載せられたのか。当分の間というのは都市

整備課ではどのような整備期間というか、計画

期間を持っておられるか。 

井上 章環境課長 委員長、井上 章。 

森 儀一委員長 環境課長井上 章君。 

井上 章環境課長 事務事業評価の中の補足説明

の欄でございましたので、最初に私のほうから

回答させていただきます。当分の間という字句

がついておりますのは新庄市ばかりではなく、

この財源となっておりますのが補助条例・要綱

等の部分のトップにあります循環型社会形成推

進交付金という財源になっておりますので、こ

こで同じ県内国内同じ扱いになっております。 

  当分の間という年数については、７年間管が

行かないところについては補助対象の区域とす

るという要綱がございますので、それを使わせ

てもらっております。 

１１番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

森 儀一委員長 小野周一委員。 

１１番（小野周一委員） ただいま環境課長が当

分の間ということは７年間という言葉使われた

んですけれども、認可区域内の面積なんですけ

れども、７年間で認可区域に網かけているとこ

ろは下水道の整備は計画が策定して実施される

んですか。 

松坂聡士上下水道課長 委員長、松坂聡士。 

森 儀一委員長 上下水道課長松坂聡士君。 

松坂聡士上下水道課長 下水道処理区域、いわゆ

る認可区域そのものについては、全体去年の段

階で当初から始まりまして現在全体計画の見直

しという形で行っているわけでございます。認

可区域そのものを定めましても、事業そのもの

の進捗につきましては、その財源確保等がござ

いますので、それを見ながら変わってくるとい

う形でございます。７年と定めましても、財源

確保については、それ以降になる可能性もある

わけです。その辺については、浄化槽と非常に

リンクする部分もありますので、横のつながり

といいますか、そういう形でいかなければなら

ないという関係が１つございます。 

  あと、それから住民の方々から認可区域にな

ってるんだけれども、下水道はいつごろ来るん

だろうという御質問については、それでは私ど

ものほうに、もし来ていただければこういう計

画ですよと、いつごろまでにここまでいくよと、

もしそれが例えば年度年度の事情で予算が多く

つきました、そうなれば、じゃそこを前倒しし

て公共下水道にいきますよということもそれぞ

れの立場で、その場その場でその人の有利にな

るように取り計らいをお願いしたいと考えてい

るところでございます。 

森 儀一委員長 ただいまより10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後２時０３分 休憩 

     午後２時１２分 開議 

 

森 儀一委員長 それでは、ただいまより休憩を

解いて再開いたします。 

１１番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

森 儀一委員長 小野周一委員。 

１１番（小野周一委員） 実は先ほど今田委員も

質問しましたけれども、別の角度から私もペー

ジ数193ページ、10款教育費４項の山屋セミナ

ーハウスの管理運営事業費の関係についてお聞

きしたいと思います。 

  実は山屋セミナーハウスは最初産業文教常任

委員会にお話がありまして、次は所轄が変わり

まして総務文教常任委員会に行きました。全体

の話といたしましては、我々には昨年の12月15

日に全員協議会で情報が提供されて以来、我々

には全然話が周知されておりません。その間恐
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らく総務文教常任委員会のほうに話がなされた

とは聞いておりますが、しかし話を聞きますと

途中経過だけであって全然話が進んでいません。

時間もないので短絡的にお話ししますけれども、

これもまた平成27年度の事務事業評価を見ます

と利用者数はふえているわけなんですね。しか

し、反面、宿泊数は減っております。恐らくこ

れは風呂が１個しかないから減っているんじゃ

ないかという思いが私はするんですけれども、

先ほど今田議員もいろんなお話をなさったんで

すけれども、本当に山屋セミナーハウスの機能

強化という考えにすれば、やはり所期の目的で

あったもう一つの風呂をつくって、そして温泉

じゃなくても沸かし湯でもいいから、そのよう

な山屋セミナーハウスの機能強化を図り、そし

て宿泊数をふやす取り組みを私はすべきでない

かと思うんですけれども、平成29年度の予算内

の事業にどのように取り組んでいくのか、平成

27年度の経過を踏まえてですよ、決算の、その

点をお聞きしたいと思います。 

関 宏之社会教育課長 委員長、関 宏之。 

森 儀一委員長 社会教育課長関 宏之君。 

関 宏之社会教育課長 当初山屋セミナーハウス

については一番大きな目的としてはやはり今浴

槽が１つしかございませんので、男女せめて

別々に入れるように２つにしようという目的で

ございました。そして浴槽をつくるならば奥羽

金沢温泉が休止しておりましたので、その源泉

を活用してはどうかという形で調査を行ったも

のでございます。 

  総務文教常任委員会のほうにも、その経過を

説明しましたけれども、実際にそこでいろいろ

な御意見をいただきました。実際には奥羽金沢

温泉がどうなるのか、実際に源泉のほうを供給

してもらえるのか、そういったことを確認なし

では前に進めないのではないかというふうな形

で御意見をいただいたところです。そのため、

これまで今年度に入ってからＪＡ新庄市側との

話し合いを何回か持っております。今言ったよ

うなことが可能かどうかという問いかけを行っ

たところですけれども、農協のほうからは正式

な回答は来ていない状況でございます。 

  ですから、今年度、さらに話し合いを続けて

まいりますけれども、前に全く進まないようで

したらば、委員がおっしゃるようなことも今後

考えていかなければいけないのではないかと思

います。以上です。 

１１番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

森 儀一委員長 小野周一委員。 

１１番（小野周一委員） やはり今課長言ったと

おり、４月13日に所轄である総務文教委員協議

会開いて、それ以来開いていないんですよね。

５カ月たっているんです、もう。そしてこれら

を踏まえて平成29年度も事業計画の予算が検討

されるときになってきていると思います。それ

らも踏まえて執行部の方々には、あの山屋セミ

ナーハウスの強化のために、さらなる検討を重

ねていってもらいたいと思います。以上で終わ

ります。 

森 儀一委員長 ほかにございませんか。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） 私から決算書127ペー

ジ、３款２項１目ですが、成果表の10ページの

ほうが詳しく書いていますので、そちらのほう

で質問します。 

  10ページにですね、ここには子育てハンドブ

ック、あとＳＮＳを利用した子育て相談及び情

報発信とあります。これは新庄市では新しいこ

とです。新庄市はもとより国内でも初でこのＳ

ＮＳを活用しています。また子育てハンドブッ

クもかなり父兄の方にも好評だと思っています。

こういったものをもっともっと広げていきたい

と思うんですけれども、まず平成27年度におい

て、ここら辺の評価をどのようにとっているの

か、まずお聞きしたいと思います。 
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板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

森 儀一委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 今御質

問ございましたのが地域活性化の事業でござい

ますので、予算書に関しましては107ページの

ほうがわかりやすいのかなと思います。107ペ

ージの中段より若干下のほうに子育て支援拠点

施設の利用促進事業費が載ってございますので、

ごらんになっていただければと思います。 

  委員からおっしゃっていただいたとおり子育

てハンドブックにつきましては、先行して出し

ていらっしゃる町村さんはいっぱいあるんです

けれども、今回新庄市で新たにつくらせていた

だきまして先行市のいいところをいっぱいとら

せていただきまして、県内での評判も非常によ

うございます。まず、今現在お配りしているの

が最初に幼稚園、保育施設、児童センター、小

学校、そういったところを通しまして保護者の

方にお配りをしていると思いますが、それ以外

にも転入された際ですとか、それから母子手帳

交付の際、そういったときに活用しております。 

  そこで窓口での評判ですけれども、やはり新

たに新庄市に転入された保護者の方には非常に

わかりやすいという評判をいただいておるよう

です。 

  それから、ＳＮＳを活用した子育て支援とい

うようなことで、こちらも新庄市調べではござ

いますが、全国初というようなことで話題をつ

くらさせていただいたところでございます。 

  成果に関する説明書の10ページには３月末ま

での状況を記載してございますが、私の手元に

７月末までの利用状況がございますので、数字

を申し上げたいと思います。 

  全体の閲覧数といたしましては2,953件、そ

れから利用登録数につきまして301人、それか

ら相談件数でございますが、26件となってござ

います。 

  相談の中身につきましては、発育・発達に関

するものが３件、生活習慣に関するものが２件、

食事母乳に関するものが９件、わらすこ広場の

利用に関するものが３件、保育制度全般に関す

るものが３件、そのほか６件といった内容でご

ざいます。 

  この登録の人数が多いか少ないかということ

でございますが、いわゆるクローズドでやって

おる関係上、公開したものと違って拡散の割合

は非常に低うございます。先ほど申しました子

育てハンドブック、それから拡散用にさまざま

なことを保護者の方にお出しする通知に使う封

筒、そちらのほうも新たにつくりまして、その

ＬＩＮＥのＱＲコードというものを入れさせて

いただいたものをつくって、それを活用して機

会があるごとに皆様に通知を差し上げるという

ところでございます。 

  また、今後につきましては、今現在そのアカ

ウントというものが無料アカウントと申しまし

て月に1,000件の発信しかできない、というこ

とは300人でございますので、１人に対して３

回通知をすると900人というようなことで利用

の回数がほぼ制限されてきている状況でござい

ます。これが有料のアカウントになりますと、

それが拡大できるというようなことで、例えば

当初こちらのほうでも考えてございました。例

えば乳幼児健診に関することでありますとか、

そういった定期的なお知らせも発信できるよう

な形に持っていければなと現在考えております。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） わかりました。 

  ぜひともこれは広げていくべきでしょうし、

この場合こういうものがあることによって皆さ

ん大体今の親の方々はスマートフォンを持って

る方、そしてＬＩＮＥに入っている方、非常に

多いと聞いております。だとすればこういうも
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のがあることによって育児なさっている方の安

心安全に非常につながっているものだと思いま

すので、ぜひともこれを有効に使っていただき

たいと思いますので、これからもぜひよろしく

お願いしたいと思いますし、またこれは子育て

ハンドブック、私も非常に見てわかりやすいし、

カラーでとてもきれいです。これを今度は置い

ておくだけではなく移住のほうにも使えるんじ

ゃないかなと思います。 

  というのは、これを例えば銀座のアンテナシ

ョップのようなところに置いて、それを見て、

ああ、新庄市って子育てしやすいんだね、そう

いう観点もあると思います。これを見て逆に新

庄市に来たいという方もいらっしゃいますので、

そういう活動を課を超えてしっかり取り組んで

いただきたいと思うんですけれども、そういう

移住関係とかについても、そういうハンドブッ

クを少し多目に刷ってもいいですから、やるよ

うな、そういう来年の計画みたいなのを、もし

かしたら考えているかもしれないんですけれど

も、どのように考えているでしょうか、お願い

します。 

小野茂雄総合政策課長 委員長、小野茂雄。 

森 儀一委員長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 現在移住という面で総合

政策課のほうで担っております。例えば、委員

おっしゃるように観光パンフレットの中に折り

込むとかということは考えられるかとは思いま

す。今後総合的にほかの移住関係ももしかする

と出てくるかもしれませんし、ホームページの

中でその面についても外部の人に、目に触れる

ようなところでも検討していきたいと考えてお

ります。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） わかりました。ぜひと

も平成29年度に向けてそういうような積極的な

ことをやっていっていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

  次に、ページ数155ページです。７款１項３

目エコロジーガーデン推進事業になります。主

要成果でいきますと118ページになります。こ

れなんですけれども、その中に多分エコロジー

ガーデンを推進するに当たってはエコロジーガ

ーデン利用計画が多分あると思います。その中

でも今一生懸命「キトキトマルシェ」などの観

光交流のほうには力は非常に入っておると思い

ますけれども、いかんせん農業振興のほうには

全然ちょっと力が入っていないようにちょっと

思います。その中でも農業人材育成事業や有機

循環型農業実践事業が機能していないと思うん

ですけれども、そこら辺はどのように捉えてい

ますか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

森 儀一委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 確かに有機農業推進という形

では今のところ北側を活用して菜の花を栽培し

て、それをこれまですき込んだり、あるいは生

ごみ堆肥といって土づくりという形での消極的

な情報発信しかできていないようなところです。

また、交流事業については、平成27年度から都

会、都市から農業をやりたいという方を呼び込

もうというようなことで地域おこし協力隊１名

配属受けまして、今、今月も農業体験しません

かというような形でも募集をかけて、そういっ

た利用をしているようなところでございます。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） 今の説明では正直言っ

て何もやってないと一緒ですよね。消極的でな

く積極的にやらなければいけないでしょうし、

そこの主体事業に最上地域有機農業推進協議会

ございますよね。どのように活動していますか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

森 儀一委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 有機農業推進協議会について
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は、平成27年５月で解散してございます。と申

しますのは、国の補助事業が会計検査等で全国

的に使い方がまずいという指摘がありまして、

そんなことで残念ながら平成27年の５月で一旦

解散しまして、地域全体、最上地域は「有機の

里もがみ」ということで地域８市町村の標榜す

ることが有機農業というようなことでございま

すので、この辺県総合支庁を中心に仕切り直し

ながら、有機の里もがみをいかに具現していく

かというようなことを、これから協議していき

たいと思ってます。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） わかりました。 

  解散しているのも私も知っていますけれども、

だとすれば利用計画も平成29年度までの策定と

なっております。これにはいろんな事業が入っ

ており耐震化も入っています。だとすれば、こ

れを契機にもう一回待たずに新たにつくり直し

て出発するべきだと思いますけれども、そうい

う考えは今後あるのかないのか、よろしくお願

いします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

森 儀一委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 確かに北と南、市道で分断を

されておりますけれども、施設としては一つの

エコロジーガーデンでございますので、全体計

画をさらに見直しながら、今後交流拡大、そし

て地域農業の看板となるような、そういった施

策もできるように、また前々から言われている

アニマルセラピーというようなこともございま

すし、もう一度仕切り直しながら全体構想の中

で、さらに具現していければなと思っておりま

すので、よろしくお願いします。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） わかりました。つくっ

ていくということでよろしいんですね、わかり

ました。ぜひともせっかくいろんな若い方が入

ってきて活動していますから、やっぱり有効利

用しなきゃいけません。ですからこの決算のと

きにはっきり言わせていただいて、平成28年度、

29年度、もっともっと交流の拡大に、ふやして

いくようにしていきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

  次に、ページ数187ページ、10款４項６目、

主要施策でいいますと113ページです。ここの

上段にあります亀綾織ですね、この亀綾織なん

ですけれども、まず市長にお聞きしたいんです

けれども、市長は、この亀綾織をどうしたいと

思っていますか。 

関 宏之社会教育課長 委員長、関 宏之。 

森 儀一委員長 社会教育課長関 宏之君。 

関 宏之社会教育課長 亀綾織伝承協会につきま

しては、今年度６月の総会で話をさせていただ

きましたけれども、大変経営的にも苦しい、そ

して織り手もいないという状況です。こちらの

ほう、一番の問題は実際に織り手が1.5人しか

いないということだと思っておりますので、こ

ちらのほう、今の補助に加えまして人件費補助

等の何らかの補助をして保護強化を図っていき

たいと考えております。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） 主要施策の93ページに

なります。そのところに、⑥新庄市伝承協会伝

承員育成事業で緊急雇用で今回は223万円ぐら

いついています。それがことし１年だけであっ

て、平成28年度はついてないですよね。今の課

長の答弁ですと、それをわかっていながらどう

するのかということが、全然先を見通したこと

がなってないと思います。だとすれば新庄市と

しても織り手がいないとわかっていながら織り

手を育てなきゃいけないですよね。そういうこ

とをもっと先を見越した取り組みをしていかな

きゃいけないんですけれども、それはどのよう
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に考えていますか。 

関 宏之社会教育課長 委員長、関 宏之。 

森 儀一委員長 社会教育課長関 宏之君。 

関 宏之社会教育課長 ６月の総会の中でいろい

ろな話をお聞きしました。その中で、それでは

伝承協会については、今後どのような形で持っ

ていきたいのか、またどのような支援が必要な

のか考えていただきたいという話をしておりま

す。ですから、これから話をしていく中で、ど

うやったら亀綾織というものを維持できるかと

いうことを考えてまいりたいと思っております。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） 前まではこれは商工観

光課にありましたよね。それは守るということ

で多分社会教育課に移ったと思うんですけれど

も、やっぱり課が変わると全然違うんですかね。 

  というのは、あれだけ皆さん胸のほうにつけ

ていましたよね、亀綾織のブローチを。今はど

うですか。皆さん、課長の皆さんの胸について

るのは何ですかね、かむてんバッジですか、か

むてんバッジでいいんですかね、亀綾織守るた

めにはつけなきゃいけないですよね、市全体で

の取り組みが甘いんじゃないですかね。ですか

ら市長、どのようにこの亀綾織をやりたいと思

っているんですか。市長が答えてください。 

関 宏之社会教育課長 委員長、関 宏之。 

森 儀一委員長 社会教育課長関 宏之君。 

関 宏之社会教育課長 先ほども申し上げました

が、社会教育課になったということは保護の強

化をしていくということだと思っておりますの

で、今後支援策の拡充については財政措置等が

必要なことでありますので、財政課と協議しな

がら進めてまいりたいと。委員おっしゃったブ

ローチ等につきましても、今後極力つけるよう

な形で呼びかけていければと考えております。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） 別にブローチを買えと

は言っておりませんので、そこら辺が亀綾織に

対する思い入れがなくなったのかなと私は思っ

ています。だって今織り手がいないんですよね。

小物をつくるために今一生懸命織っているわけ

なので、あそこ伝承するためには反物つくらな

きゃいけないということを、皆さんわかってお

りますかね。とすれば、今この亀綾織は新庄市

の伝承のものになっていますか。要は保護する

ようなものに指定されていますか。 

関 宏之社会教育課長 委員長、関 宏之。 

森 儀一委員長 社会教育課長関 宏之君。 

関 宏之社会教育課長 市の文化財になっている

かということであると思います。現在なってお

りませんけれども、市の文化財となる可能性も

ございますので、今後検討を進めてまいりたい

と思います。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） わかりました。 

  これ、ぜひとも伝統のものですからそういう

ことで守っていかなければこれは失われます。

今のままですと５年もたてば失われるようなも

のです。せっかく復活してこれから頑張ってい

こう、そして若い方がこの亀綾織を復活させよ

うという思いなのにもかかわらず、こういう市

のほうでなかなか補助もしてもらえない、例え

ば白鷹町のように最低でも何年ぐらいか頑張っ

てもらえば、これが売れて伝統工芸となって20

名、30名の方が雇用できる新たな交流観光や物

産にも発展するようなものだと思いますので、

そこをしっかり守っていかないと、だとすれば

財政的にもしっかり、何年かなり面倒見てもら

えれば後で恩返しができるような施策だと思い

ますので、このような感じでは新庄市の未来は

語れませんので、ぜひとも取り組んでいただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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  次に、ページ数193ページ、主要施策でいい

ますと150ページ、ここの15番目になりますけ

れども、スポーツ指導者の育成及び活用なんで

すけれども、スポーツ指導者の育成は子供たち、

小中学生の方にとっては非常に重要なことだと

思います。でも、その教える方を育成しなけれ

ば子供たちに教えられません。今回はスポーツ

推進員、特に駅伝ですね、走るほうの方なんで

すけれども、いろんなところでお見かけはしま

すけれども、今回平成28年度、たまたま沼田小

学校でマラソン大会がありまして先頭を走って

いたんですね、２人いたんですが、見ますとや

っぱりああいう方って速いんですね。やっぱり

姿勢もすごいですし、要は見せる形で、もっと

アピールしてもらうと、小学生や中学生たちも

もっと速くなりたいと思う、そういうお手本が

もっと必要でしょうし、駅伝のほうを皆さん応

援すると思うんですけれども、そういった形を、

この回数ではまだまだ足りないと思うんですけ

れども、そういう見せて、もっとまねしたいな

という希望があるような施策は今後とっていく

おつもりでしょうか、よろしくお願いします。 

関 宏之社会教育課長 委員長、関 宏之。 

森 儀一委員長 社会教育課長関 宏之君。 

関 宏之社会教育課長 学校等のスポーツ指導に

ついては、現在、要請があったものについては、

ほぼ100％伺っております。委員おっしゃると

おり本当に滑らかでスピード感のある走りがあ

るということで刺激を受ける生徒もおられます

ので、今現在は２人を中心に行っておりますが、

駅伝のチーム全員が出てほしいという形で話を

しておりますので、要望等に応えるとともに各

小中学校につきましても、これからさらに要望

していただきたいという話をしてまいりたいと

思います。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） わかりました。 

  ぜひ平成28年度、29年度においても積極的に

受けていただいて見せて覚えるというのは非常

に効果的ですので、話すよりもしっかり見せて

いただいてしっかりした要請には応えていって

いただきたいと思います。 

  その下になります。体育施設に関してです。

10款４項12目主要成果では154ページになりま

す。 

  まず、そこはなんですけれども、全て体育施

設は指定管理になっていると思うんですけれど

も、その中で指定管理をする中で、欠陥があっ

たものを指定管理にお出しするんですか。ある

程度しっかりしたものを指定管理として出さな

きゃいけないと思うんですけれども、そこら辺

はどういう管理をなさっていますか。 

関 宏之社会教育課長 委員長、関 宏之。 

森 儀一委員長 社会教育課長関 宏之君。 

関 宏之社会教育課長 おっしゃっているのは市

の体育館のことであると思います。御承知のと

おり、市の体育館につきましては３月５日に水

滴が落下してから今現在、今まで利用者の方、

また指定管理者にも大変な御迷惑をおかけして

おりますので、本当に通常の状態で、良好な状

態で提供できないということにつきましては、

大変申しわけなく思っております。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） 課長が体育館と言った

ので体育館のことを言わせていただきますけれ

ども、いまだにまだ終わっておりませんよね。

南東北大会、来年に控えてまして、それもでき

ないような体育館でどうなさるつもりなのか、

非常に私はわからないんですけれども、そこら

辺をある程度しっかりもう対策をしていかない

と、もう工事をやるんならやるとか、ある程度

決めていかないと非常に間に合わないと思いま

すので、ぜひともそこら辺を、もっと決めるん

なら即決断していただいていないと、前も一般
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質問で言いましたとおり、やる方たちは一生に

一回ですよ。一生に一回の大会に全力を注いで

いますので、そこら辺をもっと工面していただ

きたいと思うんですけれども、そういう思いは

３月５日の時点では思っていなかったのかあっ

たのか。どのように考えますか。 

関 宏之社会教育課長 委員長、関 宏之。 

森 儀一委員長 社会教育課長関 宏之君。 

関 宏之社会教育課長 ３月５日時点におきまし

ては、おりませんのでしたのでわかりませんけ

れども、申しわけありません。今後の進め方に

ついてお話しさせていただきますが、９月20日

をもって調査が終了いたします。そのことを受

けまして早急にその対応策を練りまして総務文

教常任委員会、そして全員協議会でも理解を求

めながら早急な対応をしてまいりたいと考えて

おります。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） わかりました。 

  平成28年度にかかることなので、一応これ以

上は言いませんけれども、ぜひ早急な対応をよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  また、体育施設なんですけれども、東山には

相撲場がございますよね。あそこも指定管理に

なっておりますけれども、最近私も行ってきま

したけれども、あそこはすごい状態ですよね。

というのは、もう柱もはげていますし、上のほ

うのベニヤ板もぼろぼろになっています。今の

状態でああいう状態ということは平成27年度も

多分そのままだった。利用状況を見ますと平成

22年から使用者はいませんし、また使用してい

る相撲団体も新庄にはなくなったと聞いていま

すけれども、この前もありましたとおり、ああ

いう施設はやっぱりある程度見直していかない

と。もし誰か小学生とか遊びに行ったとき、も

しかして何かが落ちてくるとか、あとその隣に

トイレもありますけれども、トイレにもやっぱ

りある程度しっかりした措置をしていかないと、

いざ何かあったとき大変だと思いますけれども、

どのように考えていますか。 

関 宏之社会教育課長 委員長、関 宏之。 

森 儀一委員長 社会教育課長関 宏之君。 

関 宏之社会教育課長 相撲場につきましては、

委員おっしゃるとおり平成21年を最後に使用さ

れていないという状況がございます。そのため、

昨年度、市の体育協会と最上地区の相撲連盟と

話しまして、実際最上地区の大会というのは、

猿羽根山の相撲場を現在使用しておりますので、

撤去についてもやむを得ないのではないかとい

う話をしたところでございます。 

  そのため、横のトイレにつきましても、一緒

にできるだけ早く撤去するような形を考えてお

りますが、財政措置等もございますので、財政

課と協議しながら、できるだけ早く廃止するよ

う考えてまいりたいと思っております。 

６ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

森 儀一委員長 佐藤卓也委員。 

６ 番（佐藤卓也委員） わかりました。 

  あそこは結構大きい建物ですし、もし何かあ

ったときに非常にけがをする確率が高いです。

特になければ猿羽根山のほうを使えるんでした

ら、そこら辺は最上広域として十分使えますの

で、そういった考え方も一つありますので、ぜ

ひともよろしくお願いしたいと思います。 

  次に、決算書の91ページになります。２款１

項１目、主要施策の８ページになります。 

  これもそうなんですけれども、先ほど小野委

員もおっしゃったんですけれども、事務事業が

今だんだんふえています。ふえているというこ

とは職員の方にも負担がかかっているというこ

とですよね。その中でも、これは平成26年度で

すけれども、統合・廃止・終了がかなり少なく、

そして事業が拡大しています。これでは職員の

方がますます大変だと思いますけれども、そう

いうことであれば、ある程度しっかりした考え
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を持っていかないと拡大する事業を、それを行

うのは人ですから、そこら辺はしっかり捉えて

いくべきだと思います。 

  ましてや、先ほどからずっと、社会教育課に

質問していますけれども、社会教育課は文化の

ほうとスポーツの面、両方抱えています。これ

は２つの課が合併した、合併というより１つの

課になったんですけれども、余りにも事業数が

多過ぎて、２つのこと一気に１つでやるのは非

常に難しいんじゃないですかね。これからのこ

とを考えますと、そういった意味でも前の社会

教育課が２つに分かれたように、いま一度２つ

に分かれて、文化の面、スポーツの面を分ける

必要があると思いますけれども、いかがですか。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

森 儀一委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 社会教育課の分課のお話でご

ざいます。平成25年度に統合いたしまして、そ

の際職員数の規模から見て統合したほうが仕事

の連携からしてもよろしいのではないかという

ことで平成25年度に統合したということでござ

います。 

  確かに仕事面で非常にタイトであるという現

実も承知してございます。それがすなわちすぐ

分課ということになるのか、もしくは職員数ま

たは嘱託職員であるとか、いろんな方策をとり

ながら今の事務事業と連携を図れる状況という

のが、ひとつ大切な今の社会教育課のお話でご

ざいますので、教育委員会とも協議させていた

だきたいと思います。 

森 儀一委員長 ここで暫時休憩いたします。 

 

     午後２時４８分 休憩 

     午後２時４９分 開議 

 

森 儀一委員長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

散      会 

 

 

森 儀一委員長 以上をもちまして、本日の審査

を終了いたします。 

  次の決算特別委員会は９月20日火曜日午前10

時より再開いたしますので、御参集願います。 

  本日はこれで散会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後２時５０分 散会 
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決算特別委員会記録（第３号） 

 

 

平成２８年９月２０日 火曜日 午前１０時００分開議 

 委員長 森   儀 一     副委員長 奥 山 省 三 

 

 出 席 委 員（１７名）   

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   叶  内  恵  子  委員 

  ４番   小  関     淳  委員     ５番   山  科  正  仁  委員 

  ６番   佐  藤  卓  也  委員     ７番   今  田  浩  徳  委員 

  ８番   清  水  清  秋  委員     ９番   遠  藤  敏  信  委員 

 １０番   奥  山  省  三  委員    １１番   小  野  周  一  委員 

 １２番   髙  橋  富 美 子  委員    １３番   下  山  准  一  委員 

 １４番   新  田  道  尋  委員    １５番   森     儀  一  委員 

 １６番   石  川  正  志  委員    １７番   小  嶋  冨  弥  委員 

 １８番   佐  藤  義  一  委員 

 

 欠 席 委 員（１名） 

  ３番   星  川     豊  委員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 小 野 茂 雄 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 田 宮 真 人 

市 民 課 長 加 藤 美喜子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 佐 藤 信 行 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 井 上   章 

健 康 課 長 小 松   孝  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 渡 辺 安 志  都 市 整 備 課 長 土 田 政 治 

上 下 水 道 課 長 松 坂 聡 士  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 伊 藤 洋 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 荒 川 正 一  学 校 教 育 課 長 齊 藤 民 義 

社 会 教 育 課 長 関   宏 之  監 査 委 員 大 場 隆 司 
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監 査 委 員 
事 務 局 長 髙 山   学  選挙管理委員会 

委 員 長 矢 作 勝 彦 

選挙管理委員会 
事 務 局 長 滝 口 英 憲  農 業 委 員 会 

会 長 職 務 代 理 髙 橋   眞 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 荒 澤 精 也    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 森   隆 志  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 沼 澤 和 也  主 査 早 坂 和 弥 

 

本日の会議に付した事件  

 

議案第５４号平成２７年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５５号平成２７年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５６号平成２７年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５７号平成２７年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５８号平成２７年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５９号平成２７年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６０号平成２７年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６１号平成２７年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６２号平成２７年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 
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開      議 

 

 

森 儀一委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は17名です。欠席通告者

は星川 豊委員の１名であります。 

  これより９月16日に引き続き決算特別委員会

を開きます。 

  なお、本日は農業委員会より会長職務代理者

髙橋 眞君が出席しておりますので、よろしく

お願いいたします。 

  初めに、審査に入る前に９月16日にも申し上

げましたが、再度確認のため本委員会の進行に

関しての主な留意点を申し上げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。質疑は答弁を

含め１人30分以内といたします。質問の際は、

決算に関する資料の名称とページ数、款項目、

事業名などを具体的に示してから質問されるよ

うお願いいたします。 

  また、会議規則第116条第１項に、発言は全

て簡明にするものとして、議題外にわたり、ま

たはその範囲を超えてはならないと規定してお

りますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げました点について特

段の御理解と御協力をお願いいたしまして、た

だいまから審査に入ります。 

 

 

議案第５４号平成２７年度新庄市

一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

 

森 儀一委員長 16日の審査に引き続き、議案第

54号平成27年度新庄市一般会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  それでは、一般会計の歳出について質疑あり

ませんか。 

４ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

森 儀一委員長 小関 淳委員。 

４ 番（小関 淳委員） おはようございます。 

  確認しようかしまいか迷ったところですが、

１点だけきょうさせていただきます。 

  早速いきたいと思います。 

  決算書105ページ、２款総務費１項の地域活

性化・地域住民生活等緊急支援費の中で、備考

欄で真ん中よりちょっと上にあります子育て支

援米購入助成費、約2,000万円近くの数字が上

がっていますが、その簡単な経緯と経過、引き

かえ券でやったと思いますので、その引きかえ

率等を教えてください。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

森 儀一委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 おはようございます。 

  子育て支援新庄産米の地産地消推進事業でご

ざいますが、これは18歳以下の方、お子様がい

る世帯に山形県産の米を支給し、経済負担の大

きい子育て世帯への支援とあわせて年々消費の

落ち込む米の消費拡大と地産地消を目的に進め

たものでございます。 

  また、あわせて食育促進を図る観点から御飯

に合うおかず等のレシピ冊子を作成しまして対

象となる世帯に配布したところでございます。 

  米引きかえ券の交付枚数ですが、6,061枚で

引きかえ使用された枚数が5,685枚、その使用

率としましては93.8％ということでございまし

た。実施したのが５月末から７月末までの暑く

なる前の、いわゆる夏になれば冷たいものが食

べたくなるような、その直前を狙って、短期に

消費喚起を図ったところでございます。 

  そのうち、新庄産米の在庫がなかなかないと

いうようなことで山形県産まで拡大したところ

でございますが、このうち新庄産米の引きかえ

が2,002枚ということで35.2％ということで、
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主には山形県産はえぬきを使用してございます。 

  米引きかえ券は対象者児童生徒１名につき１

枚ということでお配りしたわけでございますが、

この使用率から見ますと経済負担軽減と米の消

費拡大と地産地消の目的が達成されたものと評

価してございます。以上でございます。 

４ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

森 儀一委員長 小関 淳委員。 

４ 番（小関 淳委員） 本当に子育てを懸命に

頑張っている世帯にとっては非常にありがたか

ったと思います。 

  ただ、米を流通されているというか、つくっ

ている生産農家にとっては、もう少し地元産米

の割合が多かったら、もっと地産地消という観

点からいえばよかったのかなと思います。そう

いう事業を本年度は、なぜ継続しなかったんで

しょうか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

森 儀一委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 これは国の地方創生の消費喚

起ということでの事業でございまして、財源の

内訳10割が国の交付金ということで、これを活

用させてもらったということもありまして、な

かなか市単独でということは厳しさもあります

ので、そんなことで平成27年度限りということ

になりました。 

  また、地元の新庄産米の消費割合ですが、市

内のＪＡ、あるいは米を取り扱う米穀店に在庫

状況を確認しますと、意外と新庄産が手元にも

うなかったということで最大交換したのが、こ

の35.2％という数字になっておりまして、いわ

ゆる消費嫌いされてこの数字ではなかったとい

うことを申し上げておきます。以上です。 

４ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

森 儀一委員長 小関 淳委員。 

４ 番（小関 淳委員） 地元産米を利用してい

ただくということには限界があったと、状況的

に限界があったということですよね。私として

は、非常に子育て世帯に有効であったのではな

いかなと本当に思っております。ですからこと

しも、また来年も続けていただきたかったなと

いう思いはあります。 

  あと、その支援米の引きかえ券について伺い

たいんですが、実は私の市議仲間というか、全

国にいて、うちでは地方創生の緊急のお金で何

をしたという話題になったときに、うちでは支

援米をといったら、ああよかったねえと非常に

評価ももらったんですけれども、ある議員から

引きかえ券に市長名が入っているのはどうなの

という話が出ました。前もって私、その話をし

たんですけれども、その引きかえ券に市長名が

入った経緯というのを、ちょっと教えていただ

けますか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

森 儀一委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 その引きかえ券の発行元を証

明するという意味で入れたと思われます。以上

です。 

４ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

森 儀一委員長 小関 淳委員。 

４ 番（小関 淳委員） もう少し経緯を詳しく

教えてほしいんですけれども、通常市長名は入

れることはないと、市長名というか首長名は入

れることはないという話でした。もう一度詳し

く、なぜ入れたのか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

森 儀一委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 金券に近いものでございます

し、発行の責任者という意味で当然入れるべき

という認識のもとに入れました。 

４ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

森 儀一委員長 小関 淳委員。 

４ 番（小関 淳委員） では、以前からの話で

すけれども、ほかの何か引きかえ券で市長名が

入ったことはありますか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 
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森 儀一委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 この事業、初めての取り組み

でございまして、これまでそういった引きかえ

券というものを農林課としては発行したことが

ございません。引きかえ券という形で一旦窓口

を構えて、そこで、これですよという形でギフ

ト券みたいなものと交換する。つまり厳密にい

えば通知をして来てもらって券を配るという方

法はルールとしては正しいのかなと思います。

しかし、通知をして、市役所の窓口に来て、こ

れが引きかえ券ですよという形の手間をですね、

お互いにその辺は省略するということで、届い

た通知とあわせて引きかえ券で即加盟店で交換

できるというシステムにしたところでございま

す。 

４ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

森 儀一委員長 小関 淳委員。 

４ 番（小関 淳委員） 農林課に限らず、ほか

の事業で引きかえ券のようなものを発行した場

合、市長名が載ったか載っていなかったか、お

願いします。 

小野茂雄総合政策課長 委員長、小野茂雄。 

森 儀一委員長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 以前に同様の引きかえ券

的なものがあったかどうかということは、記憶

にございませんけれども、お米屋さんからその

引きかえ券を精算するに当たって、会計処理す

る上でやはり必要なのかなと思います。以上で

ございます。 

４ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

森 儀一委員長 小関 淳委員。 

４ 番（小関 淳委員） 会計処理上必要なのか

なということでした。全国の自治体で首長名を

そういう引きかえ券等々に入れるということは

非常にレアなケースだということを伺いました

が、そういう認識についてはどうでしょうか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

森 儀一委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 先ほども申しましたが、その

引きかえ券の発行の責任者という意味合いがご

ざいましたので、そのレアとか例がないという

感覚はございませんでした。 

４ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

森 儀一委員長 小関 淳委員。 

４ 番（小関 淳委員） わかりました。 

  なぜレアかというと、県の選挙管理委員会に

確認しましたところ、首長名を載せるというの

は違法ではないそうです。しかし、非常にグレ

ーであるということが公選法の逐条解説に載っ

ているそうです。前に県の事業でそういう引き

かえ券のようなものを発行した際に知事名を載

せるか載せないかということで議論になったこ

とがあるそうです。その際には、非常にグレー

であるから知事名を載せることはやめたそうで

ございます。そういうことも認識した上での決

定だったのでしょうか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

森 儀一委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 公選法までの把握をしており

ませんでした。そういったグレーなところがあ

るとすればですね、今後そういった発行が、い

わゆる引きかえ券的なものが、今後そういった

事業があるとすれば、またそこら辺を参考にさ

せていただきながら諸法をひもといて確実な、

より適切と申しますか、疑いのかからないよう

な方法を模索していきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

４ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

森 儀一委員長 小関 淳委員。 

４ 番（小関 淳委員） 非常にいい事業だと思

いますので、今後子育て支援ということで何か

そういう引きかえ券をするような事業になった

場合に、ぜひそういうグレーと思われるような

ことはなさらないように関係機関に確認をして

問題の起こらないような流れをもって進めてい

っていただきたいと思います。 
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  この平成27年度決算の、こういういい事業だ

ったなということですけれども、今後こういう

子育て支援を充実させていくようなことは考え

ていらっしゃいますか。農林課に限らずでござ

います。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

森 儀一委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 今後の

子育て支援の拡充というようなことでございま

す。今お話しになられました現物支給的なもの、

そういったものも含めてさまざまな分野で取り

組む覚悟でございます。以上です。 

４ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

森 儀一委員長 小関 淳委員。 

４ 番（小関 淳委員） わかりました。 

  定住促進という観点からも、非常に子育ての

さまざまな支援策というのは今後重要になって

くると思います。ぜひその辺を充実させていた

だいて、子育てするなら新庄市となるような流

れをつくっていただければと思います。終わり

ます。 

森 儀一委員長 ほかにございませんか。 

１２番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

森 儀一委員長 髙橋富美子委員。 

１２番（髙橋富美子委員） おはようございます。

よろしくお願いします。 

  それでは、決算書の93ページなんですが、２

款総務費１項総務管理費１目の一般管理費の中

の職員研修事業費、成果表の４ページなんです

けれども、その中で⑵職員研修の実施とありま

して、平成27年度に新規に実施した研修という

ことでＡＥＤ研修が記載されております。今回

新規ということなので、何名の方が平成27年度

受講されたのか、またこれまで何名の職員の方

がこの研修を受けられたのかお伺いしたいと思

います。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

森 儀一委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 ＡＥＤ研修につきましては、

従前髙橋委員のほうからも御指摘をいただいた

経過があったかと思います。昨年、そのＡＥＤ

研修を実施いたしまして、参加者20数名であっ

たと思いますが、そのほかに指定管理者等にも

お声がけをさせていただきながら、指定管理者

の方々もそれぞれ事業主としてのＡＥＤ研修を

されているという状況でございます。 

  これについては、定期的にＡＥＤ研修につい

ては計画してございますので、その点御理解い

ただきたいというふうに思います。 

１２番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

森 儀一委員長 髙橋富美子委員。 

１２番（髙橋富美子委員） 指定管理者の方もと

いうことなんですが、実際この職員の中では合

計するとやっぱり20数人だということでしょう

か。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

森 儀一委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 ただいま手元に正確なＡＥＤ

の研修参加者の資料がございませんけれども、

施設管理の担当もしくは窓口関係の職員にはＡ

ＥＤの研修について、必ず研修するようにとい

うことで通知をさせていただいてございますの

で、そういった意味では優先的にそういった

方々からさせていただいたということでござい

ます。 

１２番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

森 儀一委員長 髙橋富美子委員。 

１２番（髙橋富美子委員） そうしますと職員の

方ということなんですが、本当に大事な取り組

みだと思うので、非正規の方の受講については

考えてらっしゃいますか。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

森 儀一委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 まずは窓口対応、それから体
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育関係、そういったところの職員を対象にさせ

ていただきました。まだ実績としてそう多くや

っているわけではございませんが、そういった

対象、優先するべき対象のところと一緒にです

ね、今後についても嘱託職員、臨時職員につい

ても検討させていただきたいと思います。 

１２番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

森 儀一委員長 髙橋富美子委員。 

１２番（髙橋富美子委員） 今、ＡＥＤは本当に

公共施設を初め病院、また会社関係とか本当に

いろいろなところで目につくようになりました。

市民もこのＡＥＤを使えることになって10年ち

ょっとなると思うんですけれども、実際その場

になったときに使えるかというと実際市民の方

が携わったというのは、わずか3.7％ぐらいし

かなかったと記憶しております。急な突然死で

年間７万人ぐらいの方が亡くなるというように

も聞いております。実際ＡＥＤの講習を受けて

いる方・受けていない方では、やはりそのとき

の状況にどう判断、自分がやれるかというのは

とても迷いがあると、出てくるんじゃないかな

と思います。助かる命も助からないということ

も出ているわけです。 

  なので、本当に今後も計画的に実施していく

ということ、今課長のお話にもありましたので、

ぜひ本当に市民の命を守るために正規・非正規

にかかわらず、できるだけ多くの方に研修をし

ていただきたいなと思いますので、よろしくお

願いします。 

  続きまして、成果表になるんですけれども、

６ページ、⑶に行政課題の解決を図る組織体制

づくりということで、その中に女性の活躍推進

法に基づく特定事業主行動計画を策定し、女性

職員の活躍推進に向けた取り組み、指導的役割

を担う女性職員をふやす取り組みを進めること

としたと載っております。このことについて具

体的に説明をお願いいたします。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

森 儀一委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 女性活躍推進法を受けまして

昨年度末で新庄市特定事業主行動計画を策定し

てございます。その中で特に女性の活躍の促進

をするためといたしまして、実は目標数値を掲

げてございます。特に指導的役割を担う５級、

６級の職員のうち、女性職員の割合を30％目標

にということで、その目標数値を掲げてござい

ますが、全体の男性と女性の職員割合、大体４

対６ぐらいで男性が６、女性が４、135～136人

だったと思いますけれども、平均的にそのレベ

ルまでは持っていきたいという思いはございま

すが、現在のところ、まだ21～22％でございま

すので、これを30％に何とか引き上げたいとい

うことでございます。実際にはいろんな研修で

ございますけれども、やはりやる気の問題とか

が大変ありますし、また職場環境自体の問題も

ございます。そういったところを一つ一つ解決

しながら目標達成に向けていきたいと考えてい

るところでございます。 

１２番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

森 儀一委員長 髙橋富美子委員。 

１２番（髙橋富美子委員） わかりました。 

  21から22％ということで、本当に30％に向け

て努力をしていただきたいと思います。今後や

はり少子化ということで人口減少が進んで労働

力の不足が懸念されております。女性に対する

期待も大変大きく高まると思いますので、積極

的に女性職員の活躍推進に向けて取り組みをお

願いしたいと思います。 

  続きまして、決算書の121ページ、３款民生

費１項社会福祉費３目の障害者福祉費の重度身

体障害者移送サービス助成事業費、これは成果

表の60ページになります。ここ数年の交付枚数

に対しての使用率なんですが、30％から40％の

推移のようです。この理由をどのようにお考え

でしょうか、お伺いします。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、
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佐藤信行。 

森 儀一委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長佐

藤信行君。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 重度身体

障害者移送サービス事業の助成券のことでござ

いますけれども、確かに今年度もこの成果表見

てみますと34％の使用率、前年が41.2％でござ

いました。そういう意味ではなかなか進んでい

ないという状況がございます。 

  その理由でございますけれども、まず本格的

には確認しておりませんが、１回の利用につき

２枚しか使えないとか、そういうちょっと制限

がございます。それから全体としてやはり十分

な枚数ではないのかなというところもまたござ

います。そういったことから利用がちょっと少

ないのかなと考えているところでございます。

以上です。 

１２番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

森 儀一委員長 髙橋富美子委員。 

１２番（髙橋富美子委員） 今の課長の答弁にも

ありますけれども、使い勝手ということについ

て、やはりこの重度身体障害者の方、年齢的な

こともあるし、さまざま状況は個人個人違うと

思うんですが、ある方が、まだ若い方なもので

すから、やっぱり自宅に帰りたい、そういうと

きに、やっぱりこの枚数ですと本当に自己負担

が大変多くなってくるということで、本当にこ

れからどうしようかなという声もありました。

先ほどもありましたように、なぜ使われないの

か。30％、40％、残りは残ってしまうというこ

とになるんですけれども、ぜひ目いっぱい使え

る、使えるにはやっぱり限りがあると思うので、

内容的な条件をもう少し使い勝手のいいように

利用券をふやしていただくとか、内容をもっと

精査していただいて、今後使いやすいサービス

券であるようにお願いしたいと思います。 

  それでは、続きまして決算書の133ページ、

４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費

の中の女性特有のがん検診推進事業費、またが

ん検診推進事業費、これは成果表の82ページ・

83ページになります。 

  がん検診の推進事業ということで表にも載っ

ていますけれども、前年度、平成26年度の子宮

頸がん検診の受診率は9.6％でした。平成27年

度は10.1％、若干ふえております。乳がんの受

診率は平成26年度は37.1％でした。平成27年度

には29.5％に減っております。ここで、子宮頸

がんの検診目標は20％、また乳がんの検診目標

は50％となっております。無料クーポン券の配

布もしておりますが、この検診受診の促進は、

どのように図られているのかお願いしたいと思

います。 

小松 孝健康課長 委員長、小松 孝。 

森 儀一委員長 健康課長小松 孝君。 

小松 孝健康課長 がん検診無料クーポン券の事

業でございますけれども、この事業につきまし

ては、がん検診を受診する一つのきっかけとし

て取り組んでいる事業でございます。具体的に

は子宮頸がん、また乳がん、大腸がんの無料ク

ーポン券を配布しまして、対象それぞれ20歳、

40歳、40歳から５歳刻みで実施しているところ

であります。女性特有のがんということで、ま

ず子宮頸がん検診でございますけれども、対象

が20歳ということで検診すること自体がなかな

か恥ずかしいとか、また病院に行くだけで恥ず

かしいというのが今の現状であります。そうい

うこともありまして、対策としましてはお母さ

んと一緒にできるような受診を勧めているとこ

ろでございます。そのようなパンフレットを成

人式のときに配布して、こういう形で率を上げ

ていきたいと考えるところでございます。 

  あと、また乳がん検診でありますけれども、

40歳のときに無料クーポン券を配布しておりま

すけれども、残念ながら７％程度減少している

ところでした。 

  このことに関して検診センターに確認してみ
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ましたら、最近職場でがん検診を受けていると

いう、協会けんぽの加入の職場もふえていると

いうことでの影響もあるのかなというような話

も承っております。これらも含めまして、がん

検診については、さまざまな機会、電話での勧

奨も実施しておりますし、特定健診の受診率を

上げるために今電話で勧奨しておりますが、そ

れとあわせてがん検診の受診のお勧めをしてい

るところでございます。 

１２番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

森 儀一委員長 髙橋富美子委員。 

１２番（髙橋富美子委員） ありがとうございま

す。 

  先ほどの課長の答弁の中に10代の方の受診率

本当に少ないんですね、やっぱりね。お母さん

と一緒にできるような受診の試みということな

んですけれども、実際受診された方はいらっし

ゃるんですか。 

小松 孝健康課長 委員長、小松 孝。 

森 儀一委員長 健康課長小松 孝君。 

小松 孝健康課長 話によりますと、やっぱりお

母さんと受診している方もいらっしゃいます。

ここの率を上げるためには、まずお母さんの子

宮がん検診とか乳がん検診の啓発を先に進める

必要も、その部分の受診率を上げることによっ

て、この20歳代の方の検診の率を上げることが

できるのかなと考えているところです。 

１２番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

森 儀一委員長 髙橋富美子委員。 

１２番（髙橋富美子委員） 大腸がんのほうに移

りますけれども、40代から５歳刻みにありまし

て、60代が一番多くて35.8％となっております。

40代・50代の方に、もう少し検診を促進できる

ような何か新たな取り組みを考えておられます

か。 

小松 孝健康課長 委員長、小松 孝。 

森 儀一委員長 健康課長小松 孝君。 

小松 孝健康課長 大腸がん検診につきましては、

40歳から５歳刻みで無料受診券を配布している

ところではありますけれども、傾向としまして

は若い世代の受診率が低いというような傾向が

ございます。この要因としましては、勤務先に

かかわらず無料受診券を配布しておりますけれ

ども、職場で受診されている方も実際はあるの

かなというようにも捉えているところでありま

す。 

  このがん検診関係全体に関することなんです

けれども、市民の方の健康とか受診に関する関

心を高めるということが全体の率を上げる手法

と考えておりますので、特定健診の勧奨をやっ

ておりますけれども、それとあわせて、お一人

お一人に説明する手法と全体に申し込み時のパ

ンフレットを工夫をするとか、そういうことで

対応していきたいと考えております。 

１２番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

森 儀一委員長 髙橋富美子委員。 

１２番（髙橋富美子委員） 受診率を向上支援も

がんの早期発見また早期治療につながるように

お願いしたいと思います。ここでやっぱり検診

することによって医療費の抑制にもだんだんつ

ながってくると思いますので、未受診者対策に

さらなる取り組みをお願いしたいと思います。 

  続きまして、決算書の174ページ、10款教育

費１項教育総務費３目の教育指導費の不登校適

応教室指導事業費、成果表の136ページになり

ます。不登校適応教室等指導事業載っておりま

す。小中学校での現在の不登校の児童生徒数を

お願いします。 

齊藤民義学校教育課長 委員長、齊藤民義。 

森 儀一委員長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 現在大体30名程度なんで

すが、平成25年度で30名、26年度は28名、27年

度は32名という経過になっております。 

１２番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

森 儀一委員長 髙橋富美子委員。 

１２番（髙橋富美子委員） 今人数お聞きしたん
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ですけれども、不登校に入らないというか、準

不登校というんでしょうか、15日から30日未満

の方を準不登校と呼ぶそうなんですけれども、

そういった方の掌握はされていますか。 

齊藤民義学校教育課長 委員長、齊藤民義。 

森 儀一委員長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 毎月、各学校のほうから

不登校傾向児童欠席等について上げていただい

ております。平成25年度については47名ほど、

26年度については41名ほど、27年度については

57名ほどという人数になっているところでござ

います。 

１２番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

森 儀一委員長 髙橋富美子委員。 

１２番（髙橋富美子委員） 結構な数がいるんで

すね。ちょっと改めて思ったところです。 

  不登校のきっかけはさまざまあると思うんで

すけれども、中でもどういったことが一番、そ

の不登校になるきっかけというのは変ですけれ

ども、お伺いしたいと思います。 

齊藤民義学校教育課長 委員長、齊藤民義。 

森 儀一委員長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 いろいろございます。や

はり一概にこれというのはございませんが、そ

れぞれ学校でのトラブル等もありますし、ある

いは家庭での環境からくるというものもござい

ますし、あるいは本人の精神的な面で、なかな

か各学校に行けなくなるということもあるよう

でございます。 

１２番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

森 儀一委員長 髙橋富美子委員。 

１２番（髙橋富美子委員） 事務事業評価の中で

教育相談員の方についてですが、さまざまな対

応ということは本当にその一人の人に寄り添っ

ていることでいろんな負担がふえているという

状況を伺いました。去年も、前年度も同じよう

な今後改善ということをされているようなんで

すけれども、どのように改善を考えていられま

すか。 

齊藤民義学校教育課長 委員長、齊藤民義。 

森 儀一委員長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 やはり教育相談員３名を

配置しているわけですが、各学校あるいは保護

者からの相談等もふえているところです。平成

27年度284件の相談と、不登校にかかわらずで

すが、いろんな面での御相談件数があったと報

告されているところです。 

  今年度、県庁のほうからＳＳＷ、家庭環境に

かかわるスクールソーシャルワーカーというの

が新庄市に派遣されております。そういった面

で各学校の実態把握をしながら対応をしていく

ということ、それから各学校にスクールカウン

セラーも配置しております。スクールカウンセ

ラー等との相談等も各学校のほうにお願いをし

ながら、そういった子供さんあるいは保護者も

含めて対応をとらさせていただいているところ

でございます。 

１２番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

森 儀一委員長 髙橋富美子委員。 

１２番（髙橋富美子委員） ありがとうございま

す。 

  夢を持ち元気で才能豊かな命輝く新庄っこを

育成するために教育現場、家庭を初めさまざま

なチームが一丸となって、さらなる取り組みを

お願いしたいと思います。以上で、終わります。

ありがとうございます。 

森 儀一委員長 ほかにありませんか。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

森 儀一委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） それでは、私、２点ほ

どお伺いします。 

  127ページ、３款民生費２項児童福祉費、わ

らすこ広場管理運営事業についてと、もう一点

は186ページ、10款教育費４項５目市民文化会

館、あわせて主要成果説明に関する説明書の

143ページについてお伺いいたします。 
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  それでは、127ページのわらすこ広場につい

てお伺いしたいと思います。成果表にもござい

ますけれども、大変使い勝手がよくて利用率も、

きのうの決算特別委員会にもわらすこ広場の件

について説明受けたんですけれども、かなり数

字が伸びている理由は、まず何でしょうか。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

森 儀一委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 わらす

こ広場の利用状況、そちらの伸びの原因という

ようなことだと思うんですが、先日もお話をさ

せていただいたとおり、平成28年の２月になる

んですが、国の財源を使わせていただいて新た

な中型遊具を２台導入したというようなところ

が一番大きいのかなと思います。 

  あと、わらすこ広場、わらすこワンダーラン

ド初めさまざまな事業展開をしてございますが、

その事業の内容が大分知れ渡ってきているのか

なということも考えております。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

森 儀一委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） まさにそのとおりだと

私も思います。やはりあそこは平成12年にオー

プンした山形県でも最初のそういった屋内型施

設で、公共機関がやったというようなことが画

期的で、その波及が県内どこの市町村にもあっ

て、新庄市以上のものをつくろうというような

各地の動きが出たきっかけになったであろうか

と思います。 

  それから、ずっと子供さんたち大変利用して

好評なんですけれども、同じ遊具だと飽きるん

ですね。外国製の遊具導入を最初にしたとき、

えらい金額だったんですが、しかし、劣化して

おり、非常に子供さんも飽きてきた、かえなけ

ればならないんではないかなというようなこと

を申し上げたところ、国のそういったものを利

用してかえたら伸びたということで非常によか

ったなと大変評価するんです。ですから、やは

りこういうものも同じものをずっと続けていく

とどうしても飽きというのが見られる。子育て

支援も大事な市の事業ですので、やはりある程

度何年かごとには新しい遊具を導入する施策を、

ぜひ取り入れてもらいたいと思います。 

  あそこの利用者数が４万2,256人というのは、

すごい人数、入り込みなんですね。表にもあり

ますけれども新庄市以外の方も利用するという

ようなことで、非常に大事な公共施設であると

ともに新庄市の事業としては大事なわけであり

まして、あとあそこ見ますとわらすこのいろん

な支援事業のほかにあそこでは将棋の道場もや

っていますね。聞くところによりますと、あそ

この将棋の道場の一角は市で負担することなく

事業主が将棋の普及のためにやっているという

ようなお話ですけれども、事実はそうなんでし

ょうか。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

森 儀一委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 あそこ

のフロア全体をお借りしているわけではなく、

今わらすこ広場として活用している以外の部分、

そこについてはあそこの管理会社の持ち物です

ので、おっしゃるとおりだと思います。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

森 儀一委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） そういったことで、あ

そこの事業をやっている方も自分の好意でやっ

ている、非常に広いフロアで、あそこの賃借料

1,900万円ぐらいのお金が云々というお話をさ

れた方もおりますけれども、あそこは決してお

金にかえられない施設ではないかと思うんです。

あそこ開設するとき、あそこに明かりをつける

ことが中心商店街の活性化にもつながるという
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ような首長の思いも確かにあったはずでありま

すので、ぜひやはりこういったこと、費用対効

果ももちろん気にしなければならないと思いま

すけれども、こういった公共に資するものは、

やはり今後ともひとつ行政のほうでも前向きに

進めていってもらえれば大変ありがたいなと思

います。私はこの事業、評価いたしますので、

今後とも努力をしてもらいたいなと思っており

ます。 

  それでは次、文化会館でございます。成果表

にもございますけれども、８万1,131人の利用

客があるというようなことで、非常に有意義な

施設であるわけであります。そういう点、あそ

こ見ますと、これだけの多くの方が利用するト

イレなんですね。建設以来洋式のトイレはなか

ったのですが、成果表を見ますと大ホール女子

トイレ洋風化したということでございますけれ

ども、そういった一般市民の利用するところの

トイレの洋風化というのはどういうふうにお考

えなんでしょうか。 

関 宏之社会教育課長 委員長、関 宏之。 

森 儀一委員長 社会教育課長関 宏之君。 

関 宏之社会教育課長 委員おっしゃるとおり大

変ああいう大規模な施設においては、トイレと

いうのは大変重要な役割を果たすと考えており

ます。今現在大ホール脇のトイレが洋風になっ

ておりますが、このたびの９月補正では入り口

のほうのトイレも洋風化したいということで補

正要求を上げさせていたただく予定となってお

ります。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

森 儀一委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） 約８万2,000人の方が

利用して、中には高齢者の方もおるわけで、洋

風化トイレはあそこのところの入り口だけでな

くて、一般市民が利用する並んでいるところの

トイレもやはり今後とも利用者をふやすために

も洋風化は大事でないかなと思います。これ指

定管理者なってから、いろんな事業を手広くや

っておって非常に指定管理者指定の成功例の一

つの新庄市のパターンではないかなと思ってお

ります。宝くじ事業を積極的にやったりいろん

なことをやって、あそこのキャパ、１回の事業

で1,000人集めるというような事業が大変なわ

けでありますので、ぜひともそういった使い勝

手のよいトイレというのはやはり願いですけれ

ども逆に一番大事なところではないかなと思い

ますので、今後ともひとつ整備を重点的にやっ

ていただきたいなと思っております。 

  新庄市民だけでなくて、やはり最上郡の皆さ

んが市民文化会館に来て使って、例えばあそこ

のステージの上に立っていろんな事業を催すと

いうようなことも喜びを感じる方々が非常に多

いわけでありますので、音響とか照明も年期を

かけて整備しておりますので、今度はトイレも

いいんではないかなと思いますので、よろしく

お願い申し上げます。とともに、あそこの駐車

場ですが、イベント、行事等ありますと今車で

来ます。雨なんか降った場合の駐車場が非常に

でこぼこといいますか、非常に不都合な部分が、

築年数もたっているわけで、雨水もたまってい

て、降ったとき車をとめるとき大変難儀する部

分かなりあるわけですので、そういった意味で

さらにあそこの施設を利用して文化的に活動す

るためには駐車場の整備が、これも欠くことが

できないと思うんですけれども、その辺の計画

的なものはどうお考えですか、お伺いしたいと

思います。 

関 宏之社会教育課長 委員長、関 宏之。 

森 儀一委員長 社会教育課長関 宏之君。 

関 宏之社会教育課長 駐車場につきましても、

今現在大変でこぼこな状態であるということを

認識しております。文化会館の指定管理者とも

できるだけ早く修繕を行いたいという形で話を

しておりまして、中期財政計画にも載っており

ますので、計画的に整備を図ってまいりたいと
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考えております。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

森 儀一委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） わかりました。 

  ぜひですね、厳しい財政の中でありますけれ

ども、やはり市民のよりどころになるというと

ころは、やはり重点的な事業として今後とも精

査していただければありがたいと思います。終

わります。 

森 儀一委員長 ほかにありませんか。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 質問をさせていただき

ます。決算書の99ページ、２款１項のまちづく

り応援基金積立金なんですが、これはどのよう

な内容のものであるかお伺いします。 

小野茂雄総合政策課長 委員長、小野茂雄。 

森 儀一委員長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 お答え申し上げます。 

  まちづくり応援基金につきましては、ふるさ

と納税の収入をやりくりするという一連の中で、

歳入としてこの決算書の中では１億7,000万円

何がしという金額が入ってまいりました。それ

から、今までふるさと納税を積み立ててきた利

子が今回決算書に記載されているとおり入って

まいりました。２万円幾らですけれども、それ

を合算して基金に繰り出す。つまり基金に積み

ますよという歳出の行為になってまいります。

以上でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） わかりました。この載

っているところが地方創生のものとかかわって

くるのかなと勝手に思ってしまったものですか

ら、まずお伺いをさせていただきました。内容

はわかりました。ありがとうございます。 

  次になんですが、成果表の９ページの地域づ

くり支援モデル事業と地域づくり推進交付金に

よる事業についてお伺いしたいと思います。 

  成果表の中の最初の３ページの定員管理のほ

うを見ると市がスリム化を目指して職員数の適

正化を、計画的に検証させていただいているこ

の計画をよく見ますと、とても実行率が高く、

類似団体と比較しても新庄市が174団体の中で

上位10位に入っているのを見て大変な努力をし

ていらっしゃるなということがわかりました。 

  ですが、やはり人口減少と、あと増大するさ

まざまな行政対応をしなければいけない内容を

考えると、どうしても企業と市民と行政が協働

していく社会というのを本当に実現していかな

いとなかなか難しいのだろうなと改めて思って

おりました。 

  その中で成果表の９ページにある地域活性化

の先行型の交付金による事業が平成27年度から

展開されているんですが、昨年のモデル地区２

地区だったところが６地区にふえていることは、

本当にこれはすばらしいなと思っていたんです

が、これが地域づくり、このモデル事業を始め

て次のステップとして地域づくりの推進の事業

に進んでいくということになっていくと思って

見ているんですが、このところで交付地区が去

年の１地区が入っていないなと思いまして、こ

れはどういった理由だったのかなと思いました

ので伺います。 

小野茂雄総合政策課長 委員長、小野茂雄。 

森 儀一委員長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 昨年の１地区というのが

わからなかったので教えていただけますでしょ

うか。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 昨年のモデル地区の２

地区が万場町３町連合会と常葉町町内会だった

と記載がされていて、それが本年度、次のステ

ップに進んでいくのが地域づくり推進交付金の

対象となっている事業なのかなという理解をし
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たんですが、それが交付地区が５地区になって

いて、去年の交付地区が４地区だったんですね。

その４地区の金沢地区連合町内会、御堀端自治

会、角沢地区連合会、鉄砲町町内会、４地区そ

のまま本年度に残ってるんですが、そこに２地

区加算されてしかるべきなのかなと思ったんで

すが、それが１地区抜けているなんていうこと

があったので、どういった理由だったのかなと

思いまして質問しました。 

小野茂雄総合政策課長 委員長、小野茂雄。 

森 儀一委員長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 交付金事業につきまして

は、まず地域づくりの課題を整理するという事

業、それから交付金事業ということで進んでい

くわけなんですけれども、毎年交付申請してい

ただきます。それで今年度はどういうことをす

るかということで継続的にするところもござい

ますし、昨年した内容とは違った形でするとい

うところもあると思います。それから、一旦こ

としちょっとお休みして、また来年度に向けて

というところもあるかと思いますので、必ずし

も継続して事業を行うということではないこと

になります。以上でございます。 

森 儀一委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

    午前１０時５７分 休憩 

    午前１１時０７分 開議 

 

森 儀一委員長 それでは、休憩を解いて再開い

たします。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） そうしますと、昨年入

っていたのが常葉町町内会とすると今回地域づ

くり推進交付金のモデル事業のほうに申請がで

きないというか、しない理由というか、そうい

ったものは町内に入ってお話をされているので

しょうか。 

小野茂雄総合政策課長 委員長、小野茂雄。 

森 儀一委員長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 地域づくり支援のモデル

事業ということで課題整理をする段階から当課

の地域支援室の職員が相談に乗っておりまして、

地域の中に入っていったりしております。あと、

職員地域担当制による職員も入って折あるごと

に聞くということもしておりますし、中にはそ

の事業の展開をする中で組み立てる、常に関与

している方もいらっしゃいます。以上でござい

ます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） わかりました。この地

域づくり、最初の支援モデル事業が平成27年度

が６地区で、また次がふえていくのでしょうか。 

小野茂雄総合政策課長 委員長、小野茂雄。 

森 儀一委員長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 今の段階で当然新たに地

区が入ってまいりますと、当然交付金事業も対

象とする地区がふえてきます。それについては、

今のところ同じ条件のもとに推進していきたい

と考えてございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 同じ条件のもとにとい

うのを、もう少しわかりやすくお願いします。 

小野茂雄総合政策課長 委員長、小野茂雄。 

森 儀一委員長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 地域づくり交付金につき

ましては、担当ごとの地区の１世帯当たり400

円を上限とするという規定に今のところやって

ございます。これにつきましては、それがいい

か悪いかということはございますけれども、例

えば連合町内会ですと300世帯ですとか、400世

帯とかとなりますと12万円とか16万円とかとい

う単位になります。そういった単位の中で自分
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たちでこういう事業をしたいということがあれ

ば、それの範囲内で事業展開することについて

は、要綱内にございますけれども、今のまま同

じくという意味でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 平成27年度については、

地方創生の先行型の交付金があってなんですが、

次年度はその交付金を使うことがないというこ

とで理解をしているんですが、次年度の、より

一層展開をしていくべきだと思うんですが、そ

の予算の確保というか、そういったことはどう

でしょうか。 

小野茂雄総合政策課長 委員長、小野茂雄。 

森 儀一委員長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 先ほどもふるさと納税の

ことについてありましたけれども、ふるさと納

税につきましては、平成21年度から始まりまし

たけれども、当初は何百万円単位での寄附しか

ございませんでしたので、一応積み立てていき

ながら、平成25年度から活用を始めてございま

す。そのときから、この地域づくりについては

その財源として充てていくということで毎年や

ってございますので、今後とも同じような形で

ふるさと納税も活用しながらやっていきたいと

考えております。 

  なお、地方創生につきましては、平成27年度

につきましては、先行型ということで経済効果

も含めての事業だったものですから、平成28年

度以降につきましては、そういった給付型の事

業については該当しなかったりしますので、今

回平成28年度につきましては一般会計という形

ですけれども、そういったふるさと納税などの

財源も活用しながら継続してやっていきたいと

考えております。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） ぜひ総合戦略の中でも

目標としている地域づくり協議会の団体設立が

平成31年までに市内で５団体できていくような

取り組みをしていっていただきたい、またして

いきたいと思っております。 

  次になんですが、成果表の13ページの⒁です

ね、商談会出展事業補助事業なんですが、こち

らの内容をお伺いしたいと思います。この出展

と中小企業者を、商談会に出展するための補助

金を出すということはわかるんですが、どのよ

うな商談会だったのかなどお伺いできればと思

います。 

渡辺安志商工観光課長 委員長、渡辺安志。 

森 儀一委員長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 商談会出展事業補助金に

つきましては、県内、海外等への出展する場合

に企業に自社の商品とマッチングをしていただ

きたいという趣旨のもとに支援するという意味

で行っている事業でございまして、主に東北仙

台圏、あとは東京、あと場合によって自動車関

連の方、名古屋とかです。まだ海外での実績は

ないんですが、そういったところにマッチング

というような形で行っていると。 

  それで、ここに内容が書いてありますけれど

も、出展料及びその出展するブースの装飾、そ

うしたものを補助するということで上限20万円

という形で、出展するそれぞれの出展のコーナ

ーによって金額が変わってくるものですので、

昨年は２社21万8,000円を支援したという形に

なっております。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） この２社については、

どのような募集によって２社が対象になったの

か教えてください。 

渡辺安志商工観光課長 委員長、渡辺安志。 

森 儀一委員長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 こちらにつきましては、

市報等で紹介しているほかに団地企業等につき
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ましては、市報をお送りするので独自のチラシ

を使ったり、またはホームページに上げたとい

うような形で企業の皆様方に周知を図っている

ところです。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 今後の展開というのは、

どうお考えでしょう。 

渡辺安志商工観光課長 委員長、渡辺安志。 

森 儀一委員長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 たしか予算のときも説明

させていただいたと思うんですけれども、平成

28年度からは、この内容の部分をさらに充実さ

せていただきまして、出展する場合に交通費も

支援していただけると助かるというようなこと

で支援事業の中でもあったものですから、公共

交通機関等を利用した交通費、こちらのほうの

支援もことしから内容に含めまして拡充を図り、

支援をまた一つ充実させていただいているとこ

ろでございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） ありがとうございます。

いろんな業種にかかわらず出展ができるという

ことでよろしいでしょうか。 

渡辺安志商工観光課長 委員長、渡辺安志。 

森 儀一委員長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 基本的に製造業等で企業

立地にかかわる規則にのっている業者にしてい

るのですけれども、基本的に自社で開発した製

品というような形で、お願いしたようなもので

はなくて自社の技術や商品という形のものを出

展できる企業様にお願いしております。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） わかりました。より一

層進めていただきたいと思いました。ありがと

うございます。 

  次に、成果表の79ページなんですが、精神保

健事業の３のゲートキーパー養成講座、こちら

なんですが、昨年も養成講座開催されていらっ

しゃるんですが、こちらの養成講座には実際養

成講座を受けて、この自殺予防、ちょっと心の

健康が不安定な方等の相談するスペシャリスト

みたいになっていくための講座なんでしょうか。 

小松 孝健康課長 委員長、小松 孝。 

森 儀一委員長 健康課長小松 孝君。 

小松 孝健康課長 ゲートキーパー養成講座でご

ざいますけれども、昨年も２回開催しておりま

して、秋田大学の大学院の准教授の先生、また

明和病院の先生にお越しいただいて講話をいた

だいております。参加する方が民生委員とかま

た介護施設の関係者、また市民の方も参加して

おりますけれども、この講座の目的であります

が、ここで受講した人が悩んでいる人と面談し

て解決するというものではなくて、医療機関と

か行政機関につなぐための養成機関という位置

づけになっております。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） この受講された方が実

際どのような働きをされていらっしゃるんでし

ょうか。 

小松 孝健康課長 委員長、小松 孝。 

森 儀一委員長 健康課長小松 孝君。 

小松 孝健康課長 昨年度は64名の方が参加して

おりますけれども、実際に地域の中で活動した

りとか、また施設関係の中でちょっと悩んでい

る人の相談に乗って、それで対応が難しい人に

ついては、行政機関または医療関係につなぐと

いうような取り組みを行っているところです。

この養成講座に参加した人が具体的に解決する

というのはなかなか難しい部分もありますので、

そういう意味ではつなぐための役割、守るため

の役割というような位置づけになっております。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 



 - 207 - 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 古いデータなんですが、

内閣府の経済社会総合研究所の平成27年のデー

タで、全国の自殺率上位150の中に新庄市が入

っていたのが驚き、ちょっとびっくりしたもの

ですから、それでより一層いろんな支援をして

とうとい命、働き盛りの命などを守っていただ

けたらなと思いまして質問させていただきまし

た。 

  以上で、終わらせていただきます。 

森 儀一委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、歳出についての質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論の通告があり

ますので、討論の発言を許可します。 

  初めに、認定に反対として佐藤悦子委員。 

   （１番佐藤悦子委員登壇） 

１ 番（佐藤悦子委員） 平成27年度一般会計決

算に反対討論を行います。初めに、評価すべき

ことはたくさんあります。確かに。でも、反対

討論なので反対の理由だけを述べさせていただ

きます。 

  １番目に、福祉施策のおくれを改善すべきだ

ということです。 

  平成26年４月から消費税が５％らか８％に上

がり、平成26年度は国保税が11.83％引き上げ

られ、市民税などは均等割が上げられました。

平成27年度には介護保険料の１号保険料ですが、

14.7％も上がりまして、こうしたことから税や

税外負担金の未納の方が低所得世帯に多い現状

が続いています。経済的に厳しい方へ手を差し

伸べる市独自の福祉施策が財政再建の中で削ら

れ、80歳以上の方のタクシー券や障害者の福祉

タクシー券、はり・きゅう・マッサージ補助券

など、さまざまな福祉が削られたまま市民には

我慢を強いています。特に福祉タクシー券など

は枚数は、ほぼ半分から３分の１で、県内では

最低の状況です。障害者や高齢者に温かな福祉

施策に改善すべきだと思います。 

  ２つ目は、学校給食などの民間委託や保育所

の民営化、指定管理制度は働く人の貧困化を招

き、地域の経済悪化を招くものだということで

す。民間委託や指定管理を市の直営に戻すこと

も検討すべきではないかと思います。働く人の

待遇改善は市民や子供の命を守ることにつなが

ります。 

  学校給食の地産地消がふえて、生肉や果物は

県産物の割合は50％以上と高くなっています。

こうした努力には感謝しております。ＴＰＰ推

進という国の政治がこれを妨害することになっ

ていると思います。さらに食の教育として野菜

も地産地消50％以上を目指してほしいと思いま

す。 

  子供のアレルギーの増加は調査結果で輸入食

品の増加と同様にふえていることが実証されて

います。狂牛病、Ｏ－157、中国の冷凍ギョー

ザ事件、チキンナゲットの肉問題など輸入加工

食品の安全性が問題視されています。おいしく

て安全な学校給食は、素材から手づくりのでき

る条件を守らなければなりません。輸入食品や

冷凍加工食品ではなく地産地消の食材で心を込

めた手づくりのできる学校給食を守り、発展さ

せていくことが重要になっています。 

  献立作成は市の栄養士ですが、調理師が手が

かけられない、時間が足りないということにな

れば、手づくりはできないわけです。農家と給

食をつなぐ専門家の配置も重要です。学校給食

は、自校直営方式にすれば地産地消も手づくり

もしやすくなり、食の教育ももっと進むと思い

ます。 

  保育所の民営化ではなく、公立保育所を守り、

給食の直営調理を守り、保育士の正規化を進め、

子供たちに安定した質の高い保育を保障してい

く手本となるようにすべきだと考えます。 

  ３番目は、正職員をもっとふやすべきだとい
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うことです。 

  正職員が、平成27年４月１日現在287人、嘱

託職員は90人、日々雇用職員は84人、市職員の

10人に４人が非正規職員となっています。非正

規職員をふやして仕事をカバーして人件費を抑

制している状況となっています。 

  国や市の財政難の原因は公務員にあるのでは

ありません。庶民にはさまざまな増税をしなが

ら軍事費拡大や大企業に法人税減税などをやっ

ている結果、家計は冷え、景気悪化を招き、税

収が減り、財政難で社会保障の財源も枯渇して

しまっている状況となっています。公務員も庶

民の一人です。賃下げと増税、社会保障の削減

で家計消費が落ち込み、市経済に回るお金が減

り、税収減へつながっていく悪魔のサイクルを

行政みずからつくることになってしまっている

と思います。 

  市職員は仕事量はふえているのに人が減り、

責任が重くなり、長時間労働で心身を壊す状態

にならないのか心配です。臨時職員では家族を

持つ展望が持ちにくいことになります。正職員

をふやして安定して働けるようにすべきだと考

えます。 

  公務を支えているのは人です。その専門性は

担い手である労働者の知識、経験として蓄積さ

れていきます。そして職場内での訓練などを通

して長期に蓄積されていくもので、あえてそれ

を中断させるのは税金の無駄遣いというもので

す。公務の質を維持向上させるためには、その

担い手が誇りを持って安心して働き続けること

のできる賃金や労働条件です。それを保障する

ために正職員をふやしていただきたいと思いま

す。 

  ４つ目は、小中一貫校の推進は学校統廃合の

ためのものであり、問題だということです。そ

して競争をあおる標準学力テスト拡大は問題だ

と思います。小中一貫教育ではなく、緩やかな

小中連携にとどめるべきだと考えます。 

  小中一貫校の教育効果は検証されておりませ

ん。小中一貫校での４・３・２体制では、小学

校高学年としての活動が保証できません。さら

に、教師の多忙化に拍車がかかるという問題が

あります。市内の方からお話を聞きました。小

学校のみでの運動会のときは子供の活動が見え、

親などの参加もあり、保護者同士、地域の人と

の交流の場が運動会だった。小中一貫校になっ

ての運動会では子供の参加場面が見えにくく、

保護者同士の交流などがなくなった。低学年の

子供にとっては待ち時間が多くなったと感じる

という感想を寄せられました。 

  大規模な小中一貫校づくりを進めた品川区で

は、15年間で不登校がふえ、いじめがあると子

供から訴えがあったにもかかわらず、先生方は

忙し過ぎて十分な対応ができず、その結果、同

学年で３人も子供の自死が起きています。 

  いじめなど問題があれば、先生方、子供、保

護者のみんなで知恵を集め、時間をかけて話し

合うことが必要です。小学校をなくすのではな

く小学校として守り、小学校を充実させる方向

を目指すべきです。 

  標準学力テストは到達度を図るものではあり

ません。偏差値で他との比較をし、競争をあお

るものです。先生と子供を縛り、テスト対策中

心の学校に追いやるものになるのではないかと、

とても心配です。子供と先生がじっくりとかか

われる環境づくりに力を入れていただきたいで

す。全ての子供たちが楽しい学校だと言って喜

んで行く学校になるように力を尽くしていただ

きたいと願います。 

  ５番目に、好転した財政は市民の家計を温め

る施策に生かすしていただきたいということで

す。 

  平成27年度の決算で実質公債費比率は9.7％

に改善されました。工業用地の土地売払い収入

もあったし、収納努力もありましたが、市独自

の福祉の押さえ込みもあったのではないかと思
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います。 

  財政調整基金は前年比約１億円ふえました。

約18億3,900万円になりました。国民健康保険

税や介護保険料の引き下げ、利用料などの減免、

医療費窓口負担の減免、がん検診の無料化によ

る検診率の向上とか、早期発見、福祉の充実、

住宅リフォームの拡充、わらすこ広場や老人福

祉センター、市バスなどの利用料の引き下げな

どで少しでも温かい施策を進めていただきたい

と考えます。 

  ６番目に、平成27年度のリサイクル率が約

13.4％と少なかったということです。 

  焼却炉の長寿命化のためにプラスチックの対

策強化が必要だと担当課長がおっしゃいました

が、ごみ焼却という軸足を資源として生かすと

いうように移すべきだと思います。国には発生

抑制と資源管理を促す制度としてデポジットの

整備を求めていきましょう。 

  福岡県大木町のように生ごみ100％回収でメ

タンによる電力の発電、液肥と堆肥で農家負担

を抑える取り組みに学ぶ必要があります。 

  また、ごみの資源化率、さらに高い74.9％と

いう鹿児島県志布志市では、１人当たりのごみ

処理費用が年間で、2011年度でしたが、8,071

円で全国平均の半分だそうです。その理由は莫

大な経費のかかる焼却炉がないからです。全国

平均のごみ処理費用と比べて２億7,000万円節

約できているために産業や福祉、教育に予算が

回せるとのことでした。 

  ごみ問題は、将来、環境と命と資源問題を引

き起こすものです。持続可能な地域を子供に残

す課題として、ごみを出さない社会の仕組みづ

くりが求められています。焼却ではなく全量資

源化を目指していくべきだと考えます。 

  ７番目に、国民共通番号制の問題です。 

  税と社会保障の個人情報を一括管理し、徴税

の強化、給付抑制を狙うものです。同時に権力

による国民監視やプライバシーの漏えいなどが

心配されます。市民を守る立場から中止を求め

るべきだと思います。 

  年金機構の情報漏れも起こりました。先に実

施している韓国やアメリカでは、情報漏えいに

よる犯罪の多発で見直しするように、方向に見

直しが求められていると言われています。 

  ８番目に、住民の暮らしを守る立場から市長

として国に対してもっと意見や要望を積極的に

言う必要があると思います。 

  市内の飲食業を営む方、ある方から、お客が

激減した、農家が米が安くて飲みに行けないと

言っている、給料とりの人も安定していないと

おっしゃいました。不安定雇用をふやし、年金

を下げ、庶民には増税、農産物の輸入拡大で市

民の所得を減らす政策が国によって進められ、

市民はアベノミクスも地方創生のかけ声も地方

破壊としか聞こえない厳しい経済状況に追いや

られています。 

  そうした市民の暮らしを守るために、働く市

民から切実な要望や意見、訴えが寄せられてい

ることと思います。一人一人の生きる権利を守

るためには自治体として国のやり方にもっと意

見を言うべきだと思います。 

  憲法改正や11月から南スーダンへ派遣する自

衛隊の部隊への戦争法の発動、国の主権をアメ

リカの多国籍企業に売り渡すＴＰＰの推進、原

発の再稼働や輸出、社会保障の削減、改悪など、

安倍自公政権は選挙が終わると暴走を加速して

います。国の財政も経済も崖っ縁で先のない道

に進んでいるように思います。 

  私たち日本共産党は、消費税増税はきっぱり

中止させ、大企業や富裕層への負担をふやし、

労働者の雇用の安定と賃上げによって税収を確

保し、軍事費拡大などの無駄遣いをやめ、社会

保障や財政、経済を立て直すべきだと考えてい

ます。 

  私たちは、日本国憲法を守り、戦争のない平

和な日本を守り、韓国や中国、北朝鮮とともに
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話し合いで北東アジアに平和協力機構をつくっ

ていきたいと考えています。 

  領土問題などのもめごとは戦争にしない、何

でも話し合いで解決する地域にしていこうと提

案しています。北朝鮮の核問題やミサイル問題

も中国の無法も話し合いでしか解決の道はあり

ません。世界は核兵器も戦争もない世界にしよ

うという流れが大きくなっています。日本国憲

法を改悪し、子供たちを再び暗黒の時代に引き

ずり込むのか、憲法を生かした平和な明るい日

本に導くのか、私たち大人に今問われていると

思います。 

  地方自治の大部分が国によって決められてし

まいます。住民を守る立場で悪政にはストップ

だと声を上げることは重要だと思います。 

  御清聴ありがとうございました。 

森 儀一委員長 認定に賛成討論として今田浩徳

委員。 

   （７番今田浩徳委員登壇） 

７ 番（今田浩徳委員） 平成27年度一般会計決

算賛成討論。議案第54号平成27年度新庄市一般

会計歳入歳出決算の認定につきまして、賛成討

論を行います。 

  平成16年度に財政再建計画を策定して以来、

市全体が一丸となって努力を積み重ね続けてき

た財政健全化への歩みが成果となって、このた

びの決算においても実質公債費比率や将来負担

比率は着実に改善しております。 

  10年を超えるその歩みをとめることなく、財

政運営の健全性を確保しながら、新たな需要に

対応したこのたびの決算を見てみますと、決算

総額については前年度との比較において歳入歳

出とも減少しておりますが、これは平成27年４

月に開校した萩野学園の本体工事が平成26年に

終了し、その事業費が大幅に減少したことによ

るものであり、事業全体として喫緊の課題に確

実に対応した決算の内容になっていると思いま

す。 

  歳出面においては、まずは国の地域活性化・

地域住民生活等緊急支援事業を活用し、子育て

支援事業を初めとする雇用、交流人口拡大、防

災、教育、生活支援と多岐にわたる事業展開を

図られております。 

  子育て支援では、新たに主要なＳＮＳの一つ

であるＬＩＮＥを活用した子育て相談や支援情

報の配信や子育てハンドブックの作成、第３子

以降児童の保育料免除事業など、安心して子供

を産み育てることのできる環境整備や、生活支

援ではプレミアム商品券の発行や灯油購入費の

助成など、さまざまな事業が安心・安全な生活

環境の整備や地域の活性化に推進につながった

と思われます。 

  子育て支援では、地域活性化事業のほかにも

放課後児童クラブにおいて受け入れ児童の小学

校６年生まで拡大やさらには萩野学園に併設し

た萩野放課後児童クラブの開所など健全な子供

の育成に努めております。 

  雇用創出の面では、企業誘致活動の積極的な

取り組みや企業立地等雇用促進奨励金交付制度

の活用のほか市民と一体となった活動による高

規格道路整備促進に伴い、中核工業団地への企

業立地が進んでおり、雇用創出に大きく寄与し

ております。 

  そのほかにも、交流拡大の中核である新庄ま

つりは260年という節目の年を迎え、今年度の

ユネスコ無形文化遺産登録を控えた大切な年で

ありました。260年記念事業として２日間の山

車の夜間運行実施や情報発信の拡大を図り、市

民の盛り上がりと新庄市のＰＲにつながってお

ります。 

  農業関係においては、多面的機能支払事業や

新規就農者の育成と付加価値の高い農産加工品

の開発に取り組み、また雪国での最大の課題で

ある雪対策ではきめ細やかな除排雪を初め消雪

道路整備や融雪溝整備を進めており、一方では

雪を活用した雪の下野菜の販売や雪国ワンダー
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ランドの開設など、市民と協働した事業も実施

しております。 

  萩野学園も４月に開校し、施設一体型の校舎

のもと、義務教育９年間の一貫したカリキュラ

ムによる教育を初めとした地域に根差した小中

一貫教育や個別学習指導員を配置した学習活動

の充実など幅広い分野で事業の展開が図られて

ております。 

  平成27年度決算は、これまでの市を挙げた財

政の健全化への継続的な取り組みを堅持しなが

ら、多様な課題に対応した事業の展開を図った

決算として大変意義深いものであると思います。 

  国の経済の先行きは決して楽観できるもので

はありませんが、当市においても国や県と歩調

を合わせながら地方創生に向けた取り組みを加

速させていかなければなりません。私たちのこ

れまでの努力を無駄にせぬよう、健全な財政の

運営に細心の注意を払うとともに事業の的確な

企画と執行によって市勢の発展、そして市民の

生活向上の期待に応えられることを切に願い、

今般決算の賛成討論といたします。 

  御清聴ありがとうございました。 

森 儀一委員長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 ほかに討論なしと認めます。よ

って、討論を終結し、直ちに採決したいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第54号平成27年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定については、反対討論がありまし

たので起立採決いたします。 

  議案第54号について、原案のとおり認定する

ことに賛成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

森 儀一委員長 起立多数であります。よって、

議案第54号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第５５号平成２７年度新庄市

国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

森 儀一委員長 次に、議案第55号平成27年度新

庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  なお、本件を含む特別会計につきましては、

歳入歳出を一括して質疑を行います。質疑あり

ませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算書の198ページ、

１款国保税の収入未済額２億7,430万円余りに

ついてお聞きします。 

  国保税の収納率が市税が98.63％に対して国

民健康保険保税は92.68％と低い状況です。そ

のことを含めての理由、それから国保加入者の

平均所得、未納世帯の所得状況の実情、把握し

ておられたらお願いします。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 国民健康保険税の収入未済額

の件でございます。 

  まず、平成27年度の収入未済額についてでご

ざいますが、まず未納者については延べ2,458

人で前年度と比べて４％減少しております。収

入未済額についても２億7,430万7,894円で２％

減少しておるところでございます。 

  減少の要因としましては、現年度分の収納率

が前年と比べて0.41％向上によるものと捉えて

いるところでございます。 

  今委員からお話のありました一般市税の収納

率98.63％と比べて国民健康保険税の収納率
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92.68％が低い状況にあるという部分なんです

けれども、その部分についての比較といいます

か、国民健康保険税については、まず加入者の

平均所得というお話でしたが、平均所得につい

ては、私どものほうで把握していないところで

ございます。 

  次に、所得別の所得階層別の未納状況でござ

いますが、所得100万円未満の未納者が全体未

納者の46％を占めるような状況となっておりま

す。その部分で一般市税の収納率よりも低い部

分、低くなっている部分がここに要因があるの

ではないかなと感じているところです。 

  国民健康保険税の具体的な未納の理由としま

しては、概要については一般市税の理由と同じ

でございますが、景気動向による所得の減少や

高齢者による低所得あるいは所在不明、そうい

った部分で未納となっているという形でござい

ます。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） なぜ国保税が未納が多

いかということの私なりの理由については、加

入者の約４割が無職、35％は非正規雇用などの

方が入っているという特徴があるため加入者の

所得水準が他の保険などと比較して最も低くな

り、保険の負担能力が高くないから払えない人

が多くなる状況にあると思われます。 

  一方、その一方で医療費は65歳以上75歳未満

の方が加入者の３割を超えています。ほかの医

療保険などを見るとほかの県の約２倍の費用が

医療費はかかるようになっています。加入者の

平均所得は年々下がるのに医療費は高額化して

いるわけです。保険料の負担率は増加し、重く

なる傾向にあります。最も平均所得の低い国保

加入者がほかの県税と比べて最も高い保険税と

なり、滞納せざるを得ない人々を生み出し、そ

のために保険税が高くなると新たに納めること

ができない世帯がふえるという悪循環になって

います。 

  一番のその原因は国庫負担の削減にあると思

います。そこで、国庫負担が大幅に今新庄市の

場合、この決算でいうと24％の国庫支出になっ

ているように思いますが、その一番の原因であ

る国庫負担の削減について増額にするための取

り組みが非常に重要だと思います。未納させな

いための国保税にする、払いやすい国保税にす

るためには国庫負担の増額、これが一番重要だ

と思いますが、それについての取り組み状況は

どうなっておるんでしょうか。 

小松 孝健康課長 委員長、小松 孝。 

森 儀一委員長 健康課長小松 孝君。 

小松 孝健康課長 国からの支援の部分も含めて

ということでございますけれども、平成27年度

につきましては、歳入歳出ともこのような決算

額になっておりますが、保険基盤安定繰入金と

しまして国の措置としては1,700万円増額にな

ってるところでございます。新庄市分としまし

て6,300万円相当額の増額、１人当たり6,000円

程度の、この部分については増額となっている

ところでございます。 

  また、国からの支援措置についてでございま

すけれども、今後におきましても、いろいろな

形で増額に向けて要望してまいりたいと考えて

いるところであります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今課長がおっしゃられ

たのは国の国庫負担が平成27年度はふえたと、

そして新庄市では6,300万円で市民１人、被保

険者１人当たりにすると6,000円ふえたという

ことで、さらに増額を求めていくということで

大変ありがたいことだったと思います。 

  ２つお聞きしたいんですけれども、この割合

が1980年のころには国保の総収入の約50％、仙

台市あたりは57％も国庫支出金が収入に占めて

いたとされています。それが今新庄では24％に
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なっているわけですから、これは6,300万円だ

けふえただけで、余り本当に根本的な未済をふ

やさないような大幅な引き下げにできるかとい

うと、そうはなっていないような気がします。

そういう意味ではかつての50％、国保の総収入

の50％を目指して増額に向けて強力な運動が必

要だと思います。 

  その点と、もう一つ、今課長がおっしゃった

市民１人にすると6,000円の増額になっている

という部分で、これが結果、今回の国保会計の

余裕といいますか、出たような気がします。市

民が国保税高いのに苦しんでいるわけですから、

これを引き下げに回すというのは全国でやられ

ているように思いますが、どうでしょうか。 

小松 孝健康課長 委員長、小松 孝。 

森 儀一委員長 健康課長小松 孝君。 

小松 孝健康課長 国からの補助の部分の率でご

ざいますけれども、30年前当時は５割を超えて

いた状況もあったのかなと思います。 

  その中で国保制度全体の仕組みの改正の中で

今の現行の水準までだんだん下がってきた部分

もありますけれども、新庄市に限らず市町村に

おいては、今後においても国の支援というのは

どうしても必要な部分と考えているところであ

ります。 

  また、このたび保険基盤安定繰入金というこ

とで国から1,700億円分、新庄市としまして

6,300万円、この部分については増額というこ

とにはなっているところであります。 

  医療費を含めた今の国保財政を取り巻く環境

でございますけれども、医療が高度化している

流れがありまして、例えば昨年末に肺がんの新

薬保険適用が拡大されたところであります。こ

の薬ですけれども、一月の薬代が１人300万円

かかりまして、年間投与し続けると3,600万円

ぐらいの医療費がかかるという話もありますし、

また肝炎の新薬、これも昨年12月に保険適用な

りましたが、効果は100％完治するような薬で

ありますが、１錠６万から８万する薬も保険適

用になっております。１人当たりの治療代、薬

代で600万円はかかると、そのような医療費の

流れもありますので、現段階で引き下げすると

いうのは難しいと考えているところです。 

森 儀一委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

    午前１１時５７分 休憩 

    午後 １時００分 開議 

 

森 儀一委員長 それでは、休憩を解いて再開い

たします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ただいま課長から医療

費が高額化しているというお話がありまして、

そういった話を聞くとちょっと苦しくなって、

これは何と言ったらいいのかということになっ

てくるわけなんですけれども、でも未納の方が

多く生まれる原因が、やはり国保加入者の所得

の少なさからきておりまして、その所得の少な

い方々に対して、その力よりもはるかに超えた

ぐらいの厳しい国保税をしなければいけない会

計になってしまっていることが今の状況になっ

ているんだなと思うんです。 

  本当のところは、そうなる一番の原因である

国庫負担を、前のように今の倍以上の負担にな

るように国が補助してくれれば、ぐんと軽くな

って国保税の未納者がいなくなるぐらいになる

だろうと思います。 

  しかし、それがなかなか国でやられない状況

の中で、全国の自治体には加入者にその医療費

の高騰部分、医療費が高くなっている部分を税

金としてやるのではなくて、独自の繰り入れで

国保税を下げるということも全国ではやってい

るわけなんです。その金額は課長も御存じのと

おりかなりの大きな金額でありまして、そうい
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ったことも含めながら、払えなくて苦しんでい

る、国保税に苦しむ方々に払いやすい国保税に

して引き下げて払いやすいようにしていく、そ

ういう施策が必要なんじゃないかなと思うんで

すけれども、どうでしょうか。 

小松 孝健康課長 委員長、小松 孝。 

森 儀一委員長 健康課長小松 孝君。 

小松 孝健康課長 今現在の所得が低い方への取

り組みでございますけれども、均等割・平等割

を最大７割まで軽減する措置を講じているとこ

ろであります。また、６月議会にも報告させて

いただきましたけれども、改正条例の中で５割

軽減・２割軽減を対象とする方の枠を拡大する

条例改正も行っているところであります。また、

法定外の組み入れ等についてでございますけれ

ども、国民健康保険制度は万一のためにけがや

病気をしたときのために経済的な負担を軽くす

るための互助の制度と言われているところであ

ります。国、県、市から法律に基づいた繰り入

れは行っているところでありますけれども、基

本としましては、この繰入金と税金で賄うのが

基本と考えているところであります。実際に法

律に基づかないお金を入れると協会けんぽに加

入している方の税金も繰り入れるということに

なりますので、その取り扱いについては慎重に

進めていきたいと考えております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今、互助の制度であり、

他の健康保険組合に入っている方々との均衡、

平等みたいなことからも独自繰り入れはなるべ

くしないほうがいいというようなお答えだった

ように思います。互助の制度ということは法律

では実は国保は社会保障と言われております。

国庫負担が投入されているのもこのためです。

自分のことは自分でという自助や家族地域の助

け合いという相互扶助だけでは対応できないの

が貧困であり病気であり……（「委員長」の声

あり）必要なのです。（「一般質問ではない」の

声あり）このさまざまな問題に対して人類の英

知として生み出されたのが社会保障です。社会

保障という立場から国がやるべきですが、国が

足りなくて加入者に余りにも大きな負担がある

としたら自治体で応援する、これがほかの自治

体でやられていることでないんでしょうか。ど

う考えますか。 

小松 孝健康課長 委員長、小松 孝。 

森 儀一委員長 健康課長小松 孝君。 

小松 孝健康課長 国民健康保険の制度について

でございますけれども、所得の高い方について

はその所得を基礎として税額を算定しておりま

す。また、所得の低い方については、その額を

もとに算定した上で、それに加えて最大７割ま

で軽減しているというのが今の現状でございま

す。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 所得の低い人というこ

とでは７割軽減とか５割軽減、２割軽減という

のが法定減免としてやられておりますが、その

方々の実際の御家庭の所得に対する国保税の負

担割合を見ますと30％とか、高い所得に対して

30％もしたりしている、あるいは20％とか、せ

めて１割程度になっていただければいいかなと

思いますが、そうでない高い負担で負担させら

れているというのは弱い人たちに非常に厳しい

ものになっていると思います。そこで所得の高

い人はそれなりにというお話でしたが……。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員……。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今、成果表31ページの

限度額超えるというところが書いてあります。

成果表の31ページごらんください。平成27年度

で8,717万8,000円というのがあります。これは

つまりは所得の高い世帯かなと思われる方々が

限度額ということで、それ以上本当はかかるん

だけれども減額、免除されている金額なんです。 
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  これを考えたときに、このように所得の高い

方々に減額、免除ではなくて、保険税の全体の

賦課総額は同じであっても応益負担である均等

割や平等割を減らして所得割を中心に応能負担

に移行することによって所得や法人税と同様に

保険税の所得再分配機能を高めて高額所得者か

ら保険税を多く取る、今の限度額を超えた限度

額を設定していくというやり方で限度額を超え

たという、この部分をぐっと少なくして高所得

と言われる方々に高い保険税設定もして、低い

所得の皆さんに少しでも低くできるような設定

も自治体としてできるんじゃないかなと思うん

ですが、それについてはどうでしょうか。 

小松 孝健康課長 委員長、小松 孝。 

森 儀一委員長 健康課長小松 孝君。 

小松 孝健康課長 ただいまの限度額の部分でご

ざいますけれども、それについては施行令の中

で国の基準に準じて定めている部分でというこ

とになっております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 自治体の国保の税は自

治体で決められると聞いていますので、自治体

の中で考えることはできないのか、もう一度お

聞きします。 

小松 孝健康課長 委員長、小松 孝。 

森 儀一委員長 健康課長小松 孝君。 

小松 孝健康課長 新庄市の場合ですと、保険料

を適用しないで税として賦課している部分はご

ざいますので、地方税法の施行令に準じて国保

の制度の中で運用した、決定したということで

ございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今後今言ったように所

得の高い人には限度額を上げてやれるような、

そういう方法もないのか研究をお願いしたいと

要望して終わりますが、次にいきます。成果の

163ページです。ここに資格証明書の発行があ

ります。26世帯に発行していますが、この発行

の目的は収納率向上のために滞納者と接触の機

会をつくることにあると聞いていますが、そう

ですか。 

小松 孝健康課長 委員長、小松 孝。 

森 儀一委員長 健康課長小松 孝君。 

小松 孝健康課長 資格証明書の交付につきまし

ては、国の方針の中で、納付がないという方に

ついては基本的に資格証明書ということにはな

っているところでございます。 

  しかし、本市の場合での納付基準の割合を定

めて、その中で対応しているところであります

けれども、その際に当然納税相談というのはし

ていただけるものと考えています。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 資格証明書は発行対象

者に対して保険料の滞納が資格証明書の発行に

つながることを十分に伝えて理解を得た上で行

うべきだと国会答弁でなっているようですが、

その点はどうですか。 

小松 孝健康課長 委員長、小松 孝。 

森 儀一委員長 健康課長小松 孝君。 

小松 孝健康課長 今御発言のあったとおり十分

に説明している中で税務課の催告の中というこ

とになりますけれども、そういう対応を踏まえ

て今結果としまして資格証明書を発行している

ということでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 文書だけでなくて電話

催促や戸別訪問などの接触を図り、実態把握に

より特別な事情の有無の把握を適切に行った上

でやっていることですか。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 国民健康保険税が未納となっ
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た方につきましては、まず手紙、電話等で催告

を行った上で、それでもなおかつ未納となって

いる方については、訪問、面談等で納付の部分

について相談するわけでございますが、今委員

から御指摘あった部分についても、未納が続く

ようであれば将来的に資格証明書という部分の

措置になるということは、その面談の際に伝え

ているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） その際に保険税の減免

制度や生活保護、それから多重債務問題などの

相談窓口があるよということは知らせているで

しょうか。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 納付が困難、厳しい方につい

ては、私どもでただ納付の催告するだけではな

く、今委員からありましたとおり生活保護の申

請、あるいは多重債務の相談をする窓口もござ

いますので、そちらの案内をしているところで

ございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 市の独自の減免制度も

一応あるわけで、そういった話もしているかと

いうことと、さらに県立新庄病院などで資格証

明書の世帯の被保険者が医療を受けて10割負担

が困難であると申し出があった場合、短期保険

証を交付するという連携はとられているでしょ

うか。 

小松 孝健康課長 委員長、小松 孝。 

森 儀一委員長 健康課長小松 孝君。 

小松 孝健康課長 今、県立新庄病院と10割負担

資格証明書だというような連絡、やりとりがあ

ちらから来るということはございません。 

  ただ、市民の方からそういう資格証明書に該

当している人から具体的に入院するとか、こう

いう病気になっているという御相談があれば短

期保険証などの対応については、随時対応して

いるところであります。 

  また、資格証明書などの手続の中では実際慢

性的な病気になっているとか、また障害の状態、

収入の状況も含めて考慮して決定しているとこ

ろであります。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 平成27年度の減免の実績でご

ざいますが、服役や社会保険離脱等で17件・40

万4,400円と実績がございましたが、委員がお

っしゃっております低所得、所得の激減、生活

困難等による減免の申請はございませんでした。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 税金の未納の方に対す

る対応のとき、資格証になるかならないかとい

うそういうときに、やはり市の貧困などによる

保険税の減免もあるということで丁寧にお話し

する必要もあるんじゃないでしょうか。そして、

それは未納というのは期限が過ぎてからわかる

ようなものなので、使えるように本当はもう少

し期限を延ばして使えるようにもする必要があ

るような気もしますが、その点はどうでしょう

か。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 納税相談の際の減免について

で、減免の案内、お話の部分ですけれども、減

免については、制度的にこれまでもお話しして

きたかと思いますけれども、ただ単に低所得者

あるいは生活が困難になったから即減免という

ような制度ではないと考えているところです。

徴収の猶予や分割納付などの措置をとっても到

底納付が困難である、担税能力が不足、脆弱し

ている場合の救済措置という形で考えておりま

す。 
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  そのため、納税者の方が低所得者だからとい

うことで直ちに適用するのではなく、客観的に

担税力の有無を判断して適用は考えていきたい

と考えているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 資格証明書発行になっ

た世帯の収納率は向上したと言えるのか、端的

にお答えください。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 手元に資料がございませんの

で、正確にはお答えすることができませんが、

資格証明書がすぐ納付の改善に結びついている

とはなかなか言いがたい状況でございます。 

森 儀一委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第55号平成27年度新庄市国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第55号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第５６号平成２７年度新庄市

交通災害共済事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

森 儀一委員長 次に、議案第56号平成27年度新

庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第56号平成27年度新庄市交通災害共済事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第56号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第５７号平成２７年度新庄市

公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 

 

森 儀一委員長 次に、議案第57号平成27年度新

庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 
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１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

森 儀一委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） それでは、決算書229

ページ、分担金と使用料についてお伺いいたし

ます。 

  初日の一般会計歳入の面でも市税の徴収、収

入未済ということで結構同じような質問があり

ましたが、残念ながら平成27年度も、例えば分

担金においては現年度の部分でいけば２％とあ

りますが、滞納繰り越し全体を含めますと大体

20％弱、使用料においても現年徴収分でいきま

すと未済額が2.5％、同じく滞納繰り越しを含

めますと５％という想定内の数字ではあると思

いますが、監査委員の意見書にもありましたよ

うに受益者負担の公平性という観点から非常に

残念な数字であると思われます。 

  初めに、滞納繰り越しされる方あるいはお支

払いできない方の傾向とかそういうのはつかん

でらっしゃいますか。 

松坂聡士上下水道課長 委員長、松坂聡士。 

森 儀一委員長 上下水道課長松坂聡士君。 

松坂聡士上下水道課長 分担金受益者負担金と、

それから公共下水道使用料、毎年未納が出てま

いります。その３つそれぞれ、特に使用料です

けれども、これは上水道と一緒に料金回収を行

っているというところでございます。同じこと

が多分言えるかと思いますけれども、未納の

方々の追跡、あとそれから状況について、分析

した結果がございます。 

  やはり経済状況等を鑑みて未納という形がふ

えている、これは全国的な傾向でございますけ

れども、特に傾向を見ますと初期の段階から未

納が発生しますとずるずるといってしまうとい

うところでございます。特に金額の多い方です

と、もう固定化なってきておりまして、その回

収分といいますか、未納分を回収するというこ

とになって、これは非常に私ども労力が要ると

いうことでございます。 

  分析いたしますと、下水道料金の場合ですけ

れども、例えば５万円以下の未納額がこのごろ

ふえている状況でございます。ということは、

早い段階で未納を早目に解決したほうがいいと

いうことでございます。そのため、今年度の初

めあたりからいわゆる未納額のくせをつけるこ

とを避ける意味で早目に回収したほうがいいと

いう判断で、そちらに若干シフトしているとい

う状況でございます。 

  あと、それから特徴的な例といたしましては、

いわゆる派遣労働者としてアパートに１カ月間

住みまして、あと何も連絡しないでいなくなっ

てしまうということです。これは最近の未納と

なる方の特徴ではないかと言えます。ですので、

早目の対策が一番有利だということで、現在早

目の回収をすることを進めておるところでござ

います。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

森 儀一委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） 歳入歳出ざくっと見る

と今のページよりも最初の27ページのほうがわ

かりやすいのですが、わかりました。未納の方

は固定化されているということですね。 

  ちなみに、今課長答弁もありましたが、下水

道に関しましては水道料金と同じ徴収というこ

とを私も勉強しております。上下水道課の所管

する管工事組合というところが公共下水道のこ

ういった料金のおくれている方への徴収を委託

していると伺っておりますが、その実態、わか

る範囲で結構ですので教えていただければと思

います。 

松坂聡士上下水道課長 委員長、松坂聡士。 

森 儀一委員長 上下水道課長松坂聡士君。 

松坂聡士上下水道課長 上水道下水道の料金につ

きましては、上水道と重複する部分が非常に多

いものですから一緒の徴収ということでしてお

ります。下水道事業に関しましては、上水道に

委託を行っています。その上水道の窓口業務を
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新庄管工事協同組合に委託しているという状況

でございます。その中で下水道も上水道も一括

徴収ということになりますので、滞納者に関し

ましては個別に対応しておりまして、分納納付

等の相談も積極的にしているという状況でござ

います。 

  ただし、未納の方の質が年々変わってきます

ので、徴収といいますか、滞納整理のノウハウ

そのものが今までとは違ってきているので、専

門的なノウハウも今後考えていかなければなら

ないと思っているところでございます。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

森 儀一委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） 今徴収の質的部分で現

状足りない部分があるということで、将来的に

は変えていかなければならないというお話を頂

戴しました。 

  初日の議論になりますが、例えば市税におき

ましては、税務課では非常なエネルギーをお使

いになって、平成24年度から納税相談というと

ころで職員を配置して徴収率の向上に努めてい

った実績があるということです。ところが今回

の公共下水道料金に関しては委託というところ

で、やはりこれではノウハウが育たないのでは

ないかなと。税務課に倣う必要はないかと思う

んですが、公共料金の徴収ということに関しま

しては、私も全部直営でやれとは言いませんが、

むしろ正職員対応でやられたほうが私はここの

部分の料金の徴収率がさらに向上するのではな

いかなと感じます。 

  これ、後で議論される集落排水の場合とは基

本的には違いますけれども、ここには事業の所

管が、主な使い道でありますが、一般会計から

３億8,000万円ほど繰り入れされているという

ところで、本来これも受益者の利用負担金があ

って、当然大きな事業というのは新規ではなか

なか予算つけない中でメンテナンスを含めたも

のが工事、建設費の主な内容ですが、ここをき

っちり受益者負担を原則にしていかないと一般

会計からの繰り出しに運営は頼っておりません

が、そういった基本的な考え方ですね、やって

いかないと平成29年度末を目指しております公

共下水道の整備計画、ここもうまくいかないの

ではないかなと思いますので、これからに向け

た課長の考えをお伺いしてよろしいですか。 

松坂聡士上下水道課長 委員長、松坂聡士。 

森 儀一委員長 上下水道課長松坂聡士君。 

松坂聡士上下水道課長 やはり公共料金なもので

すから、公平性という形が当然ということでも

っともだと思います。 

  なお、公共下水道事業については、規模が大

きいものですから、財源については、一般会計

からの繰入金をしなければならない、先行投資

が多いものですから、その割合もございます。

しかし、受益者負担ということでありますので、

その辺では使用料は公平に徴収するということ

が前提だと思います。 

  なお、徴収方法ですが、徴収の体制そのもの

につきましては、ほかの市町村を見ますと民間

に委託しているところもございます。あと、技

術的な面も含めまして民間の力をかりる、つま

りその専門性をかりるということも、今後検討

していかなければならないと思います。収益そ

のものを安定させるということが一番気をつけ

ることだと思いますので、その辺私どもも努力

していきたいと考えてございます。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

森 儀一委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） 終わります。 

森 儀一委員長 ほかにありませんか。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 成果表の169ページの

３の汚泥燃料化推進事業関係なんですが、昨年

の汚泥収集量に対してことしのほうが、工事を

して面積が、整備完了エリアがふえたために、
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そちらの量もふえたのだろうと思うんですが、

燃料出荷量ですね、そちらが昨年と比べるとち

ょっと減っているなと思ったものですから、そ

ちらの内容をお聞かせください。 

松坂聡士上下水道課長 委員長、松坂聡士。 

森 儀一委員長 上下水道課長松坂聡士君。 

松坂聡士上下水道課長 前年比から比べますと出

荷量、多少減少しております。これにつきまし

ては、一部機械関係のトラブルがございまして、

その部分で減ったということでございます。 

  なお、この施設そのものについての報告です

けれども、環境保全協議会というものが設置さ

れておりまして、その中で報告された数字とい

うことでございます。その中で一部、その期間

内に機械のトラブル等によりまして出荷できな

かったということがございました。そういうこ

とでございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） ありがとうございます。 

  そうしますと、もしトラブルがなかったなら

ばこの出荷先の日本製紙の岩沼工場では昨年よ

りも、同等な、それ以上の業務になっていたと

いう理解でよろしいんでしょうか。 

松坂聡士上下水道課長 委員長、松坂聡士。 

森 儀一委員長 上下水道課長松坂聡士君。 

松坂聡士上下水道課長 やはりそういうことが言

えるかと思います。出荷量そのものにつきまし

ては、計画ということで進めているわけですけ

れども、そういうトラブル等がございますと若

干減少ということになります。それがなければ

正常に供給されているということでございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

森 儀一委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） ありがとうございます。

以上です。 

森 儀一委員長 ほかにございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第57号平成27年度新庄市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第57号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第５８号平成２７年度新庄市

農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

森 儀一委員長 次に、議案第58号平成27年度新

庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第58号平成27年度新庄市農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第58号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第５９号平成２７年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

森 儀一委員長 次に、議案第59号平成27年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結し、これより討論に入ります。

ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第59号平成27年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第59号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第６０号平成２７年度新庄市

介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 

 

森 儀一委員長 次に、議案第60号平成27年度新

庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算書の261ページの

１款のうち、１号の被保険者の保険料について

月額5,142円から月額5,900円で14.7％の保険料

の引き上げが行われました。その影響はどのよ

うに見ておられるのか。利用の控えなどはなか

ったのか。一般会計からの繰り入れが可能だっ

たのではないかと思いますが、その点について

どうだったでしょうか。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 まず、保険料引き上げの影響

でございますが、全体の調定額が１億852万

7,110円ということで17％ほど増加したところ

でございます。 

  あと、収納率に対する影響でございますが、

当初より引き上げに伴います収納率の低下を回

避するため、私ども税務課では取り組んでまい

ったところでございますが、結果としまして現

年分の収納率が0.08％ほど低下してしまったと

ころでございます。現年課税分と滞納繰越分を

合わせた合計収納率では前年より向上しておる

ところではございますが、現年賦課分が低下し

たことについては、非常に力及ばずで残念に思
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っているところでございます。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

佐藤信行。 

森 儀一委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長佐

藤信行君。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 介護サー

ビスの利用を控えるということがなかったかと

いう御質問についてでございますけれども、成

果表の177ページをごらんいただきたいと思い

ます。177ページから178ページにかけてでござ

いますけれども、それぞれ表の左側から、サー

ビスの名称、次に件数、続いて対前年度件数の

増減というのがございます。項目によりまして

△がついていたりいなかったりということで違

いがございますけれども、全体としては給付費

の伸びにも示されますように、特に利用を控え

るというような傾向は見られなかったと理解し

ております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今の保険料の収入未済

が1,484万6,380円になっていますが、その中で

介護認定になっている方はおられるのでしょう

か。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

佐藤信行。 

森 儀一委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長佐

藤信行君。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 その件に

つきましては、正確な数字は把握してございま

せんが、介護保険料の未納が大きくなりますと

それに伴っていろいろ支払い方法が変わったり

あるいは介護給付を減額したりという、いわゆ

るペナルティーがございますけれども、それを

受けている方々は本当に少ないということでご

ざいますので、そういう方々がそう率として高

いとは理解してございません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ペナルティーを受けて

いる方がおられるということですか。何人ぐら

いおられるんですか。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

佐藤信行。 

森 儀一委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長佐

藤信行君。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 介護保険

料の滞納者に対する保険給付の制限ということ

になりますが、１つ償還払いというのがござい

ます。つまり利用の際に全額支払って後ほど給

付金で返金していただくという制度でございま

すが、これについては現在２名の方が該当して

おります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今の方は最初に10割負

担して、後で返してもらうということなんだろ

と思いますが、そういう最初に払えるかどうか

と考えますが、保険料も払えない方の場合はそ

ういう大きな負担の利用もできない方が考えら

れますので、利用したくてもできないという方

がおられるという感じがします。そういう意味

では介護保険が使えなくなってしまうというこ

とだろうと思います。そういう意味では保険料

も利用料も減免というのが必要なような気がす

るんですが、そういう認識はないかお伺いしま

す。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 介護保険の部分での減免でご

ざいますが、平成27年度の実績ではございませ

んでした。所得の少ない方についての減免とい

うお話かと思いますが、先ほどの国民健康保険

税と同じような形で、減免については担税力の

有無を判断して適用したいと考えておるところ

です。 
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  また、介護保険制度そのものにつきましては、

40歳以上の国民が全員で助け合う制度でござい

ますので、高齢者の皆様にも制度の趣旨にのっ

とって相互扶助に参画して社会全体で支えても

らいたいと考えているところでございます。 

  また、制度そのものに対しても加入者の公平

性の確保や健全な介護保険財政の運営などの面

もございますので、そういった形で考えておる

ところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） これは介護保険が導入

されるときにさかのぼって考えてみますと、そ

の前までは老人福祉ということで、一番近いと

ころでも５割が国負担だったように思います。

そのころはいろんなお年寄りから保険料取ると

いうこともなく、利用の場合、例えば15万円ぐ

らいの年金の方は無料でヘルパー派遣などが受

けられたり、非常に喜ばれる福祉だったなと私

は考えます。 

  そういう意味では、そのようなことになるよ

うにするためには国の補助が当時は50％だった

ころから比べると今は半分になっているわけで、

それを本当に戻していく、国の社会保障に対す

る、介護保険に対するお金を抜本的に引き上げ

る、そういうことがどうしても必要な思いがす

る、必要というより、それが保険料を下げるこ

とになり、利用料を安くできる根本的なことだ

と思いますが、それについて、国に対する働き

かけについては、どうお考えでしょうか。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

佐藤信行。 

森 儀一委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長佐

藤信行君。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 昨年の12

月定例会だったと思うんですが、同じような御

質問でお答えしたところでございます。全国市

長会を通じて国庫負担の増額ということについ

ては全国一丸となって要望しているという状況

でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） どうもありがとうござ

います。 

  次に、成果表、先ほど説明された177ページ

の給付実績というのを見させていただいて感じ

るのですが、在宅介護サービスが減って施設入

所がふえているという感じがするんですが、そ

れについてはどのように見ておられるでしょう

か。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

佐藤信行。 

森 儀一委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長佐

藤信行君。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

私ども初め全国で目指しているのが住みなれた

地域でもってお互い支え合いながら人生を全う

するということが一番ではないかということで、

なるべく在宅で過ごせる、そういった環境整備

をするというのがやっぱり一番だと考えてござ

います。 

  ただ、そうはいいましても特別養護老人ホー

ムに対する待機者の方が一定程度いらっしゃる

ということなども考えますと、やはり施設でも

ってお世話するということがどうしても必要な

方、これは当然いらっしゃるわけです。そうい

う点では、その両方に対してかゆいところに手

が届くというような対応をとるというのが必要

なのかなと思ってございまして、ただ全体の介

護給付の伸びというのは非常に著しいものがご

ざいますので、その辺も抑制すべく、元気なう

ちから介護予防に、重視していただくように今

担当のほうでは進めているところだということ

でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 



 - 224 - 

１ 番（佐藤悦子委員） ただいま特別養護老人

ホームの待機者が一定程度いるということがあ

りまして、やはり在宅だけではできない、お願

いしたいという方がおられると感じますが、そ

の一定程度の待機者というのはどのぐらい今な

っているんでしょうか。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

佐藤信行。 

森 儀一委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長佐

藤信行君。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 特別養護

老人ホームの待機者につきましては、介護保険

事業計画を策定する前年に、つまり３年間の計

画期間の前の年になりますけれども、前年全国

一律で調査をすると、したがって、今現在第６

期の事業計画でございますので、その前、平成

26年度の６月の数字になりますが、たしか176

人だったと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 前にお聞きしたんです

が、新しくできた新庄市内の特別養護老人ホー

ムで80人入れるようにつくったけれども、人手

不足で40人しか入れなかったという話を前にお

聞きしましたが、それは現在まだ改善されてい

ないのかどうかお聞きします。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

佐藤信行。 

森 儀一委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長佐

藤信行君。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 昨年の７

月に改修いたしましたみどりの大地のことかと

思いますが、確かに当初定員80名を予定してい

たものを定員40名でスタートした経緯がござい

ます。これはスタッフがなかなか集まらないと

いうことが理由でございました。それから、昨

年の12月段階でほぼその定員40名が満床になっ

たと連絡をいただきまして、その後の推移を見

ていたわけですが、今年度に入りましてから定

員を80名にふやしてございます。当初の目標ど

おりの数字になってございます。ことしの４月

からですね。 

  それから、今現在どこまで入所しているかと

いうことでございますが、今現在57名の方が入

所しているとお伺いしております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 人手不足の解消という

ことが必要だと思いますが、人手不足について

はどう把握しておられますか。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

佐藤信行。 

森 儀一委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長佐

藤信行君。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 介護職場

での介護職、あるいは看護職も含めてですけれ

ども人材不足だと言われております。これは全

国的な傾向だということを私も理解してござい

ますけれども、新庄市ではどうかということな

んですが、これについては、大概の施設が県で

認可する施設でございますので、私のところで

は数字は把握していないんですが、ただいま県

ではそういった事業所に対してアンケート調査

をやっていて、集約はこれからだということで

ございますが、その結果が出てからですと、あ

る程度のことはお話しできるかと思います。以

上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 質問を終わります。 

森 儀一委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第60号平成27年度新庄市介護保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議がありますので、起立採

決いたします。 

  議案第60号については、原案のとおり認定す

ることに賛成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

森 儀一委員長 起立多数であります。よって、

議案第60号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第６１号平成２７年度新庄市

後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

 

 

森 儀一委員長 次に、議案第61号平成27年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 成果表の40ページの１

で後期高齢者医療保険料の未納の金額が合計で

125万3,000円ということになっております。こ

の方々の状況はどのようにお聞きになっている

のか、お願いします。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 収入未済額125万3,000円と昨

年と比べますと76％ほど増加しているところで

すが、未納者の所得階層別の状況では所得50万

円未満の未納者が全未納者の55％を占めておる

ような状況となっております。昨年の50万円未

満の未納者は66％でございましたので、若干パ

ーセンテージは減っておりますが、いずれにし

ましても50万円未満の低所得者の方々に未納者

が多いような状況になっているところでござい

ます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） こういう方々に払えと

言ってもなかなか厳しいような気がして、生活

自体も厳しいだろうなと想像しているんですが、

生活が厳しいと、お聞きしてそういう話にはな

らなかったでしょうか。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 未納となっている方について

は、後期高齢者医療保険の普通徴収の方になる

わけなんですけれども、普通徴収の方について

は全体の15％を占めますが、年金の特別徴収年

額18万円に該当しない低所得者の方が普通徴収

になりますので、そういった意味合いでは非常

に委員おっしゃったように納付についてはなか

なか厳しい状況にあると認識しているところで

ございます。 

  そういった方についても、軽減措置がござい

ますので、軽減世帯に該当しているところでは

あるんですが、それでもなおかつ納付が困難な

形になって未納となっているという状況でござ

います。 

  納税相談においては、後期高齢者医療保険料

については時効が２年ということになっており

ますので、その中で納付していただけるように

私どもは、納税相談、分割納付等で取り組んで
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おるところでございます。 

森 儀一委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

    午後１時５６分 休憩 

    午後２時０４分 開議 

 

森 儀一委員長 それでは、休憩を解いて再開い

たします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今、税務課長のほうか

ら大変厳しいと認識しておられるというお話で

した。全国では、後期高齢者医療保険料を払え

ない高齢者は24万人と高どまりしており、短期

保険証になった方が２万5,000人もおられて、

継続的に医療にかかれない事態が広がっている

と聞いています。新庄市で短期保険証の交付者

は何人ぐらいおられるんでしょうか。把握をし

ているんでしょうか。 

小松 孝健康課長 委員長、小松 孝。 

森 儀一委員長 健康課長小松 孝君。 

小松 孝健康課長 新庄市など各市町村の役割と

県後期高齢者医療広域連合の役割は分けられて

いまして、賦課決定については広域連合の賦課

決定ということになります。数については今現

在手持ちの資料はないんですけれども、発行し

ているという話は、数は少ないですけれども聞

いています。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 後期高齢者ということ

で健康な方もたくさんおられますが、しかし病

気がちな方が全世代の中では一番多くなる世代

でもあります。そういう意味では短期保険証と

いうのは不安なものだと思います。継続してか

かれなくなるということで不安でたまらないだ

ろうなと思います。そういう意味で何とかその

人の助けになるような相談といいますか、生活

保護を受けられるようになれないかとか、あと

扶養義務者の口座引き落としができるとか、そ

ういった助言などをしたことはあったでしょう

か。 

田宮真人税務課長 委員長、田宮真人。 

森 儀一委員長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 未納の方との納税相談の場に

おきましては、今、委員おっしゃったような対

応はしているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 実は来年度、平成29年

度の４月から後期高齢者医療保険料の特例軽減

廃止が計画されていると聞いております。75歳

以上の６割近く、916万人が対象で、保険料が

今の２倍から10倍にはね上がると聞いています。

これについてどう考えておられるか、お願いし

ます。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員、決算について発

言お願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 質問を終わります。 

森 儀一委員長 ほかにございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第61号平成27年度新庄市後期高齢者医療
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事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり認定することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議がありますので、起立採

決いたします。 

  議案第61号については、原案のとおり認定す

ることに賛成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

森 儀一委員長 起立多数であります。よって、

議案第61号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第６２号平成２７年度新庄市

水道事業会計利益の処分及び決算

の認定について 

 

 

森 儀一委員長 次に、議案第62号平成27年度新

庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算の10ページ、水道

事業貸借対照表の流動資産⑴の現金預金につい

てです。これは10億8,297万3,240円ということ

になっております。予算のときにはもう少し低

い予測がありましたが、決算はおかげさまで現

金預金がふえたようです。これは誰のお金かと

考えますと、やはり水道料金を払ってきた市民

のお金であると考えます。 

  そこで、高い水道料金でないのかなと思うの

で、県内の水道料金の20立方メートル当たりの

13市の状況、平成27年度はどうだったのか、そ

して引き下げをするつもりはないかお聞きしま

す。 

松坂聡士上下水道課長 委員長、松坂聡士。 

森 儀一委員長 上下水道課長松坂聡士君。 

松坂聡士上下水道課長 水道料金につきましては、

県内第３位ということでございます。やはり県

内から比べれば上のほうに位置しているという

ことでございます。委員の御指摘の現金預金の

部分でございますけれども、今回は10億8,200

万円ほどですが、前年度は11億円ほどあったも

のでございまして、平成27年６月から子育て支

援ということで実施しました料金値下げによっ

て現金預金が減額したということでございます。 

  なお、この現金預金につきましては、起債の

償還、あと老朽管の更新事業、耐震化というこ

とでこれからますます必要な金額でございます。

特に現在、耐震化ということで地震、災害関係

が重視されておりますので、それを進める上で

重要な財源という形で考えてございますし、あ

と料金の引き下げにつきましては、現在のとこ

ろ考えてございません。よろしくお願いいたし

ます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

森 儀一委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 引き下げがあったとい

うことで１世帯平均月167円くらいの引き下げ

になったと記憶しております。大変前向きに頑

張っていただいたということはこれは評価しな

ければならないと思います。それでもこの現金

預金が大きくあるわけで、一方子育てというこ

とで市長を先頭に２人、３人と子供がふえてほ

しいという施策を頑張っているわけです。 

  一方、子供がふえると洗濯とかの水の量が相

当ふえまして、やっぱり20立方メートル以上使

いたくなる、毎日洗濯しなければいけないとい

う御家庭のことをお聞きしますと、子供がいっ

ぱいいる世帯は毎日洗濯しなくちゃいけない、

もうずっとフル回転だという声を聞きますので、

節約はしながら、それを20立方メートルは超え

るだろうと思いますと、子育ての方々が少しで
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も節約なるように、新庄市は13市中３位なんて

いう所得ではないわけで、新庄市の市民の所得

が低いことを考えて、ぐっと引き下げになるよ

うな手当てを考えていただきたいと思いますが、

再度お願いします。 

松坂聡士上下水道課長 委員長、松坂聡士。 

森 儀一委員長 上下水道課長松坂聡士君。 

松坂聡士上下水道課長 水道料金につきましては、

やはり県内高いほうの水準でございますけれど

も、新庄市の水道そのものにつきましては、今

後災害に強いまちということもございまして、

ライフラインですので、十分に安全に水を通す

ということが私たちの責務ということを考えて

ございます。将来的なことも大事ですので、そ

の辺について、料金につきましては、今の段階

では引き下げは難しいというところでございま

す。将来を見据えた水道事業ということで今後

努力してまいりたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

森 儀一委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第62号平成27年度新庄市水道事業会計利

益の処分及び決算の認定については、原案のと

おり可決及び認定することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

森 儀一委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第62号は原案のとおり可決及び認定すべき

ものと決しました。 

 

 

閉      議 

 

 

森 儀一委員長 以上をもちまして、本決算特別

委員会に付託されました全ての案件についての

審査を終了いたしました。 

  ここで、決算特別委員長として御挨拶申し上

げます。 

  平成27年決算の認定等９件の審査につきまし

ては、ふなれな議事進行にもかかわらず、各委

員の活発な質疑のもとに審査を終了することが

できました。委員の皆様、執行部の皆様の御協

力に感謝申し上げます。本当にありがとうござ

いました。 

  執行部におかれましては、本委員会において

出された意見等につきまして十分精査され、今

後の市政運営、行財政運営、事務事業の執行に

最大限生かされますよう要望いたします。 

  それでは、これをもちまして決算特別委員会

を閉会いたします。 

  皆さん、大変御苦労さまでございました。 

 

     午後２時１７分 閉議 

 

 

    決算特別委員会委員長 森 儀一 

 




